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はじめに 

 

 東日本大震災の被災自治体では、復興に関連した業務を進めるに当たり、マンパワーの

確保が課題となっている。これまで、被災自治体においては、全国の自治体からの職員派

遣、任期付職員の採用、復興庁の市町村応援職員の活用等により、復興業務に従事する職

員の確保に取り組んできたところである。 

 

 発災から 7 年が経過する中、岩手県・宮城県においては住宅再建・復興まちづくり事業

を中心とした復旧・復興事業が引き続きピークの状況にあり、福島県においても、避難指

示区域の解除に伴い復旧・復興事業が行われている。加えて、産業・生業の再生や、被災

住民の住環境の変化による健康問題やメンタル面での不安等、復興のステージに応じた新

たな課題に対応していく必要性も生じている。このような背景から、平成 32 年度末の復興

期間終了に向けて被災自治体が復興の取組を着実に進め、さらに加速させていく上で、引

き続き人材確保が大きな課題となっている。しかしながら、各自治体が厳しい行財政状況

にあることに加え、平成 28 年の熊本地震や平成 29 年の九州北部豪雨等、他の地域でも大

規模な自然災害が発生していることなどから、全国の自治体から東日本大震災の被災自治

体に派遣される職員の数は減少傾向にある。また、地方公共団体の任期付職員は法律によ

り任期の上限が 5 年と定められており、発災後比較的早い時期に採用された任期付職員が

任期満了時期を迎えている。平成 30 年 3 月 1 日現在、岩手県、宮城県、福島県内の被災市

町村において 2,715 人のマンパワーが必要とされており、このうち全国の自治体からの職

員派遣や任期付職員の採用などにより 2,512 人が確保されているが、203 人が不足している

状況である。 

 

 復興庁では平成 28 年度に、被災自治体や復興局において勤務する任期の定めのある職員

を対象としてアンケート調査を実施した。その結果、回答者のうち 7 割以上が任期終了後

も就業することを希望し、さらにそのうちの半数以上が自治体での就業を希望しているこ

とがわかった。このことから、被災自治体における人材確保策に取り組むにあたっては、

新たな人材を確保することはもとより、これまで復興業務に携わってきた任期付職員等の

うち希望する方が、任期満了後も引き続き被災自治体において働くことが有効な方策のひ

とつであると期待されているところである。 

 

 このような状況を踏まえ本調査では、被災市町村、被災 3 県及び任期付職員の採用・派

遣を行っている被災 3 県以外の自治体を対象にヒアリング調査を行い、復興業務に携わる

人材の確保に向けた取組状況等を把握した。その上で、新たな人材の確保に向けた方策に

加え、今いる人材のうち希望する者が引き続き被災自治体で活躍できるようにするための

方策の検討を行った。 
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第 1 章 被災市町村における人材確保の現状 

 

 

1 節 被災市町村における人材確保の現状と推移 

 岩手県、宮城県、福島県の被災市町村においては、復興業務に従事する職員の確保が課

題となっており、全国の自治体からの職員派遣（自治法派遣）、任期付職員の採用などさま

ざまなスキームを活用し、その確保に取り組んでいる（詳細は第 1 章 3 節を参照）。 

岩手県、宮城県、福島県においては、毎月、県内各市町村の応援職員の必要数、確保数、

不足数を公表している。1 これによれば、平成 30 年 3 月 1 日時点で、3 県内の市町村にお

いて 2,715 人が必要とされており、このうち 2,512 人が各スキームにより確保され、203

人が不足している状況である。 

3 県全体での必要数、確保数及び充足率の推移は図表 1 に示すとおりである。必要数の

推移を見ると、震災発生から 8 年目を迎える現在も、被災市町村における応援職員の需要

は依然として高い水準で推移していることが伺える。確保数の内訳をスキーム別に見ると、

全国の自治体からの職員派遣が平成 27 年度をピークに減少する一方で、被災市町村による

任期付職員の採用が年々増加している。これらのことから、全国の自治体からの職員派遣

の減少を、被災市町村独自の任期付職員採用で補っていることが伺える。また、復興庁に

おいても、市町村応援職員を駐在させる取組により、被災市町村の人材確保を支援してい

る。 

 

                                                   
1 岩手県「被災市町村の行政機能回復や復興を支援するための応援職員の確保について」

http://www.pref.iwate.jp/seisaku/shichouson/shinsai/007120.html 
宮城県「平成 29 年度沿岸 14 市町職員不足状況」

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sichouson/gyou2-gyou9.html 
福島県「東日本大震災に関連し必要とされる職員の状況（各市町村ごとの状況）」

https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-zintekishien.html 
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図表 1 必要数、確保数及び充足率の推移（3 県） 

 
出所：岩手県、宮城県、福島県資料より作成。各年度 3 月 1 日時点。 
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同様の推移を 3 県別で示したものが図表 2 から図表 4 までである。 

岩手県及び宮城県においては、平成 27 年度をピークに必要数が徐々に減少しているが、

引き続き多くの人材を必要としている。確保数の内訳を見ると、両県ともに、全国の自治

体からの職員派遣が平成 26 年度をピークに減少する一方で、市町村が採用する任期付職員

の割合が年々増加している。 

福島県においては、平成 29 年度に必要数が増加している。確保数の内訳を見ると、全国

の自治体からの職員派遣が平成 27 年度をピークに減少する一方で、市町村が採用する任期

付職員の割合が年々増加している。加えて、その他2が増加しており、復興業務を行うため、

任期の定めのない職員（正規職員）を積極的に採用していることが伺える。 

 

図表 2 必要数、確保数及び充足率の推移（岩手県） 

 

出所：岩手県資料より作成。各年度 3 月 1 日時点。 

 

                                                   
2 福島県の「その他」について、平成 30 年 3 月 1 日時点の内訳は、再任用職員 47 人、任

期の定めのない職員 120 人、国職員派遣等 37 人である。 
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図表 3 必要数、確保数及び充足率の推移（宮城県） 

 
出所：宮城県資料より作成。各年度 3 月 1 日時点。 

 

図表 4 必要数、確保数及び充足率の推移（福島県） 

 
出所：福島県資料より作成。各年度 3 月 1 日時点。 
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また、被災市町村が必要としている職種は、一般事務、土木、建築、電気、機械、農業

土木、保健師、看護師、埋蔵文化財等、多岐にわたっている。これは、復興のステージの

進展に応じて新たな課題が生じており、住宅再建、復興まちづくりに加え、被災者支援や

産業・生業の再生など、被災市町村が対応するべき業務が多岐にわたっていることを反映

したものと考えられる。 

 職種別の必要数及び確保数の推移を 3県別で示したものが図表 5 から図表 7 までである。 

岩手県においては、「土木」・「建築」等の技術系の職種について、必要数・確保数ともに

平成 27 年度をピークに徐々に減少しているが、引き続き多くの需要があることが伺える。

また、「一般事務（その他）」、「その他」3について、各年度の必要数・確保数に占める割合

が増加傾向にある。これらのことから、復興のステージの進展に伴い、ハード事業に加え

て、被災者支援などのソフト面の業務への対応が求められていることが伺える。 

 

図表 5 職種別の必要数、確保数の推移（岩手県） 

 
出所：岩手県資料より作成。各年度 3 月 1 日時点。 

 

  

                                                   
3 「その他」について、平成 30 年 3 月 1 日時点の内訳は、保育士、看護師、司書、介護支

援専門員、司法書士等である。 
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 宮城県においては、「土木」・「建築」等の技術系の職種について、必要数・確保数ともに

平成 27 年度をピークに徐々に減少しているが、引き続き多くの需要があることが伺える。

また、「一般事務（その他）」について、必要数・確保数ともに平成 28 年度まで年々増加し、

平成 29 年度についてもほぼ前年度並みとなっている。また、各年度の必要数・確保数に占

める割合も年々増加している。これらのことから、復興のステージの進展に伴い、ハード

事業に加えて、被災者支援などのソフト面の業務への対応が求められていることが伺える。 

 

図表 6 職種別の必要数、確保数の推移（宮城県） 

 

出所：宮城県資料より作成。各年度 3 月 1 日時点。 
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 福島県においては、「土木」・「建築」等の技術系の職種について、必要数・確保数ともに

ほぼ横ばいで推移するとともに、「一般」について、必要数・確保数ともに平成 27 年度以

降増加している。また、他の 2 県と比較して、各年度の必要数に占める「保健師」・「看護

師」の割合が高い水準で推移していることが特徴的である（平成 30 年 3 月 1 日時点の必要

数全体に占める「保健師」・「看護師」の割合は、岩手県 2.7％、宮城県 3.2％、福島県 6.4％

である4）。 

 

図表 7 職種別の必要数、確保数の推移（福島県） 

 
出所：福島県資料より作成。各年度 3 月 1 日時点。 

  

                                                   
4 宮城県のみ、必要数全体に占める「保健師」の割合である。 
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2 節 今後の人材確保の方向性 

 上述の被災市町村における状況の変化を踏まえ、今後の人材確保の方向性として、以下

の 2 つの取組がさらに重要となる。 

 

(1) 被災市町村による任期付職員の採用 

 全国の自治体からの職員派遣は、図表 1 のとおり減少傾向にある。この背景には、平成

28 年の熊本地震や平成 29 年の九州北部豪雨等、他の地域で大規模な自然災害が発生してお

り、それらの災害に対しても全国の自治体から職員派遣が行われていることがあると考え

られる。 

被災市町村では、独自に任期付職員を採用することで、全国の自治体からの職員派遣の

減少を補っており、今後も任期付職員を確保することが人材確保に向けた取組として重要

になる。 

 

(2) 任期を満了する任期付職員等の活用 

 一方で、地方公共団体の任期付職員の任期は 大 5 年であることから、発災後比較的早

い時期に採用された任期付職員は既に任期満了を迎えており、今後も任期を満了する職員

が出てくる見込みである。復興庁の市町村応援職員についても、任期は 大 3 会計年度で

ある。 

 復興庁では平成 28 年度に、被災自治体や復興局において勤務する任期の定めのある職員

を対象としてアンケート調査を実施した。その結果、回答者のうち 7 割以上が任期終了後

も就業することを希望し、さらにそのうちの半数以上が自治体での就業を希望しているこ

とがわかった。 

被災市町村としても、現場の状況に精通している任期付職員等に任期満了後も引き続き

留まってほしいと考えており、現に 5 年の任期を満了する任期付職員を能力の実証を経て

再度任期付職員として採用している市町村もある。 

したがって、任期を満了する任期付職員等のうち希望する者が、任期満了後も引き続き

被災市町村で活躍できるよう環境整備を行うことも、被災市町村の人材確保に向けた有効

な方策であると考えられる。 
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3 節 被災市町村における人材確保対策の全体像 

 被災市町村においては、全国の自治体からの職員派遣、任期付職員の採用、復興庁の市

町村応援職員の活用等、さまざまな方法で復興業務に従事する職員の確保に取り組んでい

る。ここでは、被災市町村における人材確保対策の全体像を紹介する。図表 8 は、被災地

での人材確保対策を示したものである。 

 

図表 8 被災地での人材確保対策 

 
出所：復興庁「復興の取組と関連諸制度（平成 30 年 3 月 9 日）」p.30 より転載5 

 

 このうち、被災市町村における人材確保対策は、(1)全国の自治体からの職員派遣（図表 8

中の「職員派遣」に該当）、(2)被災市町村が自ら採用する任期付職員（図表 8 中の「被災

自治体における任期付職員の採用」のうち、被災 3 県が採用する任期付職員を除く）が主

なものとなっている。このほかに、(3)復興庁において国家公務員の非常勤職員を採用して

被災市町村に駐在させる取組（図表 8 中の「国家公務員の非常勤として採用」に該当）な

どがあり、被災市町村においてはこれらを活用してマンパワーを確保している。 

                                                   
5 
http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-1/20180309_torikumitokanre
nshoseido.pdf 
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各人材確保対策の詳細は以下のとおりである。 

 

(1) 全国の自治体からの職員派遣（自治法派遣） 

 自治体間の姉妹都市提携や災害時相互応援協定に基づくもののほか、各省庁、全国市長

会及び全国町村会の協力により、全国の自治体から被災市町村に職員が派遣されている。

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 17 の規定に基づき派遣されるもので、

自治法派遣と呼ばれている。これにより派遣される職員には、正規職員だけでなく、任期

付職員や再任用職員も含まれる。平成 29 年 10 月 1 日時点で、1,319 人が被災市町村に派

遣されている。6  

 また、地方自治法により派遣される任期付職員については、岩手県、宮城県、福島県が

採用してそれぞれ県内被災市町村に派遣するものと、3 県以外の自治体が被災地に派遣する

ことを前提として採用し被災市町村に派遣するものに大別される。前述の自治法派遣の人

数 1,319 人のうち、3 県が採用して各県内被災市町村に派遣する任期付職員は 236 人7、3

県以外の自治体が採用して被災市町村に派遣する任期付職員は 184 人8である。 

 

(2) 被災市町村による任期付職員の採用 

 復興に関する業務量の増加が一時的なものであることを踏まえ、被災市町村においては、

地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成 14 年法律第 48 号）に定め

る任用根拠のうち、主に第 4 条の規定に基づき任期付職員を採用し、必要な人材を確保し

ている。同法第 6 条の規定により、任期の上限は 5 年（同法第 4 条又は第 5 条の規定によ

り採用される職員については、条例で定める場合）である。 

平成 29 年 10 月 1 日時点で、被災市町村において 893 人の任期付職員が採用されている9 

 

(3) 復興庁市町村応援職員の取組（復興庁スキーム） 

被災市町村におけるマンパワー確保のため、復興庁では平成 25 年 1 月から、一般公募に

より国家公務員の非常勤職員を採用し、市町村応援職員として被災市町村に駐在させ、復

                                                   
6 総務省「平成 29 年度における東日本大震災による被災地方公共団体への地方公務員の派

遣状況調査結果の概要（平成 29 年 10 月 1 日時点）」

http://www.soumu.go.jp/main_content/000537484.pdf  
 このほか、456 人が被災 3 県に派遣されている。 
7 総務省「平成 29 年度における東日本大震災に係る任期付職員の在職状況調査結果の概要

（平成 29 年 10 月 1 日時点）」http://www.soumu.go.jp/main_content/000537485.pdf 
8 総務省「平成 29 年度における東日本大震災による被災地方公共団体への地方公務員の派

遣状況調査」による。 
9 総務省「平成 29 年度における東日本大震災に係る任期付職員の在職状況調査結果の概要

（平成 29 年 10 月 1 日時点）」http://www.soumu.go.jp/main_content/000537485.pdf 
このほか、被災 3 県が採用し県の機関に配置している任期付職員は 595 人、被災 3 県が採

用し各県内市町村に派遣する任期付職員は 236 人である。 
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興業務を直接支援する取組を行っている。募集に当たり年齢制限はなく、期間業務職員制

度に係る人事院規則等の規定により、任期は 大で 3 会計年度である。 

市町村応援職員の募集は復興庁のホームページ10等で年間を通じて行っており、被災地支

援の志を持つ民間企業出身者や公務員 OB 等、さまざまな経歴を有する方が募集に応じて

いる。このほか、平成 25 年 1 月に復興庁・独立行政法人国際協力機構（JICA）・公益社団

法人青年海外協力協会（JOCA）の三者が東日本大震災復興支援に係る連携協定を締結し、

JICA ボランティア経験者に対して市町村応援職員への応募の呼びかけを行っている。11 

また、被災市町村の用地取得事務の支援については、登記、戸籍、その他法律に関する知

識に精通している司法書士が権利者調査等を担うことが期待されていることから、日本司

法書士会連合会を通じて司法書士に対する採用案内の周知を行っている。12 

復興庁では、応募者の経験・専門性・勤務地・勤務時期等の希望と被災市町村のニーズ

を踏まえて随時マッチングを行っており、市町村応援職員の迅速かつ柔軟な採用に努めて

いる。 

平成 30 年 3 月 1 日時点で、106 人の市町村応援職員が被災市町村に駐在している。13 

 

(4) その他 

 このほか、総務省において、被災市町村での勤務を希望する全国の市区町村の OB 職員

の情報をとりまとめ、被災市町村に提供する仕組みや、民間企業の従業員を当該企業に在

籍したまま被災自治体が受け入れられる仕組みを整備するなど、さまざまな人材確保スキ

ームが整備されている。 

 

本報告書では、主に上記(1)、(2)、(3)により被災市町村において復興業務に従事する職員

を総称して「応援職員」と呼ぶ。 

 

 

  

                                                   
10 復興庁「平成 30 年度復興庁市町村応援職員募集［受付期間 平成 30 年 10 月 31 日まで］」

http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat9/sub-cat9-3/20171219092156.html 
11 青年海外協力協会「復興庁・JOCA・JICA との三者連携事業による復興支援員の募集」

http://www.joca.or.jp/activites/disaster/tohokuearthquake/re0124.html 
12 日本司法書士会連合会「復興庁市町村応援職員（司法書士業務）の採用案内」

http://www.shiho-shoshi.or.jp/member/info/45023/ 
13 復興庁「復興の取組と関連諸制度（平成 30 年 3 月 9 日）」

http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-1/20180309_torikumitokanre
nshoseido.pdf 
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被災市町村で活躍する職員からのメッセージ① 

 

岩手県釜石市 石井重成さん 

 



15 
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第 2 章 調査方法 

 

 

1 節 調査の目的 

 被災市町村における人材確保スキームのうち、特に任期付職員に注目し、被災市町村14、

被災 3 県15、任期付職員の採用・派遣を行っている被災 3 県以外の自治体16における人材確

保に向けた取組状況等を把握する。これにより、新たな人材の確保に向けた方策に加え、

任期を満了する職員のうち希望する者が引き続き被災市町村で活躍できるようにするため

の方策を検討することを目的とする。 

 

 

2 節 調査対象の選定 

 被災市町村、被災 3 県、任期付職員の採用・派遣を行っている被災 3 県以外の自治体の

それぞれについて、以下のとおり調査対象とする自治体を選定した。 

 

被災市町村 

 岩手県内の市町村、宮城県内の市町村、福島県内の市町村のうち、過去に応援職員が在

籍したことのある 53 市町村（岩手県：10 市町村、宮城県：15 市町村、福島県：28 市町村）

を調査対象候補とした。そのうち、平成 29 年 4 月 1 日時点で応援職員が在籍している 37

市町村（福島県については浜通りの市町村及び川俣町）に対し本調査への協力を依頼し、

協力の得られた 35 市町村を調査対象として選定した（図表 9 参照）。 

 

図表 9 調査対象（被災市町村） 

県 市町村 

岩手県 宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、大槌町、山田町、岩泉町、野田村 

宮城県 石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩沼市、東松島市、亘理町、

山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、女川町、南三陸町 

福島県 いわき市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双

葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村 

 

被災 3 県 

 岩手県、宮城県、福島県を対象とした。 

 

                                                   
14 独自に任期付職員を採用している。 
15 任期付職員を採用し、県内の被災市町村に派遣している。 
16 任期付職員を採用し、被災自治体に派遣している。 
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任期付職員の採用・派遣を行っている被災 3 県以外の自治体 

 被災 3 県以外の自治体（都道府県及び政令指定都市に限る）のうち、平成 29 年 4 月 1 日

時点で 5 人以上の任期付職員を採用し被災自治体へ派遣している 7 自治体を調査対象候補

とした。その上で、各自治体に本調査への協力を依頼し、協力の得られた東京都、神奈川

県、京都府、兵庫県、大阪府堺市の 5 自治体を調査対象として選定した。 

 

 

3 節 調査方法及び実施期間 

 調査対象自治体に対し、往訪によるヒアリングを行った。ただし、往訪日時の調整がつ

かなかった宮城県岩沼市、大阪府堺市に対しては、電話によるヒアリングを行った。実施

期間は図表 10 に示すとおりである。 

 

図表 10 実施期間 

調査対象 実施期間 備考 

被災市町村 平成 29 年 11 月 21 日（火）～ 

平成 29 年 12 月 22 日（金） 

宮城県岩沼市は電話

によるヒアリング 

被災 3 県 平成 30 年 1 月 25 日（木）～ 

平成 30 年 2 月 6 日（火） 

 

任期付職員の採用・派遣を行っ

ている被災 3 県以外の自治体 

平成 30 年 2 月 1 日（水）～ 

平成 30 年 3 月 5 日（月） 

大阪府堺市は電話に

よるヒアリング 

 

 

4 節 調査項目 

 調査項目は図表 11 から図表 13 までのとおりである。ヒアリング当日に使用した調査票

は、参考資料 1-1 から参考資料 1-3 までを参照。 

 

図表 11 調査項目（被災市町村） 

項目 内容 

任期付職員について  任期付職員の経歴について 

 採用について 

 給与・勤務条件等について 

 任期の更新について 

人材確保に向けた取組

について 

 任期付職員の任期満了後の動向について 

 大任期の満了を迎える任期付職員への対応について 

 新規人材の確保に向けた取組 

応援職員全体について  働きやすさのための工夫について 
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項目 内容 

その他  平成 32 年度末を見据えた組織や定員の見直しについて 

 復興庁スキームに対する評価・期待 

 事務負担軽減のための外部機関等の活用状況 

 

 

図表 12 調査項目（被災 3 県） 

項目 内容 

任期付職員について  任期付職員の経歴について 

 採用について 

 給与・勤務条件等について 

 任期の更新について 

 配属先・派遣先市町村の決定について 

 採用職種・採用予定人数の決定について 

人材確保に向けた取組

について 

 任期付職員の任期満了後の動向について 

 大任期の満了を迎える任期付職員への対応について 

 県全体としての人材確保について 

 新規人材の確保に向けた取組 

応援職員全体について  働きやすさのための工夫について 

その他  平成 32 年度末を見据えた組織や定員の見直しについて 

 復興庁スキームに対する評価・期待 

 事務負担軽減のための外部機関等の活用状況 

 

 

図表 13 調査項目（任期付職員の採用・派遣を行っている被災 3 県以外の自治体） 

項目 内容 

任期付職員について  任期付職員の採用・派遣状況について 

 任期付職員の経歴について 

 採用について 

 給与・勤務条件等について 

 任期の更新について 

人材確保に向けた取組

について 

 任期付職員の任期満了後の動向について 

 大任期の満了を迎える任期付職員への対応について 

 新規人材の確保に向けた取組 

その他  任期付職員をフォローするための取組 
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被災市町村で活躍する職員からのメッセージ② 

 

宮城県女川町 坂本卓也さん 
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Q２ ． 復興庁市町村応援職員（ 女川町駐在） →女川町任期付職員→兵庫県任期付職員（ 女川町派遣） と 、
長期にわたり 女川町に勤務し ていら っ し ゃ います。 町で長く 働こ う と 思っ た理由は何ですか？

復興庁の応援職員と し て女川町に赴任し た当初は、 任期が終わっ たら 別の仕事をし よう と 考えていまし
た。 し かし 、 も う 少し 町が復興するのを見ていたいと いう 想いがあっ たこ と と 、 非常に働き やすい環境で
あっ たこ と から 、 町の任期付職員と し て残るこ と を決めまし た。 女川町はコ ンパク ト な町同様、 役場内で
も 町長や副町長と の距離が近く 、 地元職員も 温かく 迎え入れてく れています。 役場の中に人のつながり が
出来たこ と で、 「 も う 少し 残ろ う 」 と いう 気持ちが強く なり まし た。

女川町での勤務も 今年で6年度目を迎えます。 震災2年目以降の町の復興の流れをよく 知っ ているから こ
そ、 広報と いう 仕事で益々活躍でき ていると いう 実感があり ます。 年を重ねるにつれて、 町民のみなさ ん
や役場、 地元の報道機関と の関係が深く なり 、 より 広報の仕事がし やすく なり まし た。

Q３ ． プラ イ ベート の過ごし 方について、 教えてく ださ い。

業後や休日は山登り や海釣り を楽し むほか、 ボラ ンティ アで石巻の小中学生のク ラ ブチームを相手に卓
球を教えています。 得意なこ と で地域の子供たちの成長に貢献でき るのは嬉し いですし 、 自分と し ても 良
いリ フ レッ シュ になっ ています。

業務上、 イ ベント の記録や写真撮影で土日のどちら かは出勤になるこ と が多いため、 休日は町を離れて、
自分の時間をし っ かり 持つこ と を意識し 、 オンと オフ を切り 換えています。

外部から 被災地へ飛び込むのは少し 勇気が要るかも し れません。 どれだけ親し く なっ ても 実際に被災
し た方の気持ちを理解するのはと ても 難し いですが、 それでも 、 町民みなさ んや役場職員と の繋がり を
大切に、 そし て寄り 添いながら 仕事に取り 組むこ と で、 自分なり のやり がいと 、 町にいる意味を見つけ
ていけるはずです。 こ れから 被災地で活躍さ れるみなさ んを、 応援し ています！

こ れから 被災地で働く 方へメ ッ セージ

※平成30年３ 月作成



21 

第 3 章 被災市町村の取組 

 

 

1 節 被災市町村による人材確保の取組状況と課題 

 岩手県、宮城県、福島県の被災市町村においては、全国の自治体からの職員派遣、任期

付職員の採用などさまざまな人材確保スキームを活用し、復興業務に従事する職員を確保

している。しかしながら、全国の自治体からの派遣職員数は年々減少傾向にある。引き続

きマンパワーを必要とする被災市町村では、任期付職員の採用に力を入れることで必要な

人材を確保しているが、発災後比較的早い時期に任期付職員の採用を開始した市町村では、

既に 5 年の 大任期を満了する任期付職員が出てきており、今後も任期を満了する任期付

職員が出てくる見込みである。 

被災市町村においては、新たに任期付職員を採用するとともに、任期満了を迎える任期

付職員等のうち引き続き勤務を希望する者を継続して確保している。具体的には、5 年の任

期を満了する任期付職員を能力の実証を経て再度任期付職員として採用したり、採用試験

を経て正規職員として採用したりしている。このほか、被災 3 県や被災 3 県以外の自治体

で採用され被災市町村に派遣されている任期付職員や、被災市町村に駐在している復興庁

の市町村応援職員を、任期満了後に市町村の任期付職員や正規職員として採用するなどし

ている。また、給与・勤務条件等を工夫したり、働きやすさに向けた取組に力を入れたり

するなどして、任期付職員の待遇面の工夫に取り組む市町村も多くある。 

このように、被災市町村では人材確保に向けてさまざまな取組を行っているが、ヒアリ

ングを通じて主に次のような課題が浮かび上がった。すなわち、①任期付職員の募集情報

に係る情報発信の工夫、②任期満了予定者等の情報を市町村間で共有する仕組みづくり、

③任期付職員に対する帰省に係る経費の支給、④任期付職員の給与の取扱いである。次節

以降、これらの課題と取組の方向性について詳述する。 
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2 節 任期付職員の募集情報に係る情報発信の工夫 

課題 

新たに任期付職員を採用するに当たり、市町村ではホームページや広報誌などを活用し

て募集情報を周知している。しかしながら、特に土木職などの技術職や保健師などの専門

職については、募集を行っても十分な応募が得られず、人材確保が難しいとする市町村が

多い。応募者を獲得するためには募集情報を広く周知することが重要であると捉えられて

いるものの、市町村単独での情報発信には限界があるとして、国や県に対して情報発信に

協力を求める意見が多く聞かれた。具体的には、復興庁のホームページ等への募集情報の

掲載や、3 県市町村合同採用説明会の実施及びそれに付随する広報に、大きな期待が寄せら

れている。 

 

取組の方向性①：復興庁ホームページ等を通じた情報発信 

復興庁では、ホームページ上に各自治体における任期付職員等の募集情報をまとめたペ

ージ17を設け、情報発信に取り組んでいる。ヒアリングでは、現に復興庁のホームページを

見て応募・採用に至ったケースも確認された。現状では、各自治体ホームページへのリン

クを掲載しているが、例えば採用職種、採用予定人数、職務内容、採用スケジュールなど

を一覧化して掲載するなど、任期付職員への応募を検討している方がより情報を得やすく

なるよう、さらなる改善の余地があると考える。 

 

取組の方向性②：岩手県・宮城県・福島県被災市町村職員合同採用説明会 

全国から広く任期付職員を募集するための取組として、平成 29 年度に被災 3 県の共催に

より、岩手県・宮城県・福島県被災市町村職員合同採用説明会が初めて開催された。18説明

会は東京及び名古屋の 2 会場で開催され、被災 3 県から 12 市町村（岩手県 1 町、宮城県 4

市町、福島県 7 市町村）が参加した。説明会の開催は各県のホームページや公共交通機関

へのポスター掲出等により広く周知され、東京会場、名古屋会場ともに多くの来場者があ

った。 

参加市町村からは、市町村単独で採用活動を行う場合よりも周知効果が高いことや、土

木職等確保が難しい職種について広く県外からの応募を得られること等を評価する声が聞

かれた。 

県からも、3 県市町村合同採用説明会には非常に手ごたえを感じているとの声があり、今

                                                   
17復興庁「被災地で働く任期付職員等の採用募集」

http://www.reconstruction.go.jp/topics/post_109.html 
18 平成 28 年度までは、宮城県及び福島県がそれぞれ市町村任期付職員の合同採用説明会を

開催していた。宮城県においては、平成 28 年度は沿岸 5 市町（石巻市、塩竈市、気仙沼市、

山元町、女川町）が参加し、全国 4 会場（仙台、東京、名古屋、大阪）で説明会を開催し

た。福島県においては、平成 28 年度は全国 3 会場（郡山、東京、名古屋）で説明会を開催

した。 
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後も引き続き開催されることが期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市町村の取組事例 

ホームページ・ＳＮＳにおける情報発信の工夫【福島県川内村】 

 川内村では、独自の情報発信に力を入れている。村のホームページや Facebook 等

の SNS に任期付職員の採用情報を掲載するに当たり、インターネット検索でヒット

しやすいように複数のタグ（検索キーワード）を設定したり、関連するページのリン

クを多く添付したりすることで、被災地での勤務や福島県・地方での暮らしに興味の

ある人等、より多くの人の目に川内村の情報がとまるよう工夫している。小さな村で

あるため、任期付職員の募集を行うにあたっては、ホームページや SNS で情報発信

を行い、なるべく多くの方に見てもらうことで、川内村に興味を持ってもらうことが

重要であると考えている。 

 実際にインターネット検索がきっかけで川内村を知る人は多く、任期付職員の中に

は、インターネット検索で川内村がヒットしたことがきっかけで採用に至った事例も

ある。 

 検索結果に表示されやすいようにタグを設定すること等は、多少の知識があれば追

加的な費用をかけずに取り組むことができるため、他の自治体においても比較的容易

に導入することができるものと思われる。 
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3 節 任期満了予定者等の情報を市町村間で共有する仕組みづくり 

課題 

 一部の市町村から、他の市町村で任期満了を迎え、引き続き復興業務に携わる意向のあ

る任期付職員について、情報提供を求める意見があった。ヒアリングでは、過去に近隣市

町村からこのような情報提供を受けたことがきっかけで任期付職員の採用に至った事例も

確認された。 

 

取組の方向性 

 例えば、岩手県では、平成 28 年に、任期満了又は任期途中で退職する市町村任期付職員

の配置調整を行う仕組みを整備している。これまで活用された実績はないが、今後復興事

業の進捗に伴い、このスキームの活用が期待されるところである。 

 

 

 

 

  

県の取組事例 

 任期満了等となる市町村任期付職員の配置調整スキーム【岩手県】 

 岩手県においては、平成 28 年 9 月に「任期満了等となる市町村採用任期付職員及

び他自治体派遣職員の配置調整指針」を策定し、沿岸市町村に通知している。今後、

市町村が採用する任期付職員が法定の上限である 5 年の任期を満了する事例が増え

ていく中で、市町村ごとに復興事業の進捗状況が異なることから、人材需要が落ち

着いた市町村で勤務していた任期付職員を、引き続き人材を必要としている別の市

町村に配置することを目的としている（※）。 

 任期付職員を任用している市町村においては、任期満了や任期途中で退職する市

町村採用の任期付職員について、職員本人が引き続き他の自治体で勤務する意向が

あれば、岩手県に情報を提供する。岩手県は、県採用任期付職員も含めて、職員本

人が勤務を希望する市町村に情報を提供し、情報提供を受けた市町村が受け入れの

可否を検討する。 

 平成 30 年 3 月時点ではこのスキームが活用された実績はない。岩手県内の多くの

市町村で引き続き人材が不足しており、任期満了を迎える任期付職員には引き続き

市町村に留まってほしいと考えていること等がその背景にあると考えられる。 

 一方で、被災規模の大きい市町村を中心に、復興が進んでいる市町村で任期を満

了する任期付職員の情報提供を希望する市町村があることから、今後復興事業の進

捗に伴いこのスキームが活用されることが期待される。 

（※）指針には、他自治体等からの派遣職員の派遣先変更に係る調整についても定められている。 
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4 節 任期付職員に対する帰省に係る経費の支給 

課題 

 一部の市町村では、市町村が採用する任期付職員のうち遠方から赴任する者に対し、市

町村から生活の本拠地（市町村に赴任する直前の本人の居住地又は現在の家族の居住地）

までの往復の旅行に要する経費を支給している。これは、遠方から赴任している任期付職

員が、夏季休暇や年末年始の休暇等を地元に戻って家族と過ごすことにより、心身のリフ

レッシュを図ることを目的とするもので、メンタルヘルス対策の一環として行われている

ものである。しかしながら、ヒアリングを通して、市町村間で取組状況にばらつきがある

ことが把握された。 

 

取組の方向性 

 例えば、岩手県宮古市では、平成 26 年度から、宮古市採用の任期付職員等を対象に、宮

古市から生活の本拠地までの往復の旅行等に要する経費を補助する取組を行っている。今

後、市町村採用の任期付職員を対象に帰省に係る経費の支給に取り組もうとする市町村に

おかれては、参考にされたい。 

 

 

 

  市町村の取組事例  

「派遣職員等リフレッシュ補助金」の交付【岩手県宮古市】 

 宮古市においては、平成 26 年度から、宮古市採用の任期付職員等の心の健康の

保持増進を図ることを目的として、「派遣職員等リフレッシュ補助金」の交付に取

り組んでいる。この制度は、①宮古市採用の任期付職員等のうち遠方から赴任する

者を対象に、宮古市から生活の本拠地までの旅行に係る往復の経費を年 2 回まで補

助するとともに、②これらの職員等の家族を対象に、生活の本拠地から宮古市まで

の旅行に係る往復の経費についても、年 1 回、1 回当たり 3 人まで補助するもので

ある。 

 制度の利用率は高く、職員からも好評である。 
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5 節 任期付職員の給与の取扱い 

課題 

 いずれの市町村においても、学歴や職務経験年数等に応じて任期付職員の給料月額を決

定している。その際、正規職員の給料表を適用する市町村と、再任用職員の給料表を適用

する市町村がある。 

任期付職員制度については、平成 16 年 8 月 1 日付け総務省自治行政局公務員部長通知「地

方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改正する

法律の運用について」（総行公第 54 号）（以下「任期付運用通知」という。）に基づき運用

がなされている。このうち、給与については、これまで「その任用が想定される職に適用

すべき各給料表の職務の級ごとに、職務の評価を基本とした単一号給を設けることが適当

である」とされていたことから、給料月額の決定に当たり、再任用職員の給料表19を適用す

る市町村も一部に存在するところである。一方で、任期付職員は任期の定めがある以外は

正規職員と同様の業務に従事するという理由から、正規職員の給料表を適用する市町村も

ある。20 

 また、任期付職員を対象とする昇給制度についても、ある市町村とない市町村がある。

概ね、正規職員の給料表を適用する市町村には昇給制度があり、再任用職員の給料表を適

用する市町村には昇給制度がない。 

 

取組の方向性 

 平成 30 年 3 月に任期付運用通知が改正され、「初任給の決定、昇格、昇給等については、

常勤職員に適用される基準に準じて適切に運用すること」とされた21。これにより、「任期

付職員の給料表については、常勤職員に適用される給料表又はこれに準じるものによるこ

ととし、昇給や降給については、常勤職員と同様に、昇給日に、評価終了日以前 1 年間に

おけるその者の勤務成績に応じて適切に実施すること」とされた。 

市町村におかれては、今後任期付職員の給料の取扱いに当たり、この通知を参考にされ

たい。 

  

                                                   
19 再任用職員の給料表では、それぞれの級に単一の号給が設けられている。 
20 任期付運用通知では、「ただし、公的な資格を有する者など一定の専門的な知識経験を有

する人材の確保のため特に必要な事情が認められる場合については、任期付採用職員の給

料表への号給の増設又は同種の業務に従事する常勤職員が用いる給料表の使用を条例に規

定することにより、昇給や過去の経験を踏まえた号給の決定を行うことも否定されないも

のであること。」とされており、正規職員の給料表を適用することも認められている。 
21 平成 30 年 3 月 27 日付け総務省自治行政局公務員部長通知「任期付職員の任用等につい

て」（総行公務員第 44 号、総行給第 18 号）。参考資料 3 を参照。 
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平成 30 年３月任期付運用通知改正 新旧対照表（抄） 
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6 節 その他 

 以下では、その他特筆すべき事項について述べる。 

 

(1) 任期付職員から正規職員への登用促進 

 被災市町村では、任期満了を迎える任期付職員等のうち引き続き勤務を希望する者を継

続して確保しているが、一部の市町村においては、任期付職員経験者を対象とした採用試

験を行ったり、社会人経験者枠の受験資格を拡大して任期付職員経験者も受験できるよう

にするなど、任期付職員から正規職員への登用を促進している。例えば、岩手県大槌町や

福島県南相馬市において、以下のような取組が行われているので、参考にされたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市町村の取組事例 

任期付職員を対象とした正規職員採用試験の実施【岩手県大槌町】 

大槌町では、町の任期付職員として採用され 4 年以上勤務した者、及び他自治体

の任期付職員として大槌町へ派遣され 4 年以上勤務した者を対象とし、採用試験に

より正規職員への任用を行っている。年齢制限は 50 歳以下となっており、これま

でに 2 人がこの制度を活用して任期付職員から正規職員に転身している。 

市町村の取組事例 

正規職員採用における社会人経験者枠の受験資格の拡大【福島県南相馬市】 

南相馬市では、平成 27 年度から、正規職員採用試験における社会人経験者枠を新

設し、任期付職員経験者が正規職員となる機会を設けている。 

また、平成 28 年度には社会人経験者枠の年齢要件を引き上げ（年齢上限を 55 歳

まで引き上げた）、任期付職員経験者の高齢層の方も受験できるようにした。 

応募時の職歴経験については、民間企業で直近 5 年間の連続した勤務経験がある

方か、公務員として直近 2 年間の連続した勤務経験がある方を対象としている。（※

民間と公務の経験の通算は現在していない。民間経験 5 年以上か公務経験 2 年以上

のどちらかを満たしていないと受験できない。） 

市町村にとっては、社会人経験者枠で採用する職員は、震災により著しく減少し

た中堅職員の確保に繋がっており、任期付職員として経験を積み、業務に精通した

人材を即戦力として確保することができる。任期付職員にとっては、将来的に正規

職員に転身する道があることによりモチベーションの向上につながることが考えら

れる。 
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(2) 復興庁スキームに対する評価・期待 

 被災市町村における人材確保スキームの一つに、復興庁による市町村応援職員の取組（復

興庁スキーム）がある。復興庁スキームの特徴は、主に以下の 4 点である。一点目は、復

興庁職員の身分で被災市町村の業務に従事するため、被災市町村の定数条例等に制約され

ず配置することが可能であること。二点目は、復興庁が国家公務員の非常勤職員として採

用し、給与等の支給を行うため、被災市町村における予算措置等が不要であること。三点

目は、これらのことから、被災市町村において年度途中に業務量が増大したり職員の不足

が生じた場合でも、随時配置することが可能であること。四点目は、市町村応援職員の勤

務管理等の庶務は復興庁が行うため、被災市町村の負担軽減に資することである。 

 市町村からは、年間を通じて幅広い経歴・職種等の人材の紹介があり、年度途中で不足

人材を確保することができる点や、全国を対象に広く募集を行っているため、市町村単独

では確保が困難な技術職や資格職を確保することができる点に期待の声が寄せられている。

引き続き被災市町村の人材確保の一助となるよう、取組を進めていく。 

 

(3) 事務負担軽減の取組 

 マンパワーの不足が続く中で、外部の専門機関を活用することによる事務負担の軽減に

取り組む市町村も存在する。代表的なものとして、UR 都市機構を活用した復興コンストラ

クション・マネジメント方式が挙げられる。被災市町村においては、震災後に復旧・復興

事業が急増したことにより発注や監督を行う土木系等の職員の不足が復興を進める上での

大きな課題となっており、調査・測量・設計・工事を一括して UR 都市機構に委託するこ

とで、発注者のマンパワー不足を補うものである。このほか、設計図書の作成や施工管理

に建設コンサルタントを活用している市町村もある。 

 また、一部の窓口業務を民間委託するなど、業務の見直し・削減に取り組む市町村もあ

った。 

 

(4) 災害派遣手当 

 被災市町村は、さまざまな採用スキームにより人材確保に取り組んでいるが、採用スキ

ームにより給与・勤務条件に違いがある。なかでも災害派遣手当の支給の有無について言

及する市町村が多くみられた。 

 災害派遣手当は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 32 条に基づくもので、

災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に対して支給される手当である。東日本

大震災においては、被災 3 県以外の自治体が被災自治体に派遣する職員（被災 3 県以外の

自治体が採用・派遣する任期付職員を含む）に対して支給されているが、被災市町村が採

用する任期付職員については被災地での採用のため支給されない。同じ仕事に従事してい

るにもかかわらず給与面で月 10 数万円の差が生じることが、一部の職員にとって不公平感

や不満感の一因となっていると、多くの市町村が言及していた。  
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被災市町村で活躍する職員からのメッセージ③ 

 

宮城県女川町 丹野宏美さん 
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第 4 章 被災 3 県の取組 

 

 

1 節 被災 3 県による人的支援の取組状況 

 岩手県、宮城県、福島県においては、復興業務に従事する任期付職員を採用し、県の機

関に配置するとともに、県内の被災市町村に派遣している。 

このうち、市町村派遣の県任期付職員数の推移を 3 県別に示したものが図表 14 から図表 

16 までである。市町村派遣の県任期付職員は、平成 30 年 3 月 1 日時点で岩手県 98 人、宮

城県 73 人、福島県 38 人であり、被災市町村における主要な人材確保スキームの一つとな

っているが、年々減少傾向にある。いずれの県においても、翌年度の採用職種及び採用予

定人数を決定するに当たり、被災市町村への照会を行っており、被災市町村が必要とする

人数が減少していることもその一因であると考えられる。しかしながら、特に土木職など

の技術職や保健師などの専門職については、応募が少なく、 終合格者数が採用予定人数

に満たないこともあり、人材確保が難しい状況にある。 

3 県においては、平成 27 年度から、東京都の協力を得て、例年 6 月頃に東京都庁で被災

3 県任期付職員採用試験合同説明会を開催するとともに、各県ホームページにとどまらず首

都圏の駅へのポスター掲出などさまざまな広報媒体を活用して情報発信を行うことで、広

く全国から人材を確保するための取組を行っている。また、5 年の任期を満了する任期付職

員を能力の実証を経て再度任期付職員として採用したり、任期付職員を対象とした正規職

員採用選考を実施するなどして、任期満了を迎える任期付職員を継続して確保する取組を

行っている。 

 あわせて、3 県では、被災市町村で働く意欲のある県内自治体の退職予定者等を、被災市

町村に紹介し受入れの調整を行う仕組み（いわゆる OB スキーム）をそれぞれ設けるなど、

被災市町村における人材確保を支援する取組を行っている。 
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図表 14 被災市町村に派遣されている県任期付職員数の推移（岩手県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：岩手県資料22より作成。各年度 3 月 1 日時点。 

 

 

図表 15 被災市町村に派遣されている県任期付職員数の推移（宮城県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：宮城県資料23より作成。各年度 3 月 1 日時点。 

 
                                                   
22 岩手県「被災市町村の行政機能回復や復興を支援するための応援職員の確保について」

http://www.pref.iwate.jp/seisaku/shichouson/shinsai/007120.html 
23 宮城県「平成 29 年度沿岸 14 市町職員不足状況」

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sichouson/gyou2-gyou9.html 
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図表 16 被災市町村に派遣されている県任期付職員数の推移（福島県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：福島県資料24より作成。各年度 3 月 1 日時点。 

 

 

  

                                                   
24 福島県「東日本大震災に関連し必要とされる職員の状況（各市町村ごとの状況）」

https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-zintekishien.html 
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2 節 各県の取組 

本節では、被災 3 県の人材確保に向けた取組のうち、特徴的な事項について述べる。 

 

(1) 岩手県 

岩手県では、任期満了後も被災自治体で勤務する意向がある任期付職員が引き続き活躍

できるよう、県任期付職員経験者を対象とした正規職員の選考考査を実施するとともに、

任期満了等となる市町村任期付職員の配置調整スキームを設けている。 

また、全国の自治体に先立ち、まずは県及び県内市町村が一丸となって被災市町村へ継

続的に職員を派遣することを目指すため、県内内陸市町村から被災市町村への職員派遣の

目標値を設定し、派遣職員の確保にも取り組んでいる。 

これらの取組について、以下に詳述する。 

 

県任期付職員を対象とした正規職員採用選考の実施 

 岩手県においては、岩手県任期付職員として 4 年以上勤務した者を対象とし、選考によ

り正規職員への任用を行っている。任期付職員 5 年目に選考を受けることとなり、採用年

度の 4 月 1 日時点で 59 歳以下であれば受考できる。平成 29 年度の選考においては、一般

事務職 7 人、総合土木職 4 人が合格している。 

 岩手県は、任期付職員経験者を対象に採用選考を実施する目的として、復興事業等に従

事した任期付職員を即戦力として確保すること、用地や土木等の専門的知識及びノウハウ

を有している職員を確保すること、任期付職員としての 5 年間の勤務実績をもとに能力実

証を行い優秀な職員を確保することの 3 点を挙げている。任期付職員として 5 年間経験を

積んだ職員が引き続き正規職員として活躍することで、これらの目的が達成されているも

のと予想される。 

 任期付職員にとっても、将来的に正規職員に転身する道があることにより、モチベーシ

ョンの向上につながることが考えられる。 

 

任期満了等となる市町村任期付職員の配置調整スキーム（再掲） 

 岩手県においては、平成 28 年 9 月に「任期満了等となる市町村採用任期付職員及び他自

治体派遣職員の配置調整指針」を策定し、沿岸市町村に通知している。今後、市町村が採

用する任期付職員が法定の上限である 5 年の任期を満了する事例が増えていく中で、市町

村ごとに復興事業の進捗状況が異なることから、人材需要が落ち着いた市町村で勤務して

いた任期付職員を、引き続き人材を必要としている別の市町村に配置することを目的とし

ている25。 

 任期付職員を任用している市町村においては、任期満了や任期途中で退職する市町村採

                                                   
25 指針には、他自治体等からの派遣職員の派遣先変更に係る調整についても定められてい

る。 
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用の任期付職員について、職員本人が引き続き他の自治体で勤務する意向があれば、岩手

県に情報を提供する。岩手県は、県採用任期付職員も含めて、職員本人が勤務を希望する

市町村に情報を提供し、情報提供を受けた市町村が受け入れの可否を検討する。 

 平成 30 年 3 月時点ではこのスキームが活用された実績はない。岩手県内の多くの市町村

で引き続き人材が不足しており、任期満了を迎える任期付職員には引き続き市町村に留ま

ってほしいと考えていること等がその背景にあると考えられる。一方で、被災規模の大き

い市町村を中心に、復興が進んでいる市町村で任期を満了する任期付職員の情報提供を希

望する市町村があることから、今後復興事業の進捗に伴いこのスキームが活用されること

が期待される。 

なお、このスキームの活用実績はないものの、岩手県では、任期満了を迎える県任期付

職員に任期満了後も引き続き県内に留まってもらうための取組を行っている。例えば、引

き続き県内での勤務を希望する者に対して、県任期付職員の採用試験の案内を行っている

（平成 29 年度末に任期満了を迎えた県任期付職員 53 人のうち、12 人が再度県任期付職員

となった）。また、再度県任期付職員として採用した場合、派遣先市町村における復興事業

の進捗状況に応じて、それまで派遣していた市町村から別の市町村に派遣先を変更するケ

ースもある（平成 30 年度に再度県任期付職員となった 12 人のうち、4 人が派遣先変更と

なった）。 

 

県内内陸市町村からの職員派遣数に関する目標値の設定 

岩手県においては、平成 25 年度以降、内陸市町村から被災市町村へ職員派遣を行うに当

たり、前年度 4 月 1 日時点における各市町村の職員数の 1％を派遣するという目標値を設定

し、県内全市町村の担当者を集めた「被災市町村人財確保連絡会議」等で依頼している。

平成 29 年度の目標値は 76 人（東日本大震災津波と平成 28 年台風第 10 号災害を合わせた

目標値）であるところ、市長会、町村会、内陸市町村の協力により、平成 30 年 3 月 1 日時

点で 76 人（うち東日本大震災津波 69 人）が派遣されており、被災市町村における人材確

保に寄与している。 

 この取組は、全国の自治体に先立ち、県及び県内市町村が一丸となって被災市町村へ継

続的に職員を派遣することを目指すものである。被災市町村からは、派遣職員が減少する

中で、県外自治体から引き続き派遣が得られるよう、まずは県内自治体からの派遣を一定

数確保することを望む意見が聞かれ、県外自治体からの派遣職員の継続確保にも寄与する

ことが期待される。 

 

(2) 宮城県 

宮城県では、他の自治体に先駆けて、平成 24 年 5 月に任期付職員の任用を開始した。県

内市町へは、平成 25 年 1 月及び 2 月に 126 人の任期付職員を任用・派遣し、以後継続的に

任用・派遣を行ってきた。ピーク時の平成 26 年 11 月には 199 人を派遣し、被災市町の復
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興事業が加速化する中で、宮城県の取組は、被災市町における人材確保に大きく貢献した。 

 平成 24 年 5 月に任用した 32 人の任期付職員は既に 長 5 年の任期を満了しているが、

そのうち、改めて採用試験を受験し、再度県任期付職員として任用された職員もおり、行

政の仕事実務を理解している即戦力として、復興事業の推進に貢献している。 

 また、平成 27 年度からは、岩手県・宮城県・福島県の共催で、「被災 3 県任期付職員採

用試験合同説明会」を東京都の協力を得て開催している。例年 6 月頃に東京都庁で開催さ

れる説明会では、３県それぞれの復興状況を説明するとともに、募集する職種の業務内容

の説明や個別相談を行い、採用試験の申込につなげる取組を行っている。 

 県内の被災市町の職員を確保する取組として、被災市町で働く意欲のある県内自治体の

退職予定者及び元職員の情報を取りまとめ、被災市町に情報提供することにより、採用を

支援している。なお、県内の内陸市町村には、職員派遣に係る一定の基準を示し、被災市

町への協力を要請している。また、震災の風化防止及び職員派遣の必要性への理解を深め

ていただくことを目的に、平成 27 年度から被災自治体視察事業を継続して実施している。 

 

(3) 福島県 

 福島県では、平成 32 年度までの時限的な措置として、条例に定める職員の定数を 300 人

増員し、任期付職員や正規職員の採用をはじめ、派遣職員の受入れなど多様な方策により、

必要な人員を確保している。任期付職員の採用は、平成 24 年度に 100 人規模で開始し、平

成 25 年度には 200 人、以降 250 人を超える規模が続いている。 

 県内の被災市町村では、復旧・復興業務に対応する土木職や建築職に加え、被災者支援

に対応する保健師が不足している。福島県では、県内外の 3 会場において被災市町村職員

合同採用説明会を開催し26、全国から広く職員を募集するとともに、被災地で働くことを希

望する県内の公務員 OB と被災市町村とのマッチングを行っている。特に保健師について

は確保が難しいことから、県内外で行われる就職ガイダンスに市町村とともに参加するな

どして、被災市町村における保健師の採用を支援している。 

 

 

  

                                                   
26 平成 29 年度は、福島県郡山市、東京、名古屋で開催。このうち、東京会場及び名古屋会

場については、被災 3 県の共催による岩手県・宮城県・福島県被災市町村職員合同採用説

明会として開催（詳細は第 3 章 2 節参照）。 
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被災市町村で活躍する職員からのメッセージ④ 

 

福島県楢葉町 菅井俊貴さん 

 

福島県楢葉町 政策広報室

菅井 俊貴 さ ん

年齢： 41歳
出身地： 愛知県

●経歴●

平成11年 建築会社へ入社

平成23年 青年海外協力隊と し てタ ンザニアへ派遣

平成25年 復興庁市町村応援職員と し て楢葉町に駐在

平成28年 楢葉町正規職員と し て勤務

「 復興の最前線で仕事をし たい」 と の想いから 、 復興庁市町村応援職員に応募

応援職員の任期終了後、 楢葉町の職員へ転籍

東日本大震災が起き る前、 私は青年海外協力隊と し ての派遣に向けた訓練を福島県二本松市のＪ Ｉ Ｃ Ａ
訓練所で受けていまし た。 平成23年3月11日、 訓練課程を修了し 折し も 帰り の電車内で被災し まし た。 一
時は訓練所に引き 返し て避難し まし たが、 紆余曲折を経て、 東アフ リ カ のタ ンザニアへ赴任するこ と がで
きまし た。

青年海外協力隊と し て2年間、 タ ンザニアの職業訓練校にてコ ンピュ ータ 技術に関する業務で活動し ま
し た。 任期を満了し て、 帰国後に青年海外協力隊のOBを対象に復興庁が市町村応援職員の募集をし ている
こ と を聞き 興味を持ちまし た。 実際に震災を体験し ていたこ と と 、 福島復興局の方の熱心な勧誘がきっ か
けで、 「 震災・ 原発事故から の復興の最前線で仕事をし たい」 と 考えるよう になり 、 復興庁市町村応援職
員への応募を決めまし た。

復興庁市町村応援職員と し て楢葉町に着任し 、 総務課に配属と なり まし た。 主な仕事は選挙事務や、 人
事管理等の一般事務でし た。 元々応援職員と し ての任期は1年でし たが、 2回任期を更新し 、 3年間応援職員
と し て勤めまし た。

応援職員と し ての最終年に、 町職員の方から 「 町の職員と し て町に残ら ないか」 と 声をかけていただき 、
採用試験を受けるこ と を決めまし た。

平成28年度から 職員と し て改めて総務課へ配属と なり まし た。 平成29年度から は政策広報室に異動と な
り 、 庁舎内のネッ ト ワーク 系の維持管理や広報誌に載せる写真の撮影等の業務を行っ ています。

Q１ ． 総務課と 政策広報室、 二つの部署を経験さ れていますが、 お仕事のやり がいは何ですか？

応援職員と し て着任し て以来、 「 町を良く するこ と に貢献し たい」 と いう 想いで、 必要な仕事に着実に
取り 組んできまし た。 自分に出来るこ と で、 町にと っ て必要なこ と は何かを考え、 マイ ペースに、 し かし
着実に仕事をこ なし てきたと 振り 返っ ています。 楢葉町が、 子供たちが学び、 遊び、 のびのびと 成長でき
るよう な町になっ ていく ためのお手伝いが出来ていれば幸いです。

Q２ ． 復興庁市町村応援職員から 楢葉町の正規職員に転籍し 、 長期にわたっ て楢葉町に勤務し ていら っ
し ゃ います。 町で長く 働こ う と 思っ た理由は何ですか？

町の復興はまだまだ長い時間がかかり 人手が必要と さ れていると 感じ たこ と 、 こ れから も 復興に関わっ
ていきたいと 考えていたこ と が大きいです。

町の職員と なっ たから には、 今後も 楢葉町役場で勤務し 続けるつも り です。 町が良く なるために必要な
仕事を、 今後も し っ かり と 担っ ていき たいと 考えています。

あまり 気負いせずに必要と さ れる業務や役割をし っ かり と 果たすこ と が大切だと 思います。 方言が聞き
取れないなど、 小さ な壁にぶつかるこ と も あり ますが、 すぐ に慣れるので大丈夫です。 応援し ています。

こ れから 被災地で働く 方へメ ッ セージ

※平成30年３ 月作成

※復興庁スキーム → 市町村正規職員
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第 5 章 任期付職員の採用・派遣を行っている被災 3 県以外の自治体の取組 

 

 

1 節 被災 3 県以外の自治体による人的支援の取組状況 

 被災 3 県以外の自治体の中には、被災地派遣を前提に任期付職員を採用し、被災自治体

に派遣している自治体がある。 

 このような取組を始めた経緯は自治体ごとに異なるが、概ね被災地支援の一環として、

正規職員の派遣に加えて取り組み始めた自治体が多く、早い自治体では平成 24 年度中に

初の採用・派遣を行っている。 

 今回ヒアリングを行った自治体のうち一部の自治体では、既に 大任期を満了した任期

付職員がいるが、いずれの自治体も再度の採用は行っていない。したがって、任期を満了

する任期付職員が引き続き被災自治体での勤務を希望する場合は、他の自治体の任期付職

員となって被災自治体で活躍しているところである。 

また、既に任期付職員の採用・派遣の取組を終了した自治体もあり、今後被災 3 県以外

の自治体で採用され被災自治体に派遣される任期付職員の数は減少していくことが見込ま

れる。 

 

 

2 節 各自治体の取組 

 本節では、ヒアリングを行った 5 自治体の取組について概説する。 

 

(1) 東京都 

東京都は、被災地支援の一環として率先して、平成 24 年 9 月に任期付職員を 47 人採用

した。それ以降は新たな採用を行っておらず、47 人の任期を更新することで対応した。 

平成 29 年 8 月末で、当時在籍していた 18 人全てが 5 年間の任期満了を迎えた。このう

ち、派遣先市町村に残りたい希望がある者については、引き続き当該市町村で働けるよう

マッチング支援を行い、9 人が市町村の任期付職員として採用された。 

東京都からの任期付職員派遣は当初予定していた 5 年間で終了し、今後は、正規職員の

派遣や、被災自治体の任期付職員の採用を支援することにより、被災地支援を行っていく。 

 

(2) 神奈川県 

神奈川県は、平成 26 年度から本格的に任期付職員の採用・派遣を開始した。平成 29 年

４月１日時点で 115 人（一般土木 68 人、一般事務 25 人、建築 13 人、電気５人、機械３人、

保健師１人）を被災自治体に派遣している。近年では、他のスキームにより被災自治体で

勤務していた人が、任期満了を迎え、神奈川県任期付職員に応募・採用されるケースもあ

る。 
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 これまでに５年間の任期を満了した任期付職員はいないが、平成 30 年度に任期満了を迎

える任期付職員がおり、引き続き被災自治体で勤務する意向がある場合の対応について検

討する必要がある。 

平成 30 年度も引き続き 136 人を派遣予定である。今後の支援については、被災地の状況

や被災自治体からの要請等を踏まえ検討していく。 

 

(3) 京都府 

 京都府は、被災地支援を充実させることを目的として、平成 26 年 4 月に任期付職員の採

用・派遣を開始した。平成 26 年度及び平成 27 年度は 4 人を派遣し、その後人の入れ替わ

りはあるが継続的に 5 人を派遣している。 

 これまでに 5 年間の任期を満了した任期付職員はいないが、今後任期満了者が出てくる

際に、引き続き被災自治体で勤務する意向がある場合は、対応を検討する必要があると考

えている。 

 平成 30 年度は引き続き 5人程度を派遣予定。平成 31 年度以降の採用方針は未定である。 

 

(4) 兵庫県 

 兵庫県は、平成 25 年 1 月に任期付職員の採用を開始した。初年度は 30 人程度だったが、

その後人数を増やし、3 年目以降は約 70 人～80 人規模となっている。平成 29 年 4 月 1 日

時点で 76 人を派遣している。任期途中で退職する任期付職員の補充のために毎年募集を行

っており、近年では、他のスキームにより被災自治体で勤務していた人が、任期満了を迎

え、兵庫県任期付職員に応募・採用されるケースも増加している。 

これまでに 5 年間の任期を満了した任期付職員がおり、そのうちの一部は、他自治体の

任期付職員として引き続き被災自治体で活躍している。兵庫県としては、再就職の支援等

は特に行っていない。 

平成 30 年度以降の任期付職員の採用予定は未定である。今後については、復旧・復興業

務の進捗状況、被災自治体からの派遣要請等を勘案し、できる限りの支援を継続していく。 

 

(5) 大阪府堺市 

 大阪府堺市は、指定都市市長会や被災自治体などからの依頼を受け、平成 25 年度から任

期付職員の採用・派遣を行っている。平成 29 年 4 月 1 日時点で 8 人を派遣している。 

 任期は 長 3 年である。これまで任期を満了した職員は、定年退職した後にセカンドキ

ャリアとして任期付職員になった人が多く、再就職に対するニーズがほぼなかったため、

任期満了後の動向を把握することはしておらず、再就職の支援等は特に行っていない。今

後、引き続き被災自治体で勤務する意向がある人がでてきた場合は、対応を検討する必要

があると考えている。 

 平成 30年度は事務職及び土木職を数名採用する予定である。平成 31年度以降の採用は、
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被災自治体の状況を勘案し判断する予定である。  
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被災市町村で活躍する職員からのメッセージ⑤ 

 

福島県富岡町 工藤奈織美さん 

 

 

  

福島県富岡町
健康福祉課健康づく り 係（ 保健師）

工藤 奈織美 さ ん

年齢： 48歳
出身地： 青森県

●経歴●

平成11年 看護系大学で勤務

平成23年 いわき 市でボラ ンティ ア活動を実施

平成26年 富岡町任期付職員と し て勤務

平成29年 富岡町正規職員と し て勤務

いわき 市でのボラ ンティ ア活動を通じ て、 浜通り の今後の復興に関わり たいと 思い、
富岡町任期付職員に応募

避難解除に伴い本庁機能を郡山市から 富岡町に戻すタ イ ミ ングで
任期付職員から 正規職員へ転籍

東日本大震災の際、 私は栃木県で看護系大学の教員をし ていまし た。 震災発生後に、 福島県で活動する
看護職のボラ ンティ アを探し ているこ と を聞き 、 平成23年5月から 土日を使っ ていわき 市でのボラ ンティ
ア活動を始めまし た。 借上げ住宅等に避難し ている方のと こ ろ に訪問し て、 健康状態を確認し たり 、 被災
体験をう かがっ たり し まし た。 避難さ れた方々の生活が落ち着いていく 中で、 「 避難し ている方々の生活
はこ の先どう なっ ていく のだろう 。 全町避難を余儀なく さ れた浜通り 地域はどのよう に復興し ていく のだ
ろ う 。 現場にも っ と 居合わせていたい。 」 と 考えるよう になり 、 浜通り で保健師を募集し ている自治体を
探し ていたと こ ろ、 ボラ ンティ ア活動で知り 合っ た方から 、 富岡町で任期付職員を募集し ていると いう 話
を聞き、 応募し まし た。

平成26年から 3年間の任期付職員と し て富岡町で勤務を始めまし た。 当時は町内全体に避難指示が発令
さ れており 、 本庁機能が郡山市にあっ たため、 郡山事務所で勤務し ながら 福島県内に避難し ている住民の
家庭訪問や健康相談、 検診などを行っ ていまし た。

平成29年4月の避難指示解除に伴い本庁機能が富岡町に戻るこ と になり まし た。 その年はちょ う ど3年間
の任期満了のタ イ ミ ングだっ たこ と も あり 、 町の人事担当者から 「 正規職員と し て今後も 町で働かない
か」 と 声をかけて頂き まし た。

私も 、 以前から 正規職員と し て浜通り の復興に携わり たいと 考えていたため、 採用試験を受けるこ と を
決めまし た。 現在は正規職員と し て、 避難さ れている住民や町に帰還し た住民の訪問活動を行っ ています。

Q１ ． 富岡町で保健師と し て働かれている中で、 お仕事のやり がいは何ですか？

訪問活動の中で、 住民の皆さ んと 直接お話をする機会も 多いです。 避難指示解除に伴い町に帰還さ れた
方も 、 今も 町外に避難さ れている方も 、 少し でも 前を向いても ら えるよう に生活のケアをし ていけたら と
考えながら 業務に携わっ ています。 また町に帰還さ れた方にお会いすると 、 町外で避難生活を送っ ていた
と き より も 柔ら かい表情になっ たと 感じ るこ と も 多いです。 富岡町で幸せな生活を送っ ても ら えるよう 、
町の保健師と し てどのよう に関わっ ていく こ と ができ るかを今後一層考えていき たいです。

Q２ ． 町民全員が避難を余儀なく さ れた富岡町が、 避難指示解除により こ れから 少し ずつ町内に戻る段階
になり つつあるも のと 思います。 今後の目標を教えてく ださ い。

こ れから 富岡町がどう 復興し ていく のかはまだまだ未知数ですが、 避難先から 富岡町に帰還し た住民の
方々に「 町に帰っ てき てよかっ た」 と 思っ ても ら えるよう に健康面から サポート し ていき たいと 考えてい
ます。 また、 大学教員時代に取り 組んでいた「 健康なまちづく り 」 と いう 側面から も 、 今の貴重な経験を
記録に残し たり 、 5年・ 10年先を見据えた取組を他の職員と と も に行っ ていきたいです。 そのためにも 、
震災直後から 現在に至るまで住民のために第一線で懸命に働いている役場職員に対するケアに今後は注力
でき たら と 考えています。

「 被災地で復興を担う ぞ！」 と いう 気持ちはも ちろ ん大切ですが、 その気持ちが強すぎると 時に弊害と
なるこ と も あると 思います。 気負いすぎずに自分ができ るこ と は何かを常に考えながら 、 町の職員の
方々をサポート する形から まずは始めてみると よいと 思います。

こ れから 被災地で働く 方へメ ッ セージ

※平成30年３ 月作成

※市町村任期付職員→市町村正規職員
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おわりに 

 

 

 岩手県、宮城県、福島県の被災市町村においては、全国の自治体からの職員派遣、任期

付職員の採用などさまざまな人材確保スキームを活用し、復興業務に従事する職員を確保

している。 

しかしながら、全国の自治体からの派遣職員数は年々減少傾向にある。正規職員の派遣

のみならず、復興業務に従事するため被災 3 県や被災 3 県以外の自治体で採用され被災市

町村へ派遣される任期付職員についても減少傾向にある。引き続きマンパワーを必要とす

る被災市町村では、任期付職員の採用に力を入れることで人材を確保しているが、発災後

比較的早い時期に任期付職員の採用を開始した市町村では、既に 5 年の 大任期を満了す

る任期付職員が出てきており、今後も任期を満了する任期付職員が出てくる見込みである。 

被災市町村においては、新たに任期付職員を採用するとともに、5 年の任期を満了する任

期付職員を再度任期付職員として採用するなど、任期満了を迎える任期付職員等のうち引

き続き勤務を希望する者を継続して確保している。また、給与・勤務条件等を工夫したり、

働きやすさに向けた取組に力を入れたりするなどして、任期付職員の待遇面の工夫に取り

組む市町村も多く見られた。 

一方で、第 3 章で詳述したように、①任期付職員の募集情報に係る情報発信の工夫、②

任期満了予定者等の情報を市町村間で共有する仕組みづくり、③任期付職員に対する帰省

に係る経費の支給、④任期付職員の給与の取扱いなど、人材確保に向けた課題も浮かび上

がったところである。 

 復興庁としても、引き続き、さまざまな機会を通じて職員派遣の継続・協力を要請する

とともに、情報発信をはじめとする任期付職員採用の支援や、復興庁市町村応援職員の採

用などを通じて、被災自治体における人材確保に取り組んでいく。 

 震災から 8 年目を迎える中、被災自治体においては引き続き復興に向けたさまざまな業

務が進められており、復興期間の終了に向けて復興の取組を着実に進め、さらに加速させ

ていくためには、それを担う職員の確保がなお一層重要となっている。本調査が今後の人

材確保の一助となれば幸いである。 
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参考資料 2-1 ヒアリング結果概要（被災市町村） 

 

■岩手県宮古市 

ヒアリング実施日：平成 29 年 11 月 28 日（火） 

人口1 55,150 人 職員数2 628 人（うち一般行政部門

468 人） 

職員 

確保 

状況3 

全体 必要数 68、確保数 65、不足数 3 

充足人数 

内訳 

スキーム別：自治法派遣 42、市町村任期付職員 22、復興庁 0、その他 1 

職種別：一般事務 31、土木 29、建築 4、保健師 0、埋蔵文化財 0、その他 1 

被害 

状況4 

人的被害 死者 475、行方不明者 94、負傷者 33 復興交付金 

進捗状況5 

交付額 62,591 百万円 

家屋被害 家屋倒壊 4,005 棟 契約済額 54,148 百万円 

ヒ 

ア 

リ 

ン 

グ 

結 

果 

概 

要 

任期付職員について 

人物像 

○ 民間企業出身者（公募により確保）、市町村 OB（岩手県の県内 OB スキームに

より確保）等が多い。復興庁市町村応援職員だった者もいる。 

○ 任期付職員の出身地は、県内・県外が半々程度。 

採用 

○ 公募の場合は、HP、SNS、広報誌等を通じて募集情報を周知した上で、試験を

実施している。県内 OB スキームを通じて紹介を受けた市町村 OB については、

個別の選考を行い、採用している。 

○ 採用説明会は開催していない。 

給与・勤務

条件等 

○ 給与は、事務系職員は学歴と経験年数、技術系職員はそれに加えて保有資格を考

慮して決定している。正規職員と同様、勤務成績に基づき、毎年１月１日に昇給

がある。 

○ 各種手当、各種休暇制度も、正規職員と同様。住居については、住居手当を支給

している。 

任期 
○ 採用時に定める任期は基本的に２年間で、採用から最大５年まで延長可能。５～

８割程度が任期を更新している。 

人材確保

に向けた

取組 

○ 平成 24 年度に初めて任期付職員を採用。これまでに５年間の任期を満了した任

期付職員がおり、改めて任期付職員として採用した事例あり。 

応援職員全体について 

働きやす

さの工夫 

○ 平成 26 年度から、遠方から赴任している派遣職員及び任期付職員等を対象に、

「派遣職員等リフレッシュ補助金」を支給している。派遣職員等の心の健康の保

持増進を図ることを目的として、宮古市から生活の本拠地までの往復の旅費（年

２回）に加え、家族が宮古市を訪れる際の旅費（年１回）も補助している。もと

は派遣職員と任期付職員の処遇差を埋めるために設けた制度である。 

現状の課題及び今後の方針 

                                                   
1 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（平成 29 年１月１日現在） 
2 総務省「平成 29 年地方公共団体定員管理調査」（平成 29 年４月１日現在） 
3 岩手県「平成 29 年度 被災市町村人材確保状況（東日本大震災津波関係）」（平成 29 年４月１日現在） 
4 岩手県「東北地方太平洋沖地震に係る人的被害・建物被害状況一覧」（平成 29 年２月 28 日現在） 
5 岩手県「平成 28 年度復興交付金事業計画の進捗状況」（平成 29 年３月末時点） 



参考 2 - 2 

現状の課

題及び今

後の方針 

○ 正規職員を含め、技術系職員（土木職）の確保が課題である。 

○ 現在、市の震災復興計画の最終年度である平成 31 年度末における事業量の見込

みと、来年度完成する新庁舎への移転に向けて、各部局の業務量や職員数を精査

しているところ。 

○ 今後は、派遣職員と任期付職員の減員を検討していく必要がある。 
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■岩手県大船渡市 

ヒアリング実施日：平成 29 年 11 月 29 日（水） 

人口6 37,891 人 職員数7 400 人（うち一般行政部門

265 人） 

職員 

確保 

状況8 

全体 必要数 68、確保数 68、不足数 0 

充足人数 

内訳 

スキーム別：自治法派遣 55、市町村任期付職員 12、復興庁 0、その他 1 

職種別：一般事務 37、土木 21、建築 3、保健師 3、埋蔵文化財 3、その他 1 

被害 

状況9 

人的被害 死者 421、行方不明者 79、負傷者不明 復興交付金 

進捗状況10 

交付額 64,757 百万円 

家屋被害 家屋倒壊 3,938 棟 契約済額 50,578 百万円 

ヒ 

ア 

リ 

ン 

グ 

結 

果 

概 

要 

任期付職員について 

人物像 

○ ほとんどの任期付職員が、市内の民間企業出身者や自治体 OB である。また、車

通勤が可能な範囲に居住していた者が大半であり、遠方からの応募・採用者は一

部の専門職に限られる。30～40 代の若い世代が多い。 

採用 

○ 任期付職員の募集情報は、市 HP やハローワークへの求人登録で周知している。 

○ 学芸員を募集した際は、学芸員専門の採用情報サイトに募集情報を登録した。 

○ 任期付職員を募集するか否かは、次年度の事業の状況や派遣職員の受入状況を

勘案した上で、年末から年明けにかけて判断している。 

○ 採用説明会は開催していない。 

給与・勤務

条件等 

○ 給与や各種手当は基本的に正規職員と同様である。 

○ 給与は学歴と経験年数で決定している。正規職員と同様、勤務成績に基づき、毎

年１月１日に昇給がある。住居については、地元の不動産業者を紹介している。 

任期 
○ 採用時に定める任期は基本的に３年間であり、その後２年間まで延長可能（最大

任期５年）。５～８割程度が任期を更新している。 

人材確保

に向けた

取組 

○ 平成 25、28、29 年度に任期付職員を採用。その後のキャリアとして、市の正規

職員になった者や、市内の民間企業に就職した者もいる。 

○ 市としては、優秀な人材に、官民問わず市内の様々な分野で正規職員として活躍

してほしいと考えている。現在は市内の景気が良く、正規雇用の求人も多い。 

応援職員全体について 

働きやす

さの工夫 

○ 庁内に産業医が常駐する保健室を設置し、職員が所属長や人事担当者を介さず

面談できる仕組みを整えている。また、保健師にメールで直接相談ができるほ

か、時間外勤務が 80 時間を超えた職員に対する面談を実施している。 

○ 派遣職員との待遇差を解消する目的で、遠方から赴任している岩手県・大船渡市

の任期付職員に対して、帰省旅費を年４回まで支給している。 

現状の課題及び今後の方針 

現状の課

題及び今

○ 一般事務職には十分な応募があるが、土木職は民間企業の求人数も多い上周辺

自治体からの引き合いも強く、正規職員も含めて応募が少ない状況である。 

                                                   
6 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（平成 29 年１月１日現在） 
7 総務省「平成 29 年地方公共団体定員管理調査」（平成 29 年４月１日現在） 
8 岩手県「平成 29 年度 被災市町村人材確保状況（東日本大震災津波関係）」（平成 29 年４月１日現在） 
9 岩手県「東北地方太平洋沖地震に係る人的被害・建物被害状況一覧」（平成 29 年２月 28 日現在） 
10 岩手県「平成 28 年度復興交付金事業計画の進捗状況」（平成 29 年３月末時点） 



参考 2 - 4 

後の方針 ○ 復興事業は８割方完了している。引き続き復興事業の完了に向けて業務に注力

しながら、復興期間終了後を見据えて、組織体制の統廃合を検討していく。 

○ 応援職員数は、平成 32 年度に向けて徐々に減少させていく。 

○ 復興事業の完了に目途がつき、通常の業務量が把握できるようになった段階で、

定員管理計画を策定する予定。 

 

 

  



参考 2 - 5 

■岩手県陸前高田市 

ヒアリング実施日：平成 29 年 12 月 19 日（火） 

人口11 19,871 人 職員数12 292 人（うち一般行政部門

196 人） 

職員 

確保 

状況13 

全体 必要数 160、確保数 146、不足数 14 

確保人数 

内訳 

スキーム別：自治法派遣 97、市町村任期付職員 46、復興庁 2、その他 1 

職種別：一般事務 97、土木 28、建築 4、保健師 3、埋蔵文化財 2、その他 12 

被害 

状況14 

人的被害 死者 1,602、行方不明者 203、負傷者不

明 

復興交付金 

進捗状況15 

交付額 150,983 百万円 

家屋被害 家屋倒壊 4,046 棟 契約済額 112,537 百万円 

ヒ 

ア 

リ 

ン 

グ 

結 

果 

概 

要 

任期付職員について 

人物像 

○ 市で採用している任期付職員のほとんどが民間企業出身者である。復興庁市町

村応援職員だった者や自治体 OB もいる。 

○ 市内や近隣自治体からの応募・採用が多く、遠方からの応募・採用は一部の専門

職に集中する傾向が見受けられる。 

採用 

○ 任期付職員の募集情報は、市 HP、SNS、ハローワーク、新聞広告により周知し

ている。復興庁 HP にもリンクを掲載している。 

○ 司書を募集した際、司書独自のネットワークを活用したことで、全国から応募が

あった。 

○ 採用説明会は開催していない。 

給与・勤務

条件等 

○ 給与は学歴と経験年数で決定し、定期昇給日は、４月１日となっている。 

○ 各種手当、勤務時間、休暇制度は正規職員に準じる。 

○ 住居については、市内にアパートが不足しているため、確保が難しい場合は仮設

住宅の目的外利用について、情報提供している。 

任期 

○ 現在、任期は基本的に１年間として応募し、概ね３年を目安に延長することもあ

るが、制度上は５年まで可能である。当初の任期を１年間としているのは、職員

として十分な資質・能力があるかを見極めるためである。本人にとっても行政の

仕事が合うかどうかを見極める期間であると考えている。平成 29 年度に採用さ

れた者のうち、５～８割程度が任期を更新している。 

人材確保

に向けた

取組 

○ 平成 25 年度から任期付職員を採用している。これまでに５年の任期を満了した

任期付職員はいないが、任期途中で採用試験を受けて市の正規職員になった事

例がある。また、県の任期付職員が、市の正規職員になった事例もある。 

応援職員全体について 

働きやす

さの工夫 

○ 他の自治体で任期付職員として採用され陸前高田市に派遣されている者に対し

て、健康増進補助金として、陸前高田市から任用前の居住地までの往復の旅費を

補助している。休暇をとることで心身のリフレッシュを図ることが目的である。 

                                                   
11 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（平成 29 年１月１日現在） 
12 総務省「平成 29 年地方公共団体定員管理調査」（平成 29 年４月１日現在） 
13 岩手県「平成 29 年度 被災市町村人材確保状況（東日本大震災津波関係）」（平成 29 年４月１日現在） 
14 岩手県「東北地方太平洋沖地震に係る人的被害・建物被害状況一覧」（平成 29 年２月 28 日現在） 
15 岩手県「平成 28 年度復興交付金事業計画の進捗状況」（平成 29 年３月末時点） 



参考 2 - 6 

現状の課題及び今後の方針 

現状の課

題及び今

後の方針 

○ 土木職の確保が困難である。 

○ 陸前高田市は被災規模が大きいことに加え、震災で職員 111 名（うち正規職員

68 名）が亡くなり、職員確保において他の自治体よりも厳しい状況にある。今

後、任期満了を迎える県の任期付職員等を、市の任期付職員として採用すること

も考えている。 

 

 

  



参考 2 - 7 

■岩手県釜石市 

ヒアリング実施日：平成 29 年 12 月 4 日（月） 

人口16 35,272 人 職員数17 433 人（うち一般行政部門

327 人） 

職員 

確保 

状況18 

全体 必要数 133、確保数 122、不足数 11 

充足人数 

内訳 

スキーム別：自治法派遣 68、市町村任期付職員 34、復興庁 0、その他 20 

職種別：一般事務 87、土木 22、建築 6、保健師 2、埋蔵文化財 0、その他 5 

被害 

状況19 

人的被害 死者 993、行方不明者 152、負傷者不明 復興交付金 

進捗状況20 

交付額 118,431百万円 

家屋被害 家屋倒壊 3,656 棟 契約済額 87,422 百万円 

ヒ 

ア 

リ 

ン 

グ 

結 

果 

概 

要 

任期付職員について 

人物像 

○ ほとんどが民間企業出身者である。復興庁市町村応援職員、他自治体任期付職員

だった者もいる。 

○ 出身地は市内と市外が半々程度である。市外の大半が遠方からの赴任者である。 

採用 

○ 毎年４月上旬にその年度の募集要項を公表し、通年で募集している。 

○ 任期付職員の募集情報は、市 HP、広報誌、地元紙（釜石新聞）への掲載により

周知している。採用説明会は開催していない。 

給与・勤務

条件等 

○ 給与や各種手当は基本的に正規職員と同様である。 

○ 給与は学歴と経験年数で決定している。正規職員と同様、毎年１月１日に昇給が

ある。住居については、市内に賃貸物件が少ないため、仮設住宅に入居してもら

っている。その場合、光熱水費のみ自己負担である。 

任期 
○ 採用時に定める任期は基本的に３年間であり、その後２年間まで延長可能（最大

任期５年）。半数程度が任期を更新している。 

人材確保

に向けた

取組 

○ 平成 24 年 11 月に初めて任期付職員を採用した。 

○ これまでに５年の任期を満了した任期付職員がおり、改めて任期付職員として

採用した事例あり。また、任期途中で採用試験を受けて市の正規職員になった事

例もある。 

○ 「WORK FOR 東北」により民間出身の専門人材を積極的に活用してきた経緯

や、平成 31 年のラグビーワールドカップの開催などにより、釜石市で働くこと

をキャリアアップの一つの手段と捉えて遠方から赴任してくる者が多い。当初

の任期（３年間）満了後は自身のキャリアプランを歩む職員が多く、任期を更新

して引き続き自治体に留まる職員の割合は他の自治体と比べて少ない印象。 

応援職員全体について 

働きやす

さの工夫 

○ メンタルヘルス対策として、産業医と面談できる日を週１回設けているほか、希

望者に対して外部の精神科医によるカウンセリングを年６回程度実施。 

○ 遠方から赴任している岩手県・釜石市の任期付職員を対象に、帰省旅費を年２回

まで支給している。最大５日間は年次休暇を使用せずに帰省することができる

                                                   
16 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（平成 29 年１月１日現在） 
17 総務省「平成 29 年地方公共団体定員管理調査」（平成 29 年４月１日現在） 
18 岩手県「平成 29 年度 被災市町村人材確保状況（東日本大震災津波関係）」（平成 29 年４月１日現在） 
19 岩手県「東北地方太平洋沖地震に係る人的被害・建物被害状況一覧」（平成 29 年２月 28 日現在） 
20 岩手県「平成 28 年度復興交付金事業計画の進捗状況」（平成 29 年３月末時点） 



参考 2 - 8 

制度である。 

現状の課題及び今後の方針 

現状の課

題及び今

後の方針 

○ 今年度は土木職の確保が困難な状況である。 

○ 今後、復興事業の進捗に合わせて、復興関連部署の統廃合を行う予定である。 

○ 定員については、平成 32 年度までは現在の人員数を確保しつつ、平成 33 年度

以降徐々に削減していく方向で見直す予定。来年度以降職員派遣を取りやめる

自治体もあるため、任期付職員を採用することで人員を確保していく。 

 

 

  



参考 2 - 9 

■岩手県大槌町 

ヒアリング実施日：平成 29 年 12 月 4 日（月） 

人口21 12,298 人 職員数22 164 人（うち一般行政部門

137 人） 

職員 

確保 

状況23 

全体 必要数 132、確保数 124、不足数 8 

充足人数 

内訳 

スキーム別：自治法派遣 89、市町村任期付職員 35、復興庁 0、その他 0 

職種別：一般事務 75、土木 33、建築 7、保健師 1、埋蔵文化財 2、その他 6 

被害 

状況24 

人的被害 死者 854、行方不明者 423、負傷者不明 復興交付金 

進捗状況25 

交付額 106,971 百万円 

家屋被害 家屋倒壊 4,167 棟 契約済額 78,733 百万円 

ヒ 

ア 

リ 

ン 

グ 

結 

果 

概 

要 

任期付職員について 

人物像 

○ ほとんどが民間企業出身者である。復興庁市町村応援職員、他自治体任期付職員

だった者もいる。 

○ 任期付職員の３分の１が県外出身者であり、遠方から赴任する者も多い。平均年

齢は 40 歳代後半である。 

採用 

○ 平成 24 年度以降、毎年任期付職員採用を実施している。４月１日採用に向けた

募集と、年度途中で欠員が出た際に行う欠員募集を行っている。 

○ 任期付職員の募集情報は、町 HP やハローワークの求人登録で周知している。 

○ 司書を募集した際は、日本図書館協会 HP に募集情報を掲載し、採用に至った。 

○ 採用説明会は開催していない。 

給与・勤務

条件等 

○ 給与や各種手当は基本的に正規職員と同様である。 

○ 給与は学歴と経験年数で決定している。正規職員と同様、毎年１月１日に昇給が

ある。住居については、仮設住宅か、町が契約している民間アパートのいずれか

に入居してもらっている。 

任期 
○ 採用時に定める任期は基本的に３年間であり、その後２年間まで延長可能（最大

任期５年）。８割以上が任期を更新している。 

人材確保

に向けた

取組 

○ これまでに５年間の任期を満了した任期付職員がおり、改めて任期付職員とし

て採用した事例あり。 

○ 大槌町では、町で任期付職員として４年以上勤務した者（５年目の任期に到達し

ている者）を対象に、正規職員採用試験を行っており、この制度を活用して実際

に採用に至った者もいる。 

応援職員全体について 

働きやす

さの工夫 

○ 全課参加のバレーボール大会を実施すること等により、応援職員が職場に馴染

みやすい環境を整えている。 

○ 遠方から赴任している任期付職員（採用された自治体を問わない）を対象に、現

在の居住地と赴任する直前の居住地とを往復する旅行に係る旅費を年２回まで

支給している。家族が大槌町を訪れる際の旅費も年２回まで支給している。 

                                                   
21 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（平成 29 年１月１日現在） 
22 総務省「平成 29 年地方公共団体定員管理調査」（平成 29 年４月１日現在） 
23 岩手県「平成 29 年度 被災市町村人材確保状況（東日本大震災津波関係）」（平成 29 年４月１日現在） 
24 岩手県「東北地方太平洋沖地震に係る人的被害・建物被害状況一覧」（平成 29 年２月 28 日現在） 
25 岩手県「平成 28 年度復興交付金事業計画の進捗状況」（平成 29 年３月末時点） 



参考 2 - 10 

現状の課題及び今後の方針 

現状の課

題及び今

後の方針 

○ 土木職及び保育士の応募が少ない。 

○ 今後、復興の進捗に伴い、復興部門の統廃合を適宜行いながら、最適な人員配置

を進めていく予定。平成 33 年度には正規職員数を震災前と同程度（130 名程度）

とすることを想定している。 

 

 

  



参考 2 - 11 

■岩手県山田町 

ヒアリング実施日：平成 29 年 12 月 22 日（金） 

人口26 16,191 人 職員数27 201 人（うち一般行政部門

153 人） 

職員 

確保 

状況28 

全体 必要数 66、確保数 54、不足数 12 

確保人数 

内訳 

スキーム別：自治法派遣 32、市町村任期付職員 17、復興庁 0、その他 5 

職種別：一般事務 31、土木 15、建築 5、保健師 0、埋蔵文化財 0、その他 3 

被害 

状況29 

人的被害 死者 687、行方不明者 148、負傷者不明 復興交付金 

進捗状況30 

交付額 103,230 百万円 

家屋被害 家屋倒壊 3,167 棟 契約済額 65,665 百万円 

ヒ 

ア 

リ 

ン 

グ 

結 

果 

概 

要 

任期付職員について 

人物像 
○ これまでは遠方出身者が多かったが、最近は地元の民間企業出身者が増えてい

る。年齢は 40～50 歳代が中心である。 

採用 
○ 任期付職員の募集情報は、町 HP で周知している。今年度は、９月 30 日及び 10

月１日に開催された３県被災市町村職員合同採用説明会に参加。 

給与・勤務

条件等 

○ 給与は学歴と経験年数で決定している。正規職員と同様、55 歳未満の任期付職

員は、毎年４月１日に昇給がある。 

○ 各種手当、勤務時間、休暇制度は正規職員に準じる。 

○ 住居については、仮設住宅のあっせんと家具・家電の準備等を行っている。 

任期 
○ 採用時に定める任期は基本的に３年間であり、採用から最大５年まで延長可能。

８割以上が任期を更新している。 

人材確保

に向けた

取組 

○ 平成 25 年度から任期付職員を採用。これまでに５年の任期を満了した任期付職

員はいない。 

応援職員全体について 

働きやす

さの工夫 

○ 応援職員全体に対し、年１回のストレスチェックと、気軽に相談できる機会とし

て月２回臨床心理士によるカウンセリングの場を用意している。 

○ 遠方から赴任している他自治体採用の任期付職員に対して、帰郷出張制度によ

り、帰郷に係る旅費を年３回まで支給している。 

現状の課題及び今後の方針 

現状の課

題及び今

後の方針 

○ 保健師、保育士、技師が不足している。 

○ 今後、ハード事業は収束に向かうが、災害公営住宅におけるコミュニティ形成な

どのソフト面の事業の必要性が増していく。復興の取組の段階が変わってきた

ことを踏まえ、平成 29 年 4 月に機構改革を行ったところである。 

○ 派遣職員の確保が困難になっており、県内市町村からの職員派遣に期待したい。 

  

                                                   
26 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（平成 29 年１月１日現在） 
27 総務省「平成 29 年地方公共団体定員管理調査」（平成 29 年４月１日現在） 
28 岩手県「平成 29 年度 被災市町村人材確保状況（東日本大震災津波関係）」（平成 29 年４月１日現在） 
29 岩手県「東北地方太平洋沖地震に係る人的被害・建物被害状況一覧」（平成 29 年２月 28 日現在） 
30 岩手県「平成 28 年度復興交付金事業計画の進捗状況」（平成 29 年３月末時点） 
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■岩手県岩泉町 

ヒアリング実施日：平成 29 年 12 月 13 日（水） 

人口31 9,842 人 職員数32 196 人（うち一般行政部門

151 人） 

職員 

確保 

状況33 

全体 必要数 10、確保数 10、不足数 0 

確保人数 

内訳 

スキーム別：自治法派遣 2、市町村任期付職員 3、復興庁 4、その他 1 

職種別：一般事務 4、土木 2、建築 1、保健師 1、埋蔵文化財 0、その他 2 

被害 

状況34 

人的被害 死者 10、行方不明者 0、負傷者 0 復興交付金 

進捗状況35 

交付額 3,584 百万円 

家屋被害 家屋倒壊 200 棟 契約済額 2,960 百万円 

ヒ 

ア 

リ 

ン 

グ 

結 

果 

概 

要 

任期付職員について 

人物像 ○ 自治体 OB、元復興庁市町村応援職員、民間企業出身者等が活躍している。 

採用 

○ ４月１日採用に向けた募集のほか、必要に応じて随時募集を行っている。 

○ 任期付職員の募集情報は、町 HP、広報誌のほか、復興庁 HP にリンクを掲載し

て周知している。 

○ 採用説明会は開催していない。 

給与・勤務

条件等 

○ 給与は学歴と経験年数で決定している。正規職員と同様、年に一度昇給がある。 

○ 各種手当、勤務時間、各種休暇制度は基本的に正規職員と同様である。住居につ

いては、町内に不動産業者がないため、町が把握しているアパートの情報を提供

している。 

任期 
○ 採用時に定める任期は基本的に３年間であり、更新により最大５年まで延長可

能。８割程度が任期を更新している。 

人材確保

に向けた

取組 

○ これまでに、任期付職員の任期を満了した後、採用試験を受けて町の正規職員に

なった事例がある。 

応援職員全体について 

働きやす

さの工夫 

○ 応援職員全体を対象として、懇親会の開催や、県が開催するメンタルヘルス研修

への参加呼びかけ等を行っている。 

現状の課題及び今後の方針 

現状の課

題及び今

後の方針 

○ 平成 28 年の台風 10 号の被害により、東日本大震災の復興関係の事業に遅れが

生じている。来年度が工事発注のピーク、再来年度が実施のピークとなるため、

今後も土木職が必要となる。 

○ 保健師、保育士の確保がやや難しい。特に保健師については、保健系大学に募集

要項を送付しているほか、看護師を配置し、保健師と同じような業務を担当して

もらう等の工夫を行っている。 

  

                                                   
31 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（平成 29 年１月１日現在） 
32 総務省「平成 29 年地方公共団体定員管理調査」（平成 29 年４月１日現在） 
33 岩手県「平成 29 年度 被災市町村人材確保状況（東日本大震災津波関係）」（平成 29 年４月１日現在） 
34 岩手県「東北地方太平洋沖地震に係る人的被害・建物被害状況一覧」（平成 29 年２月 28 日現在） 
35 岩手県「平成 28 年度復興交付金事業計画の進捗状況」（平成 29 年３月末時点） 
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■岩手県野田村 

ヒアリング実施日：平成 29 年 12 月 13 日（水） 

人口36 4,397 人 職員数37 69 人（うち一般行政部門 57

人） 

職員 

確保 

状況38 

全体 必要数 22、確保数 22、不足数 0 

確保人数 

内訳 

スキーム別：自治法派遣 15、市町村任期付職員 6、復興庁 1、その他 0 

職種別：一般事務 8、土木 11、建築 1、保健師 0、埋蔵文化財 0、その他 2 

被害 

状況39 

人的被害 死者 39、行方不明者 0、負傷者 19 復興交付金 

進捗状況40 

交付額 11,097 百万円 

家屋被害 家屋倒壊 479 棟 契約済額 10,424 百万円 

ヒ 

ア 

リ 

ン 

グ 

結 

果 

概 

要 

任期付職員について 

任期付職

員の属性 

○ 自治体 OB、元復興庁市町村応援職員、元他自治体任期付職員、民間企業出身者

等、即戦力となるベテラン職員が活躍しており、年齢層は高めである。 

○ ほとんどの任期付職員が県外出身者である。 

採用 

○ 採用候補者を見つけた上で、選考による採用を行っている。 

○ 青森県弘前市からは、かつて現役職員を派遣してもらっていたことで関係がで

き、現役職員の派遣が難しくなった後も、退職予定者の紹介を受けて任期付職員

として採用している。 

給与・勤務

条件等 

○ 給与は学歴と経験年数で決定している。正規職員と同様、年に一度昇給がある。 

○ 各種手当、勤務時間、各種休暇制度は正規職員と同様である。 

○ 住居は村で提供している。光熱水費のみ自己負担である。 

任期 
○ 任期は１年～３年の間で、本人の希望を踏まえて設定している。更新により最大

５年まで延長可能。５～８割程度が任期を更新している。 

人材確保

に向けた

取組 

○ 業務量はピークを過ぎており、任期付職員も今後は減少していく見込み。 

応援職員全体について 

働きやす

さの工夫 

○ 役場全体の懇親会を年３回開催している。 

○ 応援職員と正規職員の区別がないことも働きやすさにつながっていると考えて

いる。 

○ 村の任期付職員を含め、応援職員に対して帰省旅費を年６回まで支給している。

家族が訪問する場合も１回とみなし、１人分の旅費を支給している。 

現状の課題及び今後の方針 

現状の課

題及び今

後の方針 

○ 復興事業はピークを越えており、応援職員も平成 27 年度以降減少している。今

後は派遣職員を減少させつつ、村の任期付職員で対応する予定である。 

  

                                                   
36 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（平成 29 年１月１日現在） 
37 総務省「平成 29 年地方公共団体定員管理調査」（平成 29 年４月１日現在） 
38 岩手県「平成 29 年度 被災市町村人材確保状況（東日本大震災津波関係）」（平成 29 年４月１日現在） 
39 岩手県「東北地方太平洋沖地震に係る人的被害・建物被害状況一覧」（平成 29 年２月 28 日現在） 
40 岩手県「平成 28 年度復興交付金事業計画の進捗状況」（平成 29 年３月末時点） 
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■宮城県石巻市 

ヒアリング実施日：平成 29 年 12 月 11 日（月） 

人口41 147,627 人 職員数42 1,938 人（うち一般行政部門

1,241 人） 

職員 

確保 

状況43 

全体 必要人数 441、充足人数 377、不足人数 64 

充足人数 

内訳 

スキーム別：自治法派遣 185、市町村任期付職員 160、復興庁 12、その他 20 

職種別：一般事務 234、土木 87、建築 29、電気 7、機械 5、農業土木 2、保健師 6、

文化財 1、その他 6 

被害 

状況44 

人的被害 死者 3,553、行方不明者 423、負傷者不

明 

復興交付金 

進捗状況45 

交付額 371,220 百万円 

家屋被害 全壊 20,042、半壊 13,049、一部破損

19,948、床下浸水 3,667 

契約済額 293,333 百万円 

ヒ 

ア 

リ 

ン 

グ 

結 

果 

概 

要 

任期付職員について 

人物像 

○ 前職が、復興庁市町村応援職員、他自治体任期付職員だった者がいる。 

○ 任期付職員のうち、一般事務職は地元出身者が多い。土木職や建築職は遠方から

赴任している者も多い。 

採用 

○ 任期付職員の募集は、必要が生じた際に随時行っている。 

○ 採用情報は、市の HP や広報誌等に掲載している。県が開催する３県市町村合

同採用説明会にも参加している。 

給与・勤務

条件等 

○ 給与は学歴と経験年数で決定している。昇給制度はあるが、採用時に上の級に処

遇した場合には昇給しないこともある。 

○ 各種手当、勤務時間、各種休暇制度は、基本的に正規職員と同様である。 

○ 住居については、市による借上げを行っている。本人の希望がある場合は、地元

の不動産業者の紹介や、住居手当の支給を行うこともある。 

任期 

○ 採用時に定める任期は基本的に３年であり、１年ごとの更新で最大５年間まで

延長可能。ただし、本人の希望により、１年又は２年の任期を設定することもあ

る。 

○ ８割以上が任期を更新している。 

人材確保

に向けた

取組 

○ 平成 24 年５月に初めて任期付職員を採用。これまでに５年の任期を満了した任

期付職員が存在し、このうちの一部は、改めて採用試験を受け、引き続き任期付

職員として勤務している。 

○ 採用試験を受験し市の正規職員になる事例や、他自治体の任期付職員として採

用され、引き続き市に派遣される事例もある。 

応援職員全体について 

働きやす

さの工夫 

○ 応援職員全体を対象に個別面談会を実施しているほか、各配属先で懇親会を開

催する等している。 

                                                   
41 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（平成 29 年１月１日現在） 
42 総務省「平成 29 年地方公共団体定員管理調査」（平成 29 年４月１日現在） 
43 宮城県「平成 29 年度沿岸 14 市町職員不足状況」（平成 29 年４月１日現在） 
44 宮城県「東日本大震災における被害状況」（平成 30 年 2 月 28 日現在） 
45 宮城県「平成 28 年度復興交付金事業計画の進捗状況」（平成 29 年３月末時点） 
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○ 市採用の任期付職員で遠方から赴任している者を対象に、心身の健康の維持増

進を図ることを目的として、帰省旅費を年２回支給している。帰省旅費を支給し

ていることは、石巻市で働くことのインセンティブになっていると思う。 

現状の課題及び今後の方針 

現状の課

題及び今

後の方針 

○ 平成 32 年度末を見据えて、徐々に復興業務から通常業務へ移行していく必要が

あると考えている。引き続きマンパワーが必要だが、どこまでを復興業務として

支援を求めるべきか、考えなければならないと感じている。 
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■宮城県塩竈市 

ヒアリング実施日：平成 29 年 12 月 12 日（火） 

人口46 55,233 人 職員数47 626 人（うち一般行政部門

307 人） 

職員 

確保 

状況48 

全体 必要人数 35、充足人数 31、不足人数 4 

充足人数 

内訳 

スキーム別：自治法派遣 27、市町村任期付職員 3、復興庁 1、その他 0 

職種別：一般事務 10、土木 13、建築 5、電気 2、その他 1 

被害 

状況49 

人的被害 死者 42、行方不明者 0、重傷者 2、軽傷

者 8 

復興交付金 

進捗状況50 

交付額 45,807 百万円 

家屋被害 全壊 672、半壊 3,278、一部破損 6,993、

床下浸水 266 

契約済額 36,788 百万円 

ヒ 

ア 

リ 

ン 

グ 

結 

果 

概 

要 

任期付職員について 

人物像 
○ 前職が他自治体任期付職員だった者がいる。その他、自治体 OB がいる。 

○ 県外出身者が中心である。 

採用 

○ 採用方法は、市で独自に募集を行う場合、県の合同説明会に参加する場合、総務

省 OB スキームを活用する場合等、年度により様々である。 

○ 市独自の任期付職員の採用情報は、市 HP、広報誌に掲載している。 

給与・勤務

条件等 

○ 給与は学歴と経験年数で決定している。昇給の有無は採用時の条件により異な

る。 

○ 各種手当、勤務時間、各種休暇制度は、基本的に正規職員と同様である。住居に

ついては、地元の不動産業者を紹介している。 

任期 
○ 採用時に定める任期は基本的に３年であり、１年ごとの更新で最大５年間まで

延長可能。半数程度が任期を更新している。 

人材確保

に向けた

取組 

○ 平成 24 年度に初めて任期付職員を採用した。 

 

応援職員全体について 

働きやす

さの工夫 

○ 応援職員を対象に、市長との昼食会、懇親会、感謝の集いなどの機会を設けてコ

ミュニケーションを取っている。 

○ 市役所ロビーの掲示板や広報誌で応援職員を紹介している。 

現状の課題及び今後の方針 

現状の課

題及び今

後の方針 

○ 平成 30 年４月に組織の見直しを予定しており、派遣職員の必要人数の検討を行

ったところ。塩竈市は復興事業が着実に進展してきていることから、派遣職員は

平成 29 年度までとし、平成 30 年度以降は宮城県・神奈川県・兵庫県の任期付

職員と復興庁の市町村応援職員を基本に対応していく方針である。 

○ 建築、土木等の専門職は県内で確保することが難しく、県外への訴求が必要であ

                                                   
46 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（平成 29 年１月１日現在） 
47 総務省「平成 29 年地方公共団体定員管理調査」（平成 29 年４月１日現在） 
48 宮城県「平成 29 年度沿岸 14 市町職員不足状況」（平成 29 年４月１日現在） 
49 宮城県「東日本大震災における被害状況」（平成 30 年 2 月 28 日現在） 
50 宮城県「平成 28 年度復興交付金事業計画の進捗状況」（平成 29 年３月末時点） 
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る。 

○ 塩竈市は復興業務の総仕上げに向かっているが、宮城県内の他市町村には引き

続き支援が必要な市町村があるため、宮城県全体で人材を適切にやり繰りする

ような発想が必要ではないかと考えている。 
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■宮城県気仙沼市 

ヒアリング実施日：平成 29 年 12 月 19 日（火） 

人口51 65,920 人 職員数52 1,378 人（うち一般行政部門

579 人） 

職員 

確保 

状況53 

全体 必要人数 288、充足人数 239、不足人数 49 

充足人数 

内訳 

スキーム別：自治法派遣 144、市町村任期付職員 84、復興庁 5、その他 6 

職種別：一般事務 119、土木 85、建築 16、電気 4、機械 4、農業土木 3、保健師 2、

文化財 4、その他 2 

被害 

状況54 

人的被害 死者 1,216、行方不明者 215、負傷者不

明 

復興交付金 

進捗状況55 

交付額 272,199 百万円 

家屋被害 全壊 8,483、半壊 2,571、一部破損

4,761、床下浸水不明 

契約済額 218,663 百万円 

ヒ 

ア 

リ 

ン 

グ 

結 

果 

概 

要 

任期付職員について 

人物像 

○ 民間企業出身者が多い。元復興庁市町村応援職員、元他自治体任期付職員、自治

体 OB もいる。年齢層は 50～60 代のベテランが多い。 

○ 県内在住者で、通勤圏内に住んでいる人が多い。 

採用 
○ 市独自に募集する場合は、市の HP、広報誌に採用情報を掲載している。この他

に、被災３県市町村合同採用説明会にも参加して募集を行っている。 

給与・勤務

条件等 

○ 給与は学歴、経験年数及び保有資格により決定している。平成 28 年度から、任

期付職員にも昇給制度を設けた。 

○ 各種手当、勤務時間、各種休暇制度は基本的に正規職員と同様である。 

○ 住居については、地元の不動産業者を紹介している。市内の住宅事情が悪いた

め、物件が見つからない場合は、応急仮設住宅に入居してもらうこともある。 

任期 

○ 採用時に定める任期は２年であり、１年ごとの更新で最大５年間以内の範囲内

で任期を更新することがある。 

○ ８割以上が任期を更新している。 

人材確保

に向けた

取組 

○ 平成 24 年６月に初めて任期付職員を採用。 

○ 今年度末で５年間の任期を満了する職員がおり、このうちの一部は、再度採用試

験を受け、任期付職員として勤務する予定である。 

○ 任期の途中で市職員採用試験を受け、市の正規職員になった事例もある。 

応援職員全体について 

働きやす

さの工夫 

○ 応援職員全体を対象に、年１回懇親会を開催している。（８月頃） 

○ 遠方から赴任する応援職員に対し、雪道運転等の交通安全講習を行っている。 

○ 派遣元で役立つよう、防災訓練（年２回）への参加を案内している。 

○ 遠方から赴任する派遣職員等を対象に、帰省旅費を年２回支給している。市の任

期付職員も対象である。 

                                                   
51 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（平成 29 年１月１日現在） 
52 総務省「平成 29 年地方公共団体定員管理調査」（平成 29 年４月１日現在） 
53 宮城県「平成 29 年度沿岸 14 市町職員不足状況」（平成 29 年４月１日現在） 
54 宮城県「東日本大震災における被害状況」（平成 30 年 2 月 28 日現在） 
55 宮城県「平成 28 年度復興交付金事業計画の進捗状況」（平成 29 年３月末時点） 



参考 2 - 19 

現状の課題及び今後の方針 

現状の課

題及び今

後の方針 

○ 正規職員を含め、土木職の確保が困難である。地元では応募者が少ないため、県

が行う合同採用説明会等により県外からも広く応募者を集めたい。 

○ 復興事業の進捗に応じて、部署の統廃合を検討している。 

 

  



参考 2 - 20 

■宮城県名取市 

ヒアリング実施日：平成 29 年 12 月 14 日（木） 

人口56 77,845 人 職員数57 621 人（うち一般行政部門

372 人） 

職員 

確保 

状況58 

全体 必要人数 77、充足人数 69、不足人数 8 

充足人数 

内訳 

スキーム別：自治法派遣 41、市町村任期付職員 27、復興庁 0、その他 1 

職種別：一般事務 26、土木 30、建築 7、農業土木 1、保健師 4、その他 1 

被害 

状況59 

人的被害 死者 954、行方不明者 38、重傷者 14、

軽傷者 194 

復興交付金 

進捗状況60 

交付額 76,477 百万円 

家屋被害 全壊 2,801、半壊 1,129、一部破損

10,061、床下浸水 1,179 

契約済額 56,548 百万円 

ヒ 

ア 

リ 

ン 

グ 

結 

果 

概 

要 

任期付職員について 

人物像 

○ 前職が、復興庁市町村応援職員、他自治体任期付職員だった者がいる。その他、

自治体 OB 等がいる。 

○ 県内出身者が中心である。 

採用 

○ 人員不足状況、業務量を考慮しながら、任期付職員を募集している。県の任期付

職員を通して募集する場合もあり、県と市で採用を行っている状況である。 

○ 市独自に募集する場合は、市の HP、広報誌に採用情報を掲載するほか、市内公

共施設等で募集要項を配布している。 

給与・勤務

条件等 

○ 給与は学歴と経験年数で決定している。昇給制度はない。 

○ 各種手当、勤務時間、各種休暇制度は、基本的に正規職員と同様である。住居に

ついては、住居手当を支給している。 

任期 
○ 採用時に定める任期は基本的に３年であり、更新により最大５年まで延長可能。 

○ ８割以上が任期を更新している。 

人材確保

に向けた

取組 

○ 平成 24 年６月に初めて任期付職員を採用。 

○ これまでに５年の任期を満了した職員がいる。そのうちの一部は、再度公募によ

る試験を受験し、引き続き任期付職員として勤務している。 

○ 人員不足に対応するため、正規職員採用の年齢制限を一部拡大している。 

応援職員全体について 

働きやす

さの工夫 

○ 毎年４月に新任の応援職員を対象とした研修や現地視察を実施しているほか、

年間を通して応援職員全体を対象とした懇親会を開催している。 

現状の課題及び今後の方針 

現状の課

題及び今

後の方針 

○ 任期付職員のうち、一般職には比較的応募があるが、専門職は応募が少ない。 

○ 派遣職員について、派遣のお礼と継続の依頼のために３県合同で派遣元自治体

を訪問しており、市も積極的に同行している。 

○ 今後は応援職員を減少させていくことになるため、現在在籍している任期付職

                                                   
56 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（平成 29 年１月１日現在） 
57 総務省「平成 29 年地方公共団体定員管理調査」（平成 29 年４月１日現在） 
58 宮城県「平成 29 年度沿岸 14 市町職員不足状況」（平成 29 年４月１日現在） 
59 宮城県「東日本大震災における被害状況」（平成 30 年 2 月 28 日現在） 
60 宮城県「平成 28 年度復興交付金事業計画の進捗状況」（平成 29 年３月末時点） 



参考 2 - 21 

員に対して、任期終了後の進路の支援があればいいと考えている。 

 

  



参考 2 - 22 

■宮城県多賀城市 

ヒアリング実施日：平成 29 年 12 月 4 日（月） 

人口61 62,508 人 職員数62 447 人（うち一般行政部門

324 人） 

職員 

確保 

状況63 

全体 必要人数 36、充足人数 32、不足人数 4 

充足人数 

内訳 

スキーム別：自治法派遣 26、市町村任期付職員 6、復興庁 0、その他 0 

職種別：一般事務 14、土木 11、電気 1、農業土木 1、保健師 1、文化財 3、その他 1 

被害 

状況64 

人的被害 死者 219、行方不明者 0、負傷者不明 復興交付金 

進捗状況65 

交付額 43,063 百万円 

家屋被害 全壊 1,746、半壊 3,730、一部破損

6,166、床下浸水 1,075 

契約済額 31,438 百万円 

ヒ 

ア 

リ 

ン 

グ 

結 

果 

概 

要 

任期付職員について 

人物像 
○ 宮城県等から紹介を受けた自治体や関係機関の OB 職員を採用している。 

○ ほとんどが県内出身者である。 

採用 

○ 市では、自治法派遣や復興庁スキームで確保できない職種を、任期付職員として

採用している。埋蔵文化財研究員等が全国的に不足している中で、関係団体に直

接の紹介等を依頼し、対象者がいた場合に、採用試験を実施している。 

給与・勤務

条件等 

○ 給与は学歴と経験年数で決定している。 

○ 各種手当、住居、勤務時間、各種休暇制度は、基本的に正職員と同様である。 

任期 
○ 採用時に定める任期は１年間であり、１年ごとの更新で最大５年まで延長可能。 

○ ほぼ全員が任期を更新している。 

人材確保

に向けた

取組 

○ 平成 24 年度に初めて任期付職員を採用。その後、27 年度～29 年度に採用。 

○ 今年度で５年間の任期を満了する職員がいる。本人が希望する場合は、改めて選

考を行う予定である。 

応援職員全体について 

働きやす

さの工夫 

○ 市長や市議会議長を交えた懇親会を年１回開催している。 

○ 面談を年２回行っている 

現状の課題及び今後の方針 

現状の課

題及び今

後の方針 

○ 多賀城市は埋蔵文化財包蔵地が広範にまたがっている。ほ場整備事業を進める

上で埋蔵文化財調査が必要となっており、埋蔵文化財研究員が不足している。 

○ 今後は、現在在籍している任期付職員の継続により、必要な人材を確保していく

方針である。 

○ 復興事業の進捗に合わせて随時組織の改編を行っている。 

  

                                                   
61 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（平成 29 年１月１日現在） 
62 総務省「平成 29 年地方公共団体定員管理調査」（平成 29 年４月１日現在） 
63 宮城県「平成 29 年度沿岸 14 市町職員不足状況」（平成 29 年４月１日現在） 
64 宮城県「東日本大震災における被害状況」（平成 30 年 2 月 28 日現在） 
65 宮城県「平成 28 年度復興交付金事業計画の進捗状況」（平成 29 年３月末時点） 



参考 2 - 23 

■宮城県岩沼市 

ヒアリング実施日：平成 29 年 12 月 18 日（月） 

人口66 44,332 人 職員数67 358 人（うち一般行政部門

228 人） 

職員 

確保 

状況68 

全体 必要人数 40、充足人数 40、不足人数 0 

充足人数 

内訳 

スキーム別：自治法派遣 24、市町村任期付職員 16、復興庁 0、その他 0 

職種別：一般事務 36、土木 2、保健師 1、文化財 1 

被害 

状況69 

人的被害 死者 186、行方不明者 1、重傷者 7、軽

傷者 286 

復興交付金 

進捗状況70 

交付額 55,710 百万円 

家屋被害 全壊 736、半壊 1,606、一部破損 3,086、

床下浸水 114 

契約済額 47,878 百万円 

ヒ 

ア 

リ 

ン 

グ 

結 

果 

概 

要 

任期付職員について 

人物像 

○ 民間企業出身者や前職が復興庁市町村応援職員、他自治体任期付職員だった者

など様々 

○ ほとんどが県内出身者であり、年齢は 30～40 代が比較的多い。 

採用 ○ 採用情報は、市の HP に掲載している。 

給与・勤務

条件等 

○ 給与は学歴と経験年数で決定 

○ 各種手当、勤務時間、各種休暇制度は基本的に正規職員と同様である。住居につ

いては、住居手当を支給している。 

任期 
○ 採用時に定める任期は基本的に３年～５年であり、１年ごとの更新。ほとんどの

職員が任期を更新している。 

人材確保

に向けた

取組 

○ 今年度、５年間の任期を満了する任期付職員が初めて発生する。 

現状の課題及び今後の方針 

現状の課

題及び今

後の方針 

○ 任期付職員について、概ね必要な人員を確保できているが、埋蔵文化財の発掘調

査を行う職員は不足傾向が続いている。 

  

                                                   
66 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（平成 29 年１月１日現在） 
67 総務省「平成 29 年地方公共団体定員管理調査」（平成 29 年４月１日現在） 
68 宮城県「平成 29 年度沿岸 14 市町職員不足状況」（平成 29 年４月１日現在） 
69 宮城県「東日本大震災における被害状況」（平成 30 年 2 月 28 日現在） 
70 宮城県「平成 28 年度復興交付金事業計画の進捗状況」（平成 29 年３月末時点） 



参考 2 - 24 

■宮城県東松島市 

ヒアリング実施日：平成 29 年 12 月 4 日（月） 

人口71 40,268 人 職員数72 399 人（うち一般行政部門

329 人） 

職員 

確保 

状況73 

全体 必要人数 121、充足人数 117、不足人数 4 

充足人数 

内訳 

スキーム別：自治法派遣 61、市町村任期付職員 40、復興庁 6、その他 10 

職種別：一般事務 68、土木 28、建築 8、電気 1、農業土木 6、保健師 2、その他 4 

被害 

状況74 

人的被害 死者 1,132、行方不明者 23、重傷者 62、

軽傷者 59 

復興交付金 

進捗状況75 

交付額 136,673 百万円 

家屋被害 全壊 5,519、半壊 5,558、一部破損

3,504、床下浸水 1,079 

契約済額 111,012 百万円 

ヒ 

ア 

リ 

ン 

グ 

結 

果 

概 

要 

任期付職員について 

人物像 

○ ほとんどが民間企業出身者である。前職が復興庁市町村応援職員、他自治体任期

付職員だった者もいる。年齢は様々である。 

○ ほとんどが県内出身者である。 

採用 
○ 任期付職員の募集は、必要が生じた際に随時行っている。 

○ 採用情報は、市の HP、市報、市掲示板等に掲載している。 

給与・勤務

条件等 

○ 給与は学歴と経験年数で決定している。技術職については、格付けにあたり考慮

できるものは最大限反映している。昇給制度はない。 

○ 各種手当、勤務時間、各種休暇制度は、正規職員と同様である。住居については、

住居手当を支給している。希望があれば地元の不動産業者を紹介している。 

任期 
○ 採用時に定める任期は２年間であり、更新により最大５年まで延長可能。 

○ ほとんどが任期を更新している。 

人材確保

に向けた

取組 

○ 平成 25 年１月に初めて任期付職員を採用。 

○ 今年度末で５年の任期を満了する職員が存在。市では、平成 30 年１月採用に向

けた採用試験を実施したところであり、当該試験を受験した者もいる。 

応援職員全体について 

働きやす

さの工夫 

○ 今年度から、応援職員及び若手職員を対象に、震災時の対応を経験した市職員が

講師となり、災害時の行政運営についての研修会を開催している。派遣元への感

謝の気持ちを込めて開催しており、東松島市の事例を地元に持ち帰り、役立てて

もらいたい。 

○ 所属長による人事評価面談の実施、市長等との懇親会の開催、メンタルヘルス研

修への参加の呼びかけを行っている。 

現状の課題及び今後の方針 

現状の課

題及び今

○ 応援職員については、今年度をピークに徐々に減少させていく方針である。その

一方で、業務量が減っているわけではないため、経験豊富な人材を確保すること

                                                   
71 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（平成 29 年１月１日現在） 
72 総務省「平成 29 年地方公共団体定員管理調査」（平成 29 年４月１日現在） 
73 宮城県「平成 29 年度沿岸 14 市町職員不足状況」（平成 29 年４月１日現在） 
74 宮城県「東日本大震災における被害状況」（平成 30 年 2 月 28 日現在） 
75 宮城県「平成 28 年度復興交付金事業計画の進捗状況」（平成 29 年３月末時点） 



参考 2 - 25 

後の方針 で対応したいと考えている。 

 

 

  



参考 2 - 26 

■宮城県亘理町 

ヒアリング実施日：平成 29 年 12 月 14 日（木） 

人口76 34,026 人 職員数77 305 人（うち一般行政部門

240 人） 

職員 

確保 

状況78 

全体 必要人数 42、充足人数 42、不足人数 0 

充足人数 

内訳 

スキーム別：自治法派遣 15、市町村任期付職員 27、復興庁 0、その他 0 

職種別：一般事務 26、土木 8、建築 4、農業土木 2、その他 2 

被害 

状況79 

人的被害 死者 283、行方不明者 4、重傷者 2、軽

傷者 43 

復興交付金 

進捗状況80 

交付額 36,154 百万円 

家屋被害 全壊 2,389、半壊 1,150、一部破損

2,048、床下浸水 274 

契約済額 26,503 百万円 

ヒ 

ア 

リ 

ン 

グ 

結 

果 

概 

要 

任期付職員について 

人物像 ○ ほとんどが県内出身者である。 

採用 

○ 採用情報は、町の HP、広報紙に掲載している。 

○ 応募者の年齢層は、20 代前半から 60 代後半まで幅広い。県内からの応募が中

心である。 

給与・勤務

条件等 

○ 給与は学歴と経験年数で決定している。昇給制度はない。 

○ 各種手当、住居、勤務時間、各種休暇制度は、正規職員と同様である。住居につ

いて、希望があれば、地元の不動産業者を紹介することが可能である。 

任期 
○ 採用時に定める任期は３年間であり、更新により最大で５年間まで延長可能。 

○ ８割程度が任期を更新している。 

人材確保

に向けた

取組 

○ 平成 24 年 10 月に初めて任期付職員を採用。 

○ これまでに５年の任期を満了した職員が存在する。そのうちの一部は、再度採用

試験を受験し、引き続き任期付職員として勤務している。 

応援職員全体について 

働きやす

さの工夫 

○ 各課で派遣職員との懇親会を開催している。 

○ 食生活改善推進員との共催で郷土料理（はらこめし・ほっきめし）の食事会を開

催している。 

○ その他、派遣職員及び任期付職員を対象に、研修会を開催している。 

現状の課題及び今後の方針 

現状の課

題及び今

後の方針 

○ 任期付職員については、町独自の採用活動で十分な応募が得られており、概ね必

要な人数を確保できているが、埋蔵文化財については応募が少ない。 

○ 震災後に新設した復興関連の 3 つの課を平成 28 年度に廃止し、29 年度から各

担当に組み込んで対応している。 

  

                                                   
76 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（平成 29 年１月１日現在） 
77 総務省「平成 29 年地方公共団体定員管理調査」（平成 29 年４月１日現在） 
78 宮城県「平成 29 年度沿岸 14 市町職員不足状況」（平成 29 年４月１日現在） 
79 宮城県「東日本大震災における被害状況」（平成 30 年 2 月 28 日現在） 
80 宮城県「平成 28 年度復興交付金事業計画の進捗状況」（平成 29 年３月末時点） 



参考 2 - 27 

■宮城県山元町 

ヒアリング実施日：平成 29 年 12 月 14 日（木） 

人口81 12,484 人 職員数82 199 人（うち一般行政部門

148 人） 

職員 

確保 

状況83 

全体 必要人数 118、充足人数 98、不足人数 20 

充足人数 

内訳 

スキーム別：自治法派遣 80、市町村任期付職員 16、復興庁 2、その他 0 

職種別：一般事務 41、土木 26、建築 8、電気 1、機械 1、農業土木 5、保健師 2、文

化財 3、その他 11 

被害 

状況84 

人的被害 死者 700、行方不明者 18、重傷者 9、

軽傷者 81 

復興交付金 

進捗状況85 

交付額 46,151 百万円 

家屋被害 全壊 2,217、半壊 1,085、一部破損

1,138、床下浸水 31 

契約済額 37,520 百万円 

ヒ 

ア 

リ 

ン 

グ 

結 

果 

概 

要 

任期付職員について 

人物像 

○ 前職が復興庁市町村応援職員、他自治体任期付職員だった者がいる。その他、民

間企業出身者、自治体 OB 等がいる。 

○ 県内出身者が多い。 

採用 

○ 平成 25 年度に任期付職員の募集を開始した。当初は独自に募集を行っていた

が、平成 27 年度からは、県が主催する合同説明会に参加して募集を行っている。 

○ 町独自の募集の場合、採用情報は町の HP に掲載している。市町村合同での募

集の場合は、県のバックアップを受けて、県の HP、新聞広告、ポスターも活用

して周知している。 

給与・勤務

条件等 

○ 給与は学歴、経験年数、保有資格により決定している。昇給制度はない。 

○ 各種手当、住居、勤務時間、各種休暇制度は、基本的に正規職員と同様である。 

任期 
○ 採用時に定める任期は３年（３年目の３月末まで）であり、更新により最大５年

間まで延長可能。自治体 OB は、比較的任期を更新する人が多い。 

人材確保

に向けた

取組 

○ これまでに５年間の任期を満了した任期付職員はいない。 

応援職員全体について 

働きやす

さの工夫 

○ 応援職員を含む全職員を対象とした懇親会を年２回開催している。 

○ 応援職員を対象に、昼食会を実施している。 

現状の課題及び今後の方針 

現状の課

題及び今

後の方針 

○ 自治法派遣が減少する一方、業務量は減っていないため、任期付職員を採用して

対応している。任期付職員数は、現在まで一貫して増えている。 

○ 正規職員を含め、土木職の採用が難しい。正規職員（土木職）の採用試験につい

ては、年齢制限の上限を引き上げている。 

                                                   
81 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（平成 29 年１月１日現在） 
82 総務省「平成 29 年地方公共団体定員管理調査」（平成 29 年４月１日現在） 
83 宮城県「平成 29 年度沿岸 14 市町職員不足状況」（平成 29 年４月１日現在） 
84 宮城県「東日本大震災における被害状況」（平成 30 年 2 月 28 日現在） 
85 宮城県「平成 28 年度復興交付金事業計画の進捗状況」（平成 29 年３月末時点） 



参考 2 - 28 

○ 平成 31 年 4 月から新庁舎への移転を予定しており、今後職員数の規模等につい

てよく検討する必要がある。 

 

 

  



参考 2 - 29 

■宮城県松島町 

ヒアリング実施日：平成 29 年 12 月 11 日（月） 

人口86 14,663 人 職員数87 176 人（うち一般行政部門

118 人） 

職員 

確保 

状況88 

全体 必要人数 13、充足人数 13、不足人数 0 

充足人数 

内訳 

スキーム別：自治法派遣 13、市町村任期付職員 0、復興庁 0、その他 0 

職種別：一般事務 3、土木 9、その他 1 

被害 

状況89 

人的被害 死者 7、行方不明者 0、重傷者 3、軽傷

者 34  

復興交付金 

進捗状況90 

交付額 16,717 百万円 

家屋被害 全壊 221、半壊 1,785、一部破損 1,561、

床下浸水 91 

契約済額 12,171 百万円 

ヒ 

ア 

リ 

ン 

グ 

結 

果 

概 

要 

任期付職員について 

人物像 
○ 平成 26 年７月に任期付職員を採用した。町での任期付職員の採用実績はこの１

名のみであり、現在任期付職員は在籍していない。 

採用 ○ 任期付職員の採用情報は、正規職員同様、町の HP、広報誌に掲載した。 

給与・勤務

条件等 

○ 給与は学歴と経験年数で決定し、昇給も正規職員と同様にしていた。 

○ 各種手当、勤務時間、各種休暇制度も、基本的に正規職員と同様である。 

任期 

○ 上記の１名について、採用時に定める任期は、平成 26 年７月から平成 28 年３

月末までであった。 

○ これまでに任期の更新を行った任期付職員はいない。 

人材確保

に向けた

取組 

○ これまでの任期付職員は５年の任期内に正規職員（他の正規職員同様に試験を

実施）になっている。 

応援職員全体について 

働きやす

さの工夫 

○ 町内のスポーツイベントやサークル活動への参加を呼びかけるとともに、懇親

会の開催などを行っている。 

現状の課題及び今後の方針 

現状の課

題及び今

後の方針 

○ 復興業務のピークは平成 29 年度、30 年度であると考えているが、来年度は派

遣職員が減る見込みである。 

○ 土木や下水道を担当する技術系職員が不足しているが、ある程度復興が進んで

きた中で、１年間等の限られた任期で任期付職員を採用することは、採用者に対

して申し訳ないと考えている。町としては、任期付職員ではなく正規職員と現在

派遣していただいている職員で極力補えるように努力していきたい。 

○ 保健師が不足しており、正規職員の募集をかけている。 

  

                                                   
86 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（平成 29 年１月１日現在） 
87 総務省「平成 29 年地方公共団体定員管理調査」（平成 29 年４月１日現在） 
88 宮城県「平成 29 年度沿岸 14 市町職員不足状況」（平成 29 年４月１日現在） 
89 宮城県「東日本大震災における被害状況」（平成 30 年 2 月 28 日現在） 
90 宮城県「平成 28 年度復興交付金事業計画の進捗状況」（平成 29 年３月末時点） 



参考 2 - 30 

■宮城県七ヶ浜町 

ヒアリング実施日：平成 29 年 12 月 4 日（月） 

人口91 19,196 人 職員数92 164 人（うち一般行政部門

126 人） 

職員 

確保 

状況93 

全体 必要人数 21、充足人数 19、不足人数 2 

充足人数 

内訳 

スキーム別：自治法派遣 17、市町村任期付職員 1、復興庁 0、その他 1 

職種別：一般事務 4、土木 14、その他 1 

被害 

状況94 

人的被害 死者 79、行方不明者 2、負傷者不明 復興交付金 

進捗状況95 

交付額 27,200 百万円 

家屋被害 全壊 674、半壊 650、一部破損 2,605 契約済額 19,525 百万円 

ヒ 

ア 

リ 

ン 

グ 

結 

果 

概 

要 

任期付職員について 

人物像 
○ 総務省 OB スキームにより確保した自治体 OB が中心である。 

○ 年齢は 60 代であり、出身地はほぼ県外である。 

採用 
○ 総務省 OB スキームにより候補者が見つかった場合に選考を行い、随時採用し

ている。公募による採用は行っていない。 

給与・勤務

条件等 

○ 給与は学歴と経験年数で決定している。昇給はない。 

○ 各種手当、住居、勤務時間、各種休暇制度は、基本的に正規職員と同様である。 

○ 遠方からの採用者には住居を用意しており、家賃は町が負担する。 

任期 ○ 採用時に定める任期は１年間であり、１年ごとの更新で最大５年まで延長可能。 

人材確保

に向けた

取組 

○ 平成 25 年度から任期付職員の採用を開始。 

○ これまでに５年間働いた人はおらず、本人都合や担当業務に区切りがついた等

の理由により、２～３年で退職する人が多い。 

○ 他自治体から派遣されていた正規職員が、派遣元自治体を退職して町の正規職

員になった事例がある。 

応援職員全体について 

働きやす

さの工夫 

○ 職員親睦会に応援職員も積極的に参加いただいている。 

○ 退職した任期付職員が町に足を運んでくれる等、人とのつながりができている。 

現状の課題及び今後の方針 

現状の課

題及び今

後の方針 

○ 現状では人の確保ができており、今後も大きな課題は生じない見込みである。派

遣職員は年々減少しているが、業務量が落ち着いていることもあり、来年度も充

足する見込みである。 

○ 今年度、復興関係部署の再編を行った。実施中の土地区画整理事業が終了し、復

興事業に一定の目処がつけば、震災前の組織体制に戻したいと考えている。 

○ 被災市町村の間でも復興の進捗状況に差が出てきており、七ヶ浜町から復興事

業が本格化している他の被災市町村へ移っていく事例もある。 

 

  

                                                   
91 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（平成 29 年１月１日現在） 
92 総務省「平成 29 年地方公共団体定員管理調査」（平成 29 年４月１日現在） 
93 宮城県「平成 29 年度沿岸 14 市町職員不足状況」（平成 29 年４月１日現在） 
94 宮城県「東日本大震災における被害状況」（平成 30 年 2 月 28 日現在） 
95 宮城県「平成 28 年度復興交付金事業計画の進捗状況」（平成 29 年３月末時点） 



参考 2 - 31 

■宮城県利府町 

ヒアリング実施日：平成 29 年 12 月 12 日（火） 

人口96 36,287 人 職員数97 248 人（うち一般行政部門

178 人） 

職員 

確保 

状況98 

全体 必要人数 3、充足人数 3、不足人数 0 

充足人数 

内訳 

スキーム別：自治法派遣 3、市町村任期付職員 0、復興庁 0、その他 0 

職種別：土木 3 

被害 

状況99 

人的被害 死者 2、行方不明者 0、重傷者 4 復興交付金 

進捗状況100 

交付額 5,832 百万円 

家屋被害 全壊 56、半壊 901、一部破損 3,564、

床下浸水 14 

契約済額 4,288 百万円 

ヒ 

ア 

リ 

ン 

グ 

結 

果 

概 

要 

任期付職員について 

人物像 
○ 平成 24 年度に任期付職員を１名採用したが、平成 28 年度末で５年間の任期を

満了し、既に退職している。以降、任期付職員は在籍していない。 

採用 ○ 上記の１名について、国の行政機関（国土交通省）から紹介を受けて採用した。 

給与・勤務

条件等 

○ 上記の１名について、本人と調整の上、給与を決定した。昇給はない。 

○ 各種手当、勤務時間、各種休暇制度は、正規職員と同様である。住居については、

地元の不動産業者を紹介した。 

任期 ○  

人材確保

に向けた

取組 

○ 上記のとおり、５年間の任期を満了して退職しており、引き続き勤務している事

例はない。 

応援職員全体について 

働きやす

さの工夫 

○ 任意の互助会（職員親睦会）により、送別者送別会やスポーツ観戦等の案内を行

っている。 

○ 帰任旅費（年４回）を支給した。 

現状の課題及び今後の方針 

現状の課

題及び今

後の方針 

○ 復興事業は大きな発注が終わり、ある程度先が見えてきた。 

○ 現在、庁内で業務の棚卸しを行っており、今後必要となる人数についても検討す

る予定である。今年度は復興関係部署を縮小したところであり、組織上も復興が

進んできている。 

○ 今後は正規職員を増やし、正規職員を適切に配置して業務を回していく方針で

ある。 

○ 2020 年のオリンピックでは利府町がサッカー競技の会場となる予定であり、オ

リンピック関係の業務が今後増加する見込みである。 

  

                                                   
96 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（平成 29 年１月１日現在） 
97 総務省「平成 29 年地方公共団体定員管理調査」（平成 29 年４月１日現在） 
98 宮城県「平成 29 年度沿岸 14 市町職員不足状況」（平成 29 年４月１日現在） 
99 宮城県「東日本大震災における被害状況」（平成 30 年 2 月 28 日現在） 
100 宮城県「平成 28 年度復興交付金事業計画の進捗状況」（平成 29 年３月末時点） 



参考 2 - 32 

■宮城県女川町 

ヒアリング実施日：平成 29 年 12 月 11 日（月） 

人口101 6,735 人 職員数102 192 人（うち一般行政部門

150 人） 

職員 

確保 

状況103 

全体 必要人数 80、充足人数 67、不足人数 13 

充足人数 

内訳 

スキーム別：自治法派遣 40、市町村任期付職員 23、復興庁 3、その他 1 

職種別：一般事務 38、土木 22、建築 5、機械 1、保健師 1 

被害 

状況104 

人的被害 死者 615、行方不明者 258、負傷者不明 復興交付金 

進捗状況105 

交付額 124,621 百万円 

家屋被害 全壊 2,924、半壊 349、一部破損 661、

床下浸水不明 

契約済額 96,052 百万円 

ヒ 

ア 

リ 

ン 

グ 

結 

果 

概 

要 

任期付職員について 

人物像 

○ 前職が復興庁市町村応援職員だった者がいる。 

○ 県の合同採用説明会が採用のきっかけとなることが多いため、県外出身者の割

合が高い。 

採用 
○ 県の合同採用説明会に参加しており、採用情報は町の HP に掲載するほか、県

の HP やポスター等でも周知されている。 

給与・勤務

条件等 

○ 給与は学歴と経験年数で決定している。昇給制度はない。 

○ 各種手当、勤務時間、各種休暇制度は、基本的に正規職員と同様である。 

○ 遠方から赴任する者が多いため、住居については、町が借り上げて提供してい

る。職員の負担は光熱費のみである。 

任期 
○ 採用時に定める任期は基本的に１～２年であり、１年ごとに更新し最大５年ま

で延長可能。６割程度が任期を更新している。 

人材確保

に向けた

取組 

○ 平成 24 年８月に初めて任期付職員を募集・採用した。 

○ ５年の任期を満了した任期付職員を、再度任期付職員として採用することはし

ていない。 

応援職員全体について 

働きやす

さの工夫 

○ 女川町の復興事業を理解してもらうため、新規採用職員研修時に町長講話を行

っており、応援職員にも聴講してもらっている。 

○ 遠方から赴任する任期付職員を対象に、帰省旅費を年２回支給している。 

現状の課題及び今後の方針 

現状の課

題及び今

後の方針 

○ 任期付職員がなかなか定着しないことが課題。 

○ 県の任期付職員採用に保健師を要望したが、採用に至らなかった。正規職員とし

ての募集も行ったが、応募が少なく、採用に至らないケースが続いている。 

○ 復興部局は派遣職員を中心に回している。今後、派遣職員を縮小させる方向だ

が、工事関係業務が相当数残っているため、業務を整理する必要がある。 

○ 宅地関係の事業は平成 29 年度中に 95%完了する予定であるが、残りの５%は難

                                                   
101 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（平成 29 年１月１日現在） 
102 総務省「平成 29 年地方公共団体定員管理調査」（平成 29 年４月１日現在） 
103 宮城県「平成 29 年度沿岸 14 市町職員不足状況」（平成 29 年４月１日現在） 
104 宮城県「東日本大震災における被害状況」（平成 30 年 2 月 28 日現在） 
105 宮城県「平成 28 年度復興交付金事業計画の進捗状況」（平成 29 年３月末時点） 



参考 2 - 33 

易度の高い業務であるとも言え、業務に必要な専門性等も含めて人員のやりく

りを考える必要がある。 

○ 復興関係の部署については、残りの業務量を勘案しながら、いずれは統廃合を行

う必要がある。 

  



参考 2 - 34 

■宮城県南三陸町 

ヒアリング実施日：平成 29 年 12 月 7 日（月） 

人口106 13,529 人 職員数107 339 人（うち一般行政部門

176 人） 

職員 

確保 

状況108 

全体 必要人数 106、充足人数 104、不足人数 2 

充足人数 

内訳 

スキーム別：自治法派遣 86、市町村任期付職員 18、復興庁 5 

職種別：一般事務 56、土木 32、建築 9、電気 2、農業土木 2、その他 3 

被害 

状況109 

人的被害 死者 620、行方不明者 211、負傷者不明 復興交付金 

進捗状況110 

交付額 100,363 百万円 

家屋被害 全壊 3,143、半壊 178、一部破損 1,204、

床下浸水不明 

契約済額 79,818百万円 

ヒ 

ア 

リ 

ン 

グ 

結 

果 

概 

要 

任期付職員について 

人物像 

○ 民間企業出身者、自治体 OB 等のベテランが多く、平均年齢は 62 歳である。前

職が他自治体任期付職員だった者もいる。 

○ 出身地は県内８割、県外２割程度である。 

採用 

○ 現在は宮城県の OB スキームを活用して採用を行っているが、平成 28 年度まで

は県が主催する合同採用説明会にも参加していた。合同採用説明会に参加する

場合、募集情報は県の HP やポスターにより周知される。 

給与・勤務

条件等 

○ 給与は関連する業務に従事した経験年数で決定している。昇給制度はない。 

○ 各種手当、勤務時間、各種休暇制度は、正規職員と同様である。住居については、

町が民間アパートを借り上げ、無償で提供している。 

任期 

○ 採用時に定める任期は１年間であり、１年ごとの更新で最大５年まで延長可能。 

○ ８割以上が任期を更新しているが、次年度の業務量等によっては更新を行わな

いこともある。 

人材確保

に向けた

取組 

○ これまでに５年の任期を満了した任期付職員がいる。任期満了後、復興庁市町村

応援職員として南三陸町に駐在し、引き続き同じ部署で業務にあたった事例あ

り。 

応援職員全体について 

働きやす

さの工夫 

○ 冬道の安全運転講習会の開催や、職員相談窓口の設置、歓迎会及び町長も出席す

る感謝の会を開催している。 

現状の課題及び今後の方針 

現状の課

題及び今

後の方針 

○ 平成 28 年度末で高台移転の部署を組織改編し、派遣職員を 26 名減らす等、平

成 32 年度までに応援職員を０名とすることを目標としている。主に一般事務職

の派遣職員を中心に人数を縮小している。 

○ 技術系の職種（建築・保健師）については、正規職員を募集しても応募が少なく、

必要な人数を確保できていない。 

  

                                                   
106 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（平成 29 年１月１日現在） 
107 総務省「平成 29 年地方公共団体定員管理調査」（平成 29 年４月１日現在） 
108 宮城県「平成 29 年度沿岸 14 市町職員不足状況」（平成 29 年４月１日現在）の情報を、同年４月２日現在の情報に更新。 
109 宮城県「東日本大震災における被害状況」（平成 30 年 2 月 28 日現在） 
110 宮城県「平成 28 年度復興交付金事業計画の進捗状況」（平成 29 年３月末時点） 



参考 2 - 35 

■福島県いわき市 

ヒアリング実施日：平成 29 年 12 月 8 日（金） 

人口111 329,938 人 職員数112 3,580 人（うち一般行政部門

1,677 人） 

職員 

確保 

状況113 

全体 要望 29、決定 29、不足 0 

決定人数 

内訳 

スキーム別：自治法派遣 12、市町村任期付職員 13、復興庁 0、その他 4 

職種別：一般 10、土木 14、建築 3、保健師 1、その他 1 

被害 

状況114 

人的被害 死者 467、重傷者 3、軽傷者 1 復興交付金 

進捗状況115 

交付額 100,956 百万円 

家屋被害 全壊 4,644、半壊 32,921、一部破損

26,004 

契約済額 84,226百万円 

ヒ 

ア 

リ 

ン 

グ 

結 

果 

概 

要 

任期付職員について 

人物像 
○ ほとんどの任期付職員が民間企業出身者である。着任前の居住地も、地元である

職員がほとんどである。 

採用 

○ 任期付職員の採用情報は、市 HP、SNS、広報誌等に掲載している。特に広報誌

については、お盆より前の時期に採用情報を掲載することで、帰省する方の目に

留まるよう、工夫している。 

○ 採用説明会は開催していない。 

給与・勤務

条件等 

○ 給与は学歴と経験年数で決定している。 

○ モチベーション向上の観点等から、昇給制度を設けた。 

○ 各種手当は正規職員と同様である。住居については、住居手当を支給している。 

任期 
○ 平成 28 年度に３年間の任期で任期付職員を採用した。これまでに任期の更新を

行った職員はいない。 

人材確保

に向けた

取組 

○ これまでに５年の任期を満了した任期付職員はいないため、人材確保に向けた

取組みは特段していない。 

応援職員全体について 

働きやす

さの工夫 

○ 毎年夏に、派遣職員と市長との懇親会を開催しており、その場で市長がいわき市

オリジナルのアロハシャツを派遣職員全員に贈呈している。いわき市では軽装

期間中、毎週金曜日を職員全員がアロハシャツで勤務する日としており、応援職

員にもアロハシャツを着てもらうことで職場に馴染みやすくなると考えてい

る。 

現状の課題及び今後の方針 

現状の課

題及び今

後の方針 

○ 現時点で、新たに任期付職員の募集・採用を行う予定はない。 

○ 特にハード面事業は減ってきており、必要人員も減少していることから、任期付

職員だけでなく派遣職員についても、今後人数を減らしていく考えである。 

  

                                                   
111 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（平成 29 年１月１日現在） 
112 総務省「平成 29 年地方公共団体定員管理調査」（平成 29 年４月１日現在） 
113 福島県「平成 29 年度東日本大震災に関連し必要とされる職員の状況（各市町村ごとの状況）」（平成 29 年４月１日現在） 
114 福島県「平成 23 年東北地方太平洋沖地震による被害状況即報 （第 1739 報）」（平成 30 年 3 月 26 日現在） 
115 福島県「平成 28 年度復興交付金事業計画の進捗状況」（平成 29 年３月末時点） 



参考 2 - 36 

■福島県南相馬市 

ヒアリング実施日：平成 29 年 11 月 29 日（水） 

人口116 62,960 人 職員数117 905 人（うち一般行政部門

480 人） 

職員 

確保 

状況118 

全体 要望 174、決定 172、不足 2 

決定人数 

内訳 

スキーム別：自治法派遣 41、市町村任期付職員 90、復興庁 2、その他 39 

職種別：一般 144、土木 15、農業土木 6、建築 2、保健師 3、その他 2 

被害 

状況119 

人的被害 死者 1,143、重傷者 2、軽傷者 57 復興交付金 

進捗状況120 

交付額 37,059 百万円 

家屋被害 全壊 2,323、半壊 2,430、一部破損

3,718、床上浸水 999、床下浸水 306 

契約済額 29,620 百万円 

ヒ 

ア 

リ 

ン 

グ 

結 

果 

概 

要 

任期付職員について 

人物像 

○ 前職が、復興庁市町村応援職員、他自治体任期付職員だった者がいる。その他

は、民間企業出身者、他自治体臨時職員だった者が多い。 

○ 県内出身者が中心だが、福島県主催の合同採用説明会や、復興庁 HP に掲載さ

れた募集情報を見たことがきっかけとなり、遠方から赴任する者もいる。 

採用 

○ 任期付職員の採用試験は年２回実施している。春先に市単独で実施する採用試

験と、秋に３県市町村合同で実施する採用試験である。 

○ 任期付職員の採用情報は、市 HP、広報誌に掲載している。３県市町村合同で実

施する採用試験については、合同採用説明会に参加するとともに、県 HP、ポス

ターにも採用情報を掲載している。 

給与・勤務

条件等 

○ 給与は学歴と経験年数で決定している。昇給制度はない。 

○ 各種手当、住居の確保、勤務時間、各種休暇制度は、基本的に正規職員と同様で

ある。 

任期 

○ 採用時に定める任期は年齢により１年または２年である。その後１年ごとに更

新し、最大５年間まで延長可能。 

○ 約８割が任期を更新している。 

人材確保

に向けた

取組 

○ これまでに５年間の任期を満了した任期付職員が存在。このうちの一部は、改め

て採用試験を受け、引き続き任期付職員として勤務している。 

○ 正規職員の採用試験を受けて正規職員になった者もいる。市では、平成 27 年か

ら正規職員の社会人経験者枠の条件を拡大し、民間企業出身者に加えて任期付

職員経験者も受験できるようにした。 

応援職員全体について 

働きやす

さの工夫 

○ 応援職員全員を対象に、システム研修や市内視察を実施している。 

○ 派遣職員を対象に、懇親会やアンケート調査を実施している。 

現状の課題及び今後の方針 

現状の課 ○ 技術職、資格職の確保が困難である。 

                                                   
116 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（平成 29 年１月１日現在） 
117 総務省「平成 29 年地方公共団体定員管理調査」（平成 29 年４月１日現在） 
118 福島県「平成 29 年度東日本大震災に関連し必要とされる職員の状況（各市町村ごとの状況）」（平成 29 年４月１日現在） 
119 福島県「平成 23 年東北地方太平洋沖地震による被害状況即報 （第 1739 報）」（平成 30 年 3 月 26 日現在） 
120 福島県「平成 28 年度復興交付金事業計画の進捗状況」（平成 29 年３月末時点） 



参考 2 - 37 

題及び今

後の方針 

○ 任期付職員の応募者が年々減少している。 

○ 今後は派遣職員の減少が見込まれるため、その穴埋めとして任期付職員が必要

となる。任期付職員は平成 30 年度をピークとして平成 32 年度まで確保してい

く予定。平成 33 年度以降は、組織の見直しを図っていく考え。 

  



参考 2 - 38 

■福島県川俣町 

ヒアリング実施日：平成 29 年 12 月 18 日（月） 

人口121 14,123 人 職員数122 135 人（うち一般行政部門

103 人） 

職員 

確保 

状況123 

全体 要望 21、決定 21、不足 0 

決定人数 

内訳 

スキーム別：自治法派遣 5、市町村任期付職員 0、復興庁 4、その他 12 

職種別：一般 19、土木 1、建築 1 

被害 

状況124 

人的被害 死者 29 復興交付金 

進捗状況125 

交付額 21 百万円 

家屋被害 全壊 28、半壊 30、一部破損 1,287 契約済額 21 百万円 

ヒ 

ア 

リ 

ン 

グ 

結 

果 

概 

要 

任期付職員について 

人物像 

○ これまでに任期付職員を採用した実績はない。今年度は、自治法派遣、福島県任

期付職員、復興庁市町村応援職員、国からの派遣により、必要な人員を確保して

いる。 

○ 応援職員は一般事務職が中心である。ハード事業はある程度目途がついてきて

いる。 

給与・勤務

条件等 

○ 任期付職員の採用に関する詳細な規則がないため、今後実際に採用するとなれ

ば検討が必要である。 

人材確保

に向けた

取組 

○ 派遣職員が派遣元自治体を退職し、町の正規職員になった事例がある。 

応援職員全体について 

働きやす

さの工夫 

○ 応援職員にはこれまで仮設住宅に入居してもらっていたが、仮設住宅の供与期

間が終了したことに伴い、今年度から民間アパートを住居として提供している。 

○ 派遣元に戻った派遣職員が、町のイベントに足を運んでくれることもあり、新た

な交流が生まれている。 

現状の課題及び今後の方針 

現状の課

題及び今

後の方針 

○ 震災前は正規職員の採用を抑制していたが、震災後急速に採用を増やしたため、

年齢分布が偏っている。新規採用者に対して中堅層が少なく、十分に育成できて

いない状況である。自治法派遣で中堅職員を多く派遣してもらっており、部署に

よっては派遣職員が若手職員を育成してくれているところもある。 

  

                                                   
121 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（平成 29 年１月１日現在） 
122 総務省「平成 29 年地方公共団体定員管理調査」（平成 29 年４月１日現在） 
123 福島県「平成 29 年度東日本大震災に関連し必要とされる職員の状況（各市町村ごとの状況）」（平成 29 年４月１日現在） 
124 福島県「平成 23 年東北地方太平洋沖地震による被害状況即報 （第 1739 報）」（平成 30 年 3 月 26 日現在） 
125 福島県「平成 26 年度復興交付金事業計画の進捗状況」（平成 27 年３月末時点） 



参考 2 - 39 

■福島県広野町 

ヒアリング実施日：平成 29 年 12 月 8 日（金） 

人口126 5,033 人 職員数127 88 人（うち一般行政部門 71

人） 

職員 

確保 

状況128 

全体 要望 58、決定 55、不足 3 

決定人数 

内訳 

スキーム別：自治法派遣 15、市町村任期付職員 2、復興庁 2、その他 36 

職種別：一般 38、土木 7、建築 1、保健師 1、看護師 1、その他 7 

被害 

状況129 

人的被害 死者 46（うち関連死 44）、行方不明者

1 

復興交付金 

進捗状況130 

交付額 4,432 百万円 

家屋被害 全壊 160、半壊 593、一部破損 3,244、

床上浸水 30 

契約済額 3,262 百万円 

ヒ 

ア 

リ 

ン 

グ 

結 

果 

概 

要 

任期付職員について 

人物像 
○ 前職が、復興庁市町村応援職員、他自治体任期付職員だった者がいる。 

○ 県内出身者が中心である。 

採用 

○ 今年度の募集では、採用情報を町 HP へ掲載したほか、３県市町村合同採用説

明会に参加した。自治体の規模が小さいため、独自で説明会を開催することは難

しく、県による合同採用説明会の開催はありがたい。合同採用説明会では、在職

中の任期付職員が体験談を話すコーナーがあり、非常に効果的であった。 

○ 年齢制限を高く設定しており、結果的に経験豊富な方が多く採用されている。 

給与・勤務

条件等 

○ 給与は学歴と経験年数で決定している。福島県任期付職員に準じて、給与の上限

額を設定している。昇給制度はない。 

○ 各種手当、勤務時間、各種休暇制度は、基本的に正規職員と同様である。住居に

ついては、住居手当を支給している。 

任期 

○ これまで採用した任期付職員の任期はいずれも３年である。その後更新により

最大５年まで延長可能。 

○ これまでに任期の更新を行った任期付職員はいない。 

人材確保

に向けた

取組 

○ 平成 24 年度に任期付職員の制度を創設。自治法派遣や復興庁スキームにより必

要な人材を確保してきたが、町としても独自で採用を行うべきとの考えから、平

成 28 年度に初めて採用試験を実施し、平成 29 年４月に採用した。 

○ これまでに５年の任期を満了した任期付職員はいない。 

現状の課題及び今後の方針 

現状の課

題及び今

後の方針 

○ 条例に定める職員数の上限まで採用しているが、業務量に対して職員が不足し

ている。他自治体や復興庁からの派遣職員に頼っている状況であるが、今後２～

３年を目処に派遣職員の数を減らしていく必要があると考えている。業務自体

の整理を行い、効率化していくことが必要であると認識している。 

                                                   
126 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（平成 29 年１月１日現在） 
127 総務省「平成 29 年地方公共団体定員管理調査」（平成 29 年４月１日現在） 
128 福島県「平成 29 年度東日本大震災に関連し必要とされる職員の状況（各市町村ごとの状況）」（平成 29 年４月１日現在） 
129 福島県「平成 23 年東北地方太平洋沖地震による被害状況即報 （第 1739 報）」（平成 30 年 3 月 26 日現在） 
130 福島県「平成 28 年度復興交付金事業計画の進捗状況」（平成 29 年３月末時点） 



参考 2 - 40 

○ 保健師の数が不足している。保健師を正規職員として確保することは難しいた

め、今後も任期付職員等で確保したい。 

  



参考 2 - 41 

■福島県楢葉町 

ヒアリング実施日：平成 29 年 11 月 22 日（水） 

人口131 7,285 人 職員数132 118 人（うち一般行政部門

101 人） 

職員 

確保 

状況133 

全体 要望 30、決定 24、不足 6 

決定人数 

内訳 

スキーム別：自治法派遣 10、市町村任期付職員 8、復興庁 2、その他 4 

職種別：一般 15、土木 7、建築 2、 

被害 

状況134 

人的被害 死者 151、重傷者 2、軽傷者 3 復興交付金 

進捗状況135 

交付額 7,382 百万円 

家屋被害 全壊 147、半壊 1,218、一部破損 289、

床上浸水 0、床下浸水 13 

契約済額 5,118 百万円 

ヒ 

ア 

リ 

ン 

グ 

結 

果 

概 

要 

任期付職員について 

人物像 

○ 前職が、復興庁市町村応援職員、他自治体任期付職員だった者がいる。その他、

自治体 OB、民間企業出身者もいる。 

○ 県外出身者が多い。遠方から赴任する者は、福島県主催の合同採用説明会が応募

のきっかけになっている模様。 

採用 ○ 任期付職員の採用情報は、町 HP、広報誌に掲載している。 

給与・勤務

条件等 

○ 給与は学歴と経験年数で決定している。昇給制度はない。 

○ 各種手当、勤務時間、各種休暇制度は、基本的に正規職員と同様である。住居に

ついては、住居手当を支給している。 

任期 
○ 採用時に定める任期は基本的に３年であり、更新により最大５年まで延長可能。

５～８割程度が任期を更新している。 

人材確保

に向けた

取組 

○ 平成 25 年４月に初めて任期付職員を採用。28 年４月、29 年４月にも採用した。 

○ ５年間の任期を満了する任期付職員は、今年度末に初めて発生する。 

○ なお、復興庁市町村応援職員として町に駐在していた職員が、採用試験を受験

し、町の正規職員になった事例がある。 

応援職員全体について 

働きやす

さの工夫 

○ 職員・応援職員を対象とした懇親会を年２回開催している。 

現状の課題及び今後の方針 

現状の課

題及び今

後の方針 

○ 正規職員を含め、保健師の確保が困難である。 

○ 小さい町のため、情報発信力に課題がある。任期付職員の採用情報を発信するに

当たり、復興庁の協力を得たい。 

○ 平成 30 年３月で災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与が終了する。その後の

町民の帰還状況によって、業務量とそれに伴う職員の配置が変わってくるもの

と考えている。 

  

                                                   
131 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（平成 29 年１月１日現在） 
132 総務省「平成 29 年地方公共団体定員管理調査」（平成 29 年４月１日現在） 
133 福島県「平成 29 年度東日本大震災に関連し必要とされる職員の状況（各市町村ごとの状況）」（平成 29 年４月１日現在） 
134 福島県「平成 23 年東北地方太平洋沖地震による被害状況即報 （第 1739 報）」（平成 30 年 3 月 26 日現在） 
135 福島県「平成 28 年度復興交付金事業計画の進捗状況」（平成 29 年３月末時点） 



参考 2 - 42 

■福島県富岡町 

ヒアリング実施日：平成 29 年 11 月 21 日（火） 

人口136 13,597 人 職員数137 144 人（うち一般行政部門

124 人） 

職員 

確保 

状況138 

全体 要望 33、決定 22、不足 11 

決定人数 

内訳 

スキーム別：自治法派遣 14、市町村任期付職員 2、復興庁 0、その他 6 

職種別：一般 6、土木 11、建築 2、保健師 1、看護師 1、その他 1 

被害 

状況139 

人的被害 死者 443 復興交付金 

進捗状況140 

交付額 2,586 百万円 

家屋被害 全壊 355、半壊 2,819、一部破損 2,130 契約済額 809 百万円 

ヒ 

ア 

リ 

ン 

グ 

結 

果 

概 

要 

任期付職員について 

人物像 
○ 元他自治体任期付職員、自治体 OB、民間企業出身者が活躍している。 

○ 県内出身者が中心である。 

採用 

○ 任期付職員の採用情報は、町の HP や SNS、広報誌に掲載している。今年度は、

３県市町村合同採用説明会に参加し、県 HP、ポスターにも採用情報が掲載され

た。町単独で採用活動を行うよりも、県と連携した方が広く周知できて効果的だ

と感じている。 

給与・勤務

条件等 

○ 給与は学歴と経験年数で決定している。３年任期の任期付職員については、毎年

１月１日に昇給がある。１年任期の任期付職員については、扱いを検討中であ

る。 

○ 各種手当、勤務時間、各種休暇制度は、正規職員と同様である。 

○ 役場を町内に戻した関係で、正規職員を含め必要な職員に借り上げ住宅を提供

している。 

任期 

○ 採用時に定める任期は１年または３年であり、更新により最大５年まで延長可

能。 

○ これまでに任期の更新を行った任期付職員はいない。 

人材確保

に向けた

取組 

○ これまでに５年の任期を満了した任期付職員はいないが、採用時に定める任期

を終えるタイミングで採用試験を受験し、町の正規職員になった事例がある。 

応援職員全体について 

働きやす

さの工夫 

○ 応援職員全体を含めた懇親会を年２回程度開催している。 

○ 任期付職員については、基本的に正規職員と区別なく扱っている。 

現状の課題及び今後の方針 

現状の課

題及び今

後の方針 

○ 土木・建築関係の業務は今後落ち着くと予想している。一方で、介護・福祉関係

の人材が不足している。特に保健師は、正規職員も含めて確保が難しい。 

○ 役場を郡山市から富岡町に戻したことにより、正規職員・任期付職員ともに応募

者が減少した。 

                                                   
136 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（平成 29 年１月１日現在） 
137 総務省「平成 29 年地方公共団体定員管理調査」（平成 29 年４月１日現在） 
138 福島県「平成 29 年度東日本大震災に関連し必要とされる職員の状況（各市町村ごとの状況）」（平成 29 年４月１日現在） 
139 福島県「平成 23 年東北地方太平洋沖地震による被害状況即報 （第 1739 報）」（平成 30 年 3 月 26 日現在） 
140 福島県「平成 28 年度復興交付金事業計画の進捗状況」（平成 29 年３月末時点） 



参考 2 - 43 

■福島県川内村 

ヒアリング実施日：平成 29 年 11 月 21 日（火） 

人口141 2,737 人 職員数142 66 人（うち一般行政部門 49

人） 

職員 

確保 

状況143 

全体 要望 13、決定 11、不足 2 

決定人数 

内訳 

スキーム別：自治法派遣 2、市町村任期付職員 7、復興庁 0、その他 2 

職種別：一般 7、土木 3、保健師 1 

被害 

状況144 

人的被害 死者 97、軽傷者 2 復興交付金 

進捗状況145 

交付額 212 百万円 

家屋被害 全壊 8、半壊 568、一部破損 167 契約済額 96 百万円 

ヒ 

ア 

リ 

ン 

グ 

結 

果 

概 

要 

任期付職員について 

人物像 
○ 自治体 OB、元復興庁市町村応援職員、民間企業出身者等が活躍している。 

○ 任期付職員の出身地は、県内・県外が半々程度。 

採用 

○ 任期付職員の採用情報は、村の HP に掲載している。 

○ 村独自の情報発信に力を入れている。インターネットによる検索でヒットしや

すいよう検索語を多く設定するなど、HP や SNS での情報発信に工夫をしてお

り、検索で川内村を知ったことがきっかけで任期付職員に応募し、採用に至った

例もある。 

○ ３県市町村合同採用説明会にも参加している。 

給与・勤務

条件等 

○ 給与は職歴と経験年数で決定している。昇給制度はない。 

○ 各種手当（扶養手当を除く）、勤務時間、各種休暇制度は、正規職員と同様であ

る。住宅についても、村で提供している。 

任期 

○ 採用時に定める任期は基本的に１年間であり、１年ごとに更新して最長５年ま

で延長可能。 

○ ８割以上が任期を更新している。 

人材確保

に向けた

取組 

○ これまでに５年の任期を満了した任期付職員はいない。 

○ なお、復興庁市町村応援職員として村に駐在していた職員が、採用試験を受験

し、村の正規職員・任期付職員になった事例がある。 

現状の課題及び今後の方針 

現状の課

題及び今

後の方針 

○ 保健師の不足が課題である。保健師としての本来業務に加えて、村の職員のフォ

ローも行っている状況であり、補充の見通しを立てたいと考えている。 

○ 一般事務職も不足している。 

 

 

  

                                                   
141 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（平成 29 年１月１日現在） 
142 総務省「平成 29 年地方公共団体定員管理調査」（平成 29 年４月１日現在） 
143 福島県「平成 29 年度東日本大震災に関連し必要とされる職員の状況（各市町村ごとの状況）」（平成 29 年４月１日現在） 
144 福島県「平成 23 年東北地方太平洋沖地震による被害状況即報 （第 1739 報）」（平成 30 年 3 月 26 日現在） 
145 福島県「平成 26 年度復興交付金事業計画の進捗状況」（平成 27 年３月末時点） 



参考 2 - 44 

■福島県大熊町 

ヒアリング実施日：平成 29 年 12 月 1 日（金） 

人口146 10,665 人 職員数147 132 人（うち一般行政部門

104 人） 

職員 

確保 

状況148 

全体 要望 21、決定 16、不足 5 

決定人数 

内訳 

スキーム別：自治法派遣 6、市町村任期付職員 7、復興庁 1、その他 2 

職種別：一般 12、土木 1、建築 1、保健師 1、その他 1 

被害 

状況149 

人的被害 死者 134 復興交付金 

進捗状況150 

交付額 105 百万円 

家屋被害 全壊 61、半壊 95、一部破損 16 契約済額 101 百万円 

ヒ 

ア 

リ 

ン 

グ 

結 

果 

概 

要 

任期付職員について 

人物像 
○ 前職が復興庁市町村応援職員だった者がいる。その他、自治体 OB 等がいる。 

○ ほとんどが県内出身者である。 

採用 

○ 任期付職員の募集は、必要が生じた際に随時行っている。公募による採用は行っ

ておらず、候補者が見つかった場合に選考を実施している。 

○ 町としては、正規職員の募集・採用に力を入れている。 

給与・勤務

条件等 

○ 給与は学歴と経験年数で決定している。正規職員と同様、年１回昇給がある。 

○ 各種手当、住居の確保、勤務時間、各種休暇制度は、正規職員と同様である。 

任期 

○ 採用時に定める任期は３年間であり、１年ごとの更新により最大５年間まで延

長可能。 

○ これまでに３年間の任期を終えた職員はなく、任期の更新に至った事例はない。 

人材確保

に向けた

取組 

○ これまでに５年間の任期を満了した職員はいない。 

○ なお、復興庁市町村応援職員として町に駐在していた職員が、中途採用試験を受

けて町の正規職員になった事例がある。 

応援職員全体について 

働きやす

さの工夫 

○ 課単位で懇親会等を行っている。 

現状の課題及び今後の方針 

現状の課

題及び今

後の方針 

○ 任期付職員は十分に採用できている。 

○ 土木職については、正規職員の採用試験への応募がなく、派遣職員に頼っている

状況である。 

○ 当面は、現状と同程度の職員数が必要であると考えている。来年度は必要人員を

確保できる見込みであるが、今後役場を大熊町に戻すタイミングで人材確保が

難しくなることが予想される。 

  

                                                   
146 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（平成 29 年１月１日現在） 
147 総務省「平成 29 年地方公共団体定員管理調査」（平成 29 年４月１日現在） 
148 福島県「平成 29 年度東日本大震災に関連し必要とされる職員の状況（各市町村ごとの状況）」（平成 29 年４月１日現在） 
149 福島県「平成 23 年東北地方太平洋沖地震による被害状況即報 （第 1739 報）」（平成 30 年 3 月 26 日現在） 
150 福島県「平成 28 年度復興交付金事業計画の進捗状況」（平成 29 年３月末時点） 



参考 2 - 45 

■福島県双葉町 

ヒアリング実施日：平成 29 年 11 月 22 日（水） 

人口151 6,169 人 職員数152 92 人（うち一般行政部門 78

人） 

職員 

確保 

状況153 

全体 要望 22、決定 22、不足 0 

決定人数 

内訳 

スキーム別：自治法派遣 10、市町村任期付職員 7、復興庁 1、その他 4 

職種別：一般 16、保健師 6 

被害 

状況154 

人的被害 死者 167、行方不明者 1 復興交付金 

進捗状況155 

交付額 211 百万円 

家屋被害 全壊 103、半壊 14、一部破損 1 契約済額 208 百万円 

ヒ 

ア 

リ 

ン 

グ 

結 

果 

概 

要 

任期付職員について 

人物像 
○ 前職が他自治体任期付職員だった者がいる。その他、元福島県嘱託職員等がい

る。 

採用 

○ 任期付職員の採用情報は、町広報誌や町 HP に掲載している。 

○ 平成 29 年度採用に向けて、いわき事務所で正規職員採用とあわせて説明会を実

施。被災３県市町村合同採用説明会にも参加している。 

給与・勤務

条件等 

○ 給与は学歴と経験年数で決定している。昇給制度はない。 

○ 各種手当（退職手当を除く）、勤務時間、各種休暇制度（病気休暇を除く）は、

基本的に正規職員と同様である。住居については、住居手当を支給している。 

任期 

○ 採用時に定める任期は基本的に２年間であり、更新により最大５年間まで延長

可能。 

○ ８割以上が任期を更新している。 

人材確保

に向けた

取組 

○ 平成 26 年度に初めて任期付職員を採用。28 年度、29 年度にも採用した。 

○ 今年度末で４年間の任期を満了する職員がいる。 

応援職員全体について 

働きやす

さの工夫 

○ 課単位で懇親会を行くなどして、コミュニケーションを取っている。 

○ 正規職員、応援職員を含む全職員に対してメンタルサポートを実施している。 

現状の課題及び今後の方針 

現状の課

題及び今

後の方針 

○ 正規職員も含めて、保健師が不足している。応募者が少なく、被災３県市町村合

同採用説明会への参加や、県内外の大学での採用活動を行っているところであ

る。 

○ 避難指示解除までは、一般事務職や保健師等を中心に職員を確保したい。あわせ

て、今後復興業務が増える見込みのため、土木職や建築職も確保していきたい。 

  

                                                   
151 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（平成 29 年１月１日現在） 
152 総務省「平成 29 年地方公共団体定員管理調査」（平成 29 年４月１日現在） 
153 福島県「平成 29 年度東日本大震災に関連し必要とされる職員の状況（各市町村ごとの状況）」（平成 29 年４月１日現在） 
154 福島県「平成 23 年東北地方太平洋沖地震による被害状況即報 （第 1739 報）」（平成 30 年 3 月 26 日現在） 
155 福島県「平成 28 年度復興交付金事業計画の進捗状況」（平成 29 年３月末時点） 
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■福島県浪江町 

ヒアリング実施日：平成 29 年 11 月 29 日（水） 

人口156 18,495 人 職員数157 182 人（うち一般行政部門

138 人） 

職員 

確保 

状況158 

全体 要望 112、決定 110、不足 2 

決定人数 

内訳 

スキーム別：自治法派遣 17、市町村任期付職員 23、復興庁 3、その他 67 

職種別：一般 86、土木 9、建築 3、保健師 2、看護師 6、その他 4 

被害 

状況159 

人的被害 死者 601 復興交付金 

進捗状況160 

交付額 6,089 百万円 

家屋被害 全壊 772、半壊 2,384、一部破損 154、

床下浸水 2 

契約済額 4,077 百万円 

ヒ 

ア 

リ 

ン 

グ 

結 

果 

概 

要 

任期付職員について 

人物像 

○ 前職が復興庁市町村応援職員だった者がいる。その他、自治体 OB、町の臨時職

員だった者等がいる。 

○ 任期付職員の出身地は県内・県外が半々程度。県外出身者は主に WORK FOR

東北を通じて採用した。 

採用 
○ 任期付職員の採用は、必要が生じた際に随時行っている。候補者が見つかった場

合に、選考を実施している。 

給与・勤務

条件等 

○ 給与は学歴と経験年数で決定している。福島県任期付職員に準じて、給与の上限

額を設定している。昇給制度はない。 

○ 各種手当、勤務時間、各種休暇制度は、正規職員と同様である。 

○ 住居については、南相馬市内に職員宿舎を用意している。職員宿舎に入居しない

場合は、住居手当を支給している。 

任期 

○ 採用時に定める任期は１年間であり、１年ごとの更新で最大５年間まで延長可

能。 

○ ８割以上が任期を更新している。 

人材確保

に向けた

取組 

○ これまでに５年間の任期を満了した任期付職員はおらず、今年度初めて発生す

る。 

応援職員全体について 

働きやす

さの工夫 

○ 定期的に人事担当者による面談を実施している。 

○ 応援職員全体を対象に、懇親会を開催している。 

現状の課題及び今後の方針 

現状の課

題及び今

後の方針 

○ 正規職員を含め、土木職・建築職は応募者が集まらない。 

○ 震災後に採用した職員が全体の半数を超えており、通常業務を行う基礎がない。

派遣職員の力を借りながら組織の立て直しを行いたい。 

○ 時間の経過に伴い、被災地に対する関心が薄れつつあると感じている。視察を積

                                                   
156 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（平成 29 年１月１日現在） 
157 総務省「平成 29 年地方公共団体定員管理調査」（平成 29 年４月１日現在） 
158 福島県「平成 29 年度東日本大震災に関連し必要とされる職員の状況（各市町村ごとの状況）」（平成 29 年４月１日現在） 
159 福島県「平成 23 年東北地方太平洋沖地震による被害状況即報 （第 1739 報）」（平成 30 年 3 月 26 日現在） 
160 福島県「平成 28 年度復興交付金事業計画の進捗状況」（平成 29 年３月末時点） 



参考 2 - 47 

極的に受け入れるなど、忘れられないための活動を行うことが、人材確保にもつ

ながると考えている。 
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■福島県葛尾村 

ヒアリング実施日：平成 29 年 11 月 21 日（火） 

人口161 1,474 人 職員数162 38 人（うち一般行政部門 29

人） 

職員 

確保 

状況163 

全体 要望 16、決定 13、不足 3 

決定人数 

内訳 

スキーム別：自治法派遣 3、市町村任期付職員 4、復興庁 0、その他 6 

職種別：一般 10、土木 2、看護師 1 

被害 

状況164 

人的被害 死者 40 復興交付金 

進捗状況165 

交付額 103 百万円 

家屋被害 半壊 31、一部破損 1、 契約済額 100 百万円 

ヒ 

ア 

リ 

ン 

グ 

結 

果 

概 

要 

任期付職員について 

人物像 
○ ほとんどの任期付職員が、福島県 OB スキームにより紹介を受けた自治体 OB

であり、県内出身者が中心である。 

採用 

○ 一般事務職については、欠員が出たときなどに随時公募を行っている。採用情報

は、村の広報誌に掲載している。 

○ 技術職については、福島県から紹介を受けた者を、選考により採用することが多

い。 

給与・勤務

条件等 

○ 給与は学歴と経験年数で決定している。昇給制度はない。 

○ 各種手当、勤務時間、各種休暇制度については、基本的に正規職員と同様であ

る。 

任期 

○ 採用時に定める任期は基本的に１年間で、１年ごとの更新で最長５年まで延長

可能。 

○ ８割以上が任期を更新している。 

人材確保

に向けた

取組 

○ これまでに５年間の任期を満了した任期付職員はいない。 

応援職員全体について 

働きやす

さの工夫 

○ 村営住宅に正規職員と応援職員がともに入居しており、入居者同士で懇親会を

行っている。 

現状の課題及び今後の方針 

現状の課

題及び今

後の方針 

○ 土木・建築関係の復興事業は今年度で一段落することが見込まれるが、避難先へ

の訪問看護のために看護師の需要が高く、看護師の確保が課題である。 

○ 県の看護協会 HP に職員募集の案内を掲載するなど努力しているが、応募がな

い状況が続いている。今後、県で行う合同採用説明会への参加も検討するなど、

様々な手段を講じていく。 

  

                                                   
161 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（平成 29 年１月１日現在） 
162 総務省「平成 29 年地方公共団体定員管理調査」（平成 29 年４月１日現在） 
163 福島県「平成 29 年度東日本大震災に関連し必要とされる職員の状況（各市町村ごとの状況）」（平成 29 年４月１日現在） 
164 福島県「平成 23 年東北地方太平洋沖地震による被害状況即報 （第 1739 報）」（平成 30 年 3 月 26 日現在） 
165 福島県「平成 27 年度復興交付金事業計画の進捗状況」（平成 28 年３月末時点） 
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■福島県新地町 

ヒアリング実施日：平成 29 年 11 月 22 日（水） 

人口166 8,053 人 職員数167 119 人（うち一般行政部門

96 人） 

職員 

確保 

状況168 

全体 要望 16、決定 16、不足 0 

決定人数 

内訳 

スキーム別：自治法派遣 16、市町村任期付職員 0、復興庁 0、その他 0 

職種別：一般 3、土木 9、農業土木 1、建築 2、保健師 1 

被害 

状況169 

人的被害 死者 119、軽傷者 3 復興交付金 

進捗状況170 

交付額 28,311 百万円 

家屋被害 全壊 439、半壊 138、一部破損 669 契約済額 21,430 百万円 

ヒ 

ア 

リ 

ン 

グ 

結 

果 

概 

要 

任期付職員について 

人物像 
○ 派遣職員が減少していくこと等を踏まえ、平成 29 年６月に初めて任期付職員を

採用した。町での任期付職員の採用実績は、この１名のみである。 

採用 
○ 任期付職員の採用情報は、町 HP、広報誌、ハローワークに掲載している。 

○ 今年度は３県市町村合同採用説明会に参加した。 

給与・勤務

条件等 

○ 給与は学歴、経験年数、資格等を総合的に勘案して決定している。昇給制度はな

い。 

○ 各種手当、勤務時間、各種休暇制度は、基本的に正規職員と同様である。住居に

ついては、住居手当を支給している。 

任期 

○ 採用時に定める任期は基本的に１年であり、１年ごとの更新で最大５年まで延

長可能。 

○ これまでに任期の更新を行った任期付職員はいない。 

人材確保

に向けた

取組 

○ これまでに５年の任期を満了した任期付職員はいない。 

応援職員全体について 

働きやす

さの工夫 

○ サークル活動などを通じ、それぞれの部署でコミュニケーションを取っている。 

現状の課題及び今後の方針 

現状の課

題及び今

後の方針 

○ 技術職が不足している。特に、今後農地の復旧を予定しているため、農業土木職

の確保が課題である。 

○ 長期的には、技術職を正規職員として確保し育成する必要があると考えている。

可能であれば、他自治体からの職員派遣が得られる今のうちに採用し、経験豊富

な派遣職員の元で育成したいと考えている。 

  

                                                   
166 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（平成 29 年１月１日現在） 
167 総務省「平成 29 年地方公共団体定員管理調査」（平成 29 年４月１日現在） 
168 福島県「平成 29 年度東日本大震災に関連し必要とされる職員の状況（各市町村ごとの状況）」（平成 29 年４月１日現在） 
169 福島県「平成 23 年東北地方太平洋沖地震による被害状況即報 （第 1739 報）」（平成 30 年 3 月 26 日現在） 
170 福島県「平成 28 年度復興交付金事業計画の進捗状況」（平成 29 年３月末時点） 
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■福島県飯舘村 

ヒアリング実施日：平成 29 年 11 月 29 日（水） 

人口171 6,128 人 職員数172 70 人（うち一般行政部門 54

人） 

職員 

確保 

状況173 

全体 要望 34、決定 30、不足 4 

決定人数 

内訳 

スキーム別：自治法派遣 7、市町村任期付職員 19、復興庁 3、その他 1 

職種別：一般 18、土木 5、農業土木 2、建築 2、保健師 2、その他 1 

被害 

状況174 

人的被害 死者 43、軽傷者 1 復興交付金 

進捗状況175 

交付額 388 百万円 

家屋被害 半壊 1、一部破損 113 契約済額 346 百万円 

ヒ 

ア 

リ 

ン 

グ 

結 

果 

概 

要 

任期付職員について 

人物像 

○ 前職が復興庁市町村応援職員だった者がいる。その他、自治体 OB、民間企業出

身者等がいる。 

○ 県内出身者がほとんどである。 

採用 

○ 任期付職員の募集は基本的に年に一度だが、不足が生じた場合には随時募集を

行っている。 

○ 任期付職員の採用情報は、村 HP、広報誌、ハローワークに掲載している。 

○ ３県市町村合同採用説明会に参加している。 

給与・勤務

条件等 

○ 給与は学歴と経験年数で決定している。正規職員と同様、年に一度昇給がある。 

○ 各種手当、勤務時間、各種休暇制度は、基本的に正規職員と同様である。住居に

ついては、住居手当を支給しているが、村営住宅等を提供することも可能。 

任期 

○ 採用時に定める任期は基本的に１年間であり、１年ごとの更新で最大５年まで

延長可能。 

○ ほぼ全員が任期を更新している。 

人材確保

に向けた

取組 

○ これまでに５年間の任期を満了した任期付職員はいない。 

○ 行政の仕事に慣れていて即戦力となり、地域の事情にも明るい県内自治体 OBに

期待しており、福島県が県・県内市町村の退職予定者を対象に開催する採用説明

会に参加する。 

応援職員全体について 

働きやす

さの工夫 

○ 職員互助会の規約を改正し、任期付職員も会員としている。 

○ 各課の情報共有を行うため、村長・副村長を筆頭とする職員全体会を毎月１回開

催している。 

現状の課題及び今後の方針 

現状の課

題及び今

後の方針 

○ 保健師の確保が課題である。仮設住宅の供与期間が平成 31 年３月末まで延長に

なったため、当面避難先への訪問業務が続く見込み。介護支援専門員も不足。 

○ 任期付職員について、当面は現状の規模を維持する予定であるが、仮設住宅の供

与が終わる平成 31 年４月以降にどの程度の村民が帰還するかによって、必要な

                                                   
171 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（平成 29 年１月１日現在） 
172 総務省「平成 29 年地方公共団体定員管理調査」（平成 29 年４月１日現在） 
173 福島県「平成 29 年度東日本大震災に関連し必要とされる職員の状況（各市町村ごとの状況）」（平成 29 年４月１日現在） 
174 福島県「平成 23 年東北地方太平洋沖地震による被害状況即報 （第 1739 報）」（平成 30 年 3 月 26 日現在） 
175 福島県「平成 27 年度復興交付金事業計画の進捗状況」（平成 28 年３月末時点） 
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体制が変わってくるものと考えている。 

  



参考 2 - 52 

参考資料 2-2 ヒアリング結果概要（被災 3 県） 

 

■岩手県 

ヒアリング実施日：平成 30 年 2 月 2 日（金） 

人口176 1,277,271 人 職員数177 23,818 人（うち一般行政部

門 4,350 人） 

応援職

員の状

況178 

派遣職員 【県への派遣】124 人 

任期付職

員 

【県の機関】163 人 

【市町村派遣】106 人 

被害 

状況179 

人的被害 死者 5,134、行方不明者 1,122、負傷者

210 

復興交付金 

進捗状況180 

交付額 155,284 百万円 

家屋被害 家屋倒壊 26,077 棟 契約済額 108,428 百万円 

ヒ 

ア 

リ 

ン 

グ 

結 

果 

概 

要 

任期付職員について 

人物像 

○ 一般事務職については、県の臨時職員だった人や民間企業出身者等様々である。

土木職・建築職については、民間企業出身者が多く、自治体職員 OB もいる。 

○ 応募者の出身地は岩手県内が多いが、毎年 6 月に東京都庁で 3 県合同説明会を

開催している効果で、県外からの応募者も５割程度存在する。 

採用 

○ 募集情報は、県 HP、ポスター、広報誌で周知している。ポスターは各市町村や

県内のハローワークにも配布し、掲載を依頼している。 

○ 採用説明会は平成 26 年度までは岩手県単独で開催していたが、平成 27 年度以

降は復興庁、総務省及び東京都の協力により宮城県・福島県と合同で開催してい

る。 

○ 翌年度の採用職種・予定人数は、前年度末に検討を行っている。 

給与・勤務

条件等 

○ 給与は学歴と経験年数により決定している。前職の経験年数は、分野によらず全

て算入している。正規職員と同様、毎年 4 月 1 日に昇給がある。 

○ 各種手当は、基本的に正規職員と同様である。 

○ 市町村派遣の場合、住居については基本的に派遣先市町村が用意している。各種

休暇制度についても派遣先市町村の規定による。 

任期 

○ 採用時に定める任期は 3 年間であり、最大 5 年間まで更新可能。3 年目を迎え

る職員は所属部署を通じて意向確認書を提出する。 

○ 平成 28 年度中に 3 年間の任期を満了した者のうち、7 割程度が任期を更新して

いる。原則として任期中は配属先の変更は行っていないが、復興事業の終了に伴

い、今後は任期途中の異動も可能性としてはある。 

○ これまで 3 年間の任期で採用してきたが、国の復興期間の終了に合わせ、来年

度の募集要項においては平成 31 年度から 2 年間の任期とする予定である。 

                                                   
176 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（平成 29 年１月１日現在） 
177 総務省「平成 29 年地方公共団体定員管理調査」（平成 29 年４月１日現在） 
178 総務省「平成 29 年度における東日本大震災及び熊本地震による被災地方公共団体への地方公務員の派遣状況調査等の結果の公表」

（平成 29 年 4 月 1 日時点） 
179 岩手県「東北地方太平洋沖地震に係る人的被害・建物被害状況一覧」（平成 29 年２月 28 日現在） 
180 岩手県「平成 28 年度復興交付金事業計画の進捗状況」（平成 29 年３月末時点） 
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人材確保

に向けた

取組 

○ 平成 24 年度に県の機関に配属する任期付職員の採用を、平成 25 年度に市町村

に派遣する任期付職員の採用を、それぞれ開始した。 

○ これまでに 5 年間の任期を満了した職員がおり、そのうちの一部は、改めて採

用試験を受験し、県任期付職員となった人や、派遣先市町村の正規職員となった

人もいる。また、岩手県では任期付職員経験者を対象とした正規職員の選考考査

を実施しており、県の正規職員となった人もいる。 

○ 平成 28 年度に、市町村採用の任期付職員について、県が窓口となり、県内の他

の被災市町村に対して、任期満了予定者等の情報提供を行うスキームを設けた。

多くの市町村で引き続き人材が不足している状況であり、これまでに活用され

た実績はないが、今後このスキームにより県全体として任期付職員の配置を調

整できればよいと考えている。 

応援職員全体について 

働きやす

さの工夫 

○ 派遣職員の激励式、任期付職員に対する研修、年 3 回のメンタルヘルス研修、

年 2 回の面談等を行っている。 

○ 平成 25 年度に県から市町村に対して、被災地支援のために採用・派遣された任

期付職員の帰省旅費について、震災復興特別交付税活用に当たっての留意事項

を周知し、メンタルヘルスケア対策の促進を図った。 

今後の人材確保に向けた課題について 

現状の課

題及び今

後の方針 

○ 総合土木職への応募が少ない。熊本地震や九州北部豪雨により土木職の需要が

高まっていることが背景にある。 

○ 平成 30 年度においても、引き続き一般事務職と総合土木職を募集・採用する予

定である。 
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■宮城県 

ヒアリング実施日：平成 30 年 2 月 6 日（火） 

人口181 2,319,438 人 職員数182 22,717 人（うち一般行政部

門 5,048 人） 

応援職

員の状

況183 

派遣職員 【県への派遣】180 人 

任期付職

員 

【県の機関】161 人 

【市町村派遣】93 人 

被害 

状況184 

人的被害 死者 10,564、行方不明者 1,225、重傷

者 502、軽傷者 3,615、その他負傷者 28 

復興交付金 

進捗状況185 

交付額 225,085 百万円 

家屋被害 全壊 83,003、半壊 155,130、一部破損

224,202、床下浸水 7,796 

契約済額 148,372 百万円 

ヒ 

ア 

リ 

ン 

グ 

結 

果 

概 

要 

任期付職員について 

人物像 
○ 自治体 OB が中心。前職が他自治体任期付職員だった者もいる。 

○ 県内出身者が多い。県外出身者は近県の者と遠方の者が半々程度である。 

採用 

○ 募集情報は、県 HP、SNS、新聞広告、ポスター、広報誌、民間求人サイト（東

京都の協力による）、電車・地下鉄の中吊り広告等により周知している。 

○ 東京都の協力を得て、岩手県・福島県と 3 県合同で採用説明会を開催している。 

○ 翌年度の採用職種・予定人数は、前年度の 2 月中旬以降に県各部局、被災 14 市

町村に照会を行い、4 月初旬に決定している。 

給与・勤務

条件等 

○ 給与は学歴と経験年数により決定している。採用者の当該分野における経験年

数が一定年数を経過した場合に昇格するが、当初から一番上の級で採用される

人も多い。 

○ 各種手当は、基本的に正規職員と同様である。 

○ 市町村派遣の場合、住居については基本的に派遣先市町村が用意している。勤務

時間、各種休暇制度についても派遣先市町村の規定による。 

任期 

○ 採用時に定める任期は採用時期により 2 年間から 2 年 5 ヶ月間であり、最大 5

年間まで更新可能。約半数が任期を更新している。 

○ 原則として 5 年間の任期中は配属先の変更は行っていない。 

人材確保

に向けた

取組 

○ 平成 24 年 5 月に任期付職員の採用を開始した。 

○ これまでに 5 年間の任期を満了した職員がおり、そのうちの一部は、改めて採

用試験を受験し、県任期付職員となった人や、市町村の任期付職員となった人も

いる。 

○ 募集を行う際、募集職種で 5 年間の任期を満了する職員全員に対して、県任期

付職員の募集案内を配布しているが、受験するか否かは本人の意向次第である。 

応援職員全体について 

                                                   
181 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（平成 29 年１月１日現在） 
182 総務省「平成 29 年地方公共団体定員管理調査」（平成 29 年４月１日現在） 
183 総務省「平成 29 年度における東日本大震災及び熊本地震による被災地方公共団体への地方公務員の派遣状況調査等の結果の公表」

（平成 29 年 4 月 1 日時点） 
184 宮城県「東日本大震災における被害状況」（平成 30 年 2 月 28 日現在） 
185 宮城県「平成 28 年度復興交付金事業計画の進捗状況」（平成 29 年３月末時点） 
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働きやす

さの工夫 

○ 派遣職員・任期付職員それぞれを対象とした研修及び懇親会を実施している。 

○ 任期付職員の心身の健康のため、平成 28 年度より、県が採用する任期付職員を

対象に、帰省旅費として年 2 回交通費の実費を支給している。 

今後の人材確保に向けた課題について 

現状の課

題及び今

後の方針 

○ 土木職、保健師への応募が少ない。 

○ 平成 30 年度においても、依然として不足が続く土木職を募集・採用する予定で

ある。その他の職種については、県内市町村や県各部局に意向調査を行った上で

判断する。それ以降については、応援職員の増減状況、県の職員採用状況等をみ

て今後検討する。 

○ 今年度初めて開催した 3 県市町村合同採用説明会には非常に手ごたえを感じて

おり、来年度も継続する予定。 
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■福島県 

ヒアリング実施日：平成 30 年１月 25 日（木） 

人口186 1,938,559 人 職員数187 26,716 人（うち一般行政部

門 5,737 人） 

応援職

員の状

況188 

派遣職員 【県への派遣】148 人 

任期付職

員 

【県の機関】277 人 

【市町村派遣】33 人 

被害 

状況189 

人的被害 死者 4,054、行方不明者 2、重傷者 20、

軽傷者 163 

復興交付金 

進捗状況190 

交付額 92,341 百万円 

家屋被害 全壊 15,224、半壊 80,803、一部破損

141,044、床上浸水 1,061、床下浸水 351 

契約済額 73,917 百万円 

ヒ 

ア 

リ 

ン 

グ 

結 

果 

概 

要 

任期付職員について 

人物像 
○ 自治体 OB や民間企業出身者が多い。前職が、復興庁市町村応援職員、他自治体

任期付職員だった方もいる。 

採用 

○ 募集情報は、県 HP、新聞広告、ポスター、広報誌、民間求人サイト等で周知し

ている。 

○ 東京都の協力を得て、岩手県・宮城県と 3 県合同で採用説明会を開催している。 

○ 翌年度の採用職種・予定人数は、各市町村の希望を確認した上で、前年度の 4 月

中旬頃に決定している。 

給与・勤務

条件等 

○ 給与は学歴と経験年数により決定している。昇給制度はない 

○ 各種手当は、基本的に正規職員と同様である。 

○ 市町村派遣の場合、住居については基本的に派遣先自治体が用意する。勤務時

間、各種休暇制度についても派遣先市町村の規定による。 

任期 

○ 市町村派遣の場合、採用時に定める任期は 1 年間であり、1 年ごとの更新で最大

5 年まで延長可能。 

○ 市町村派遣職員については、派遣先市町村や本人の意向を踏まえ、配属先を変更

する場合がある。 

○ 県の任期付職員の任期は３年間であり、最大５年まで延長可能。 

人材確保

に向けた

取組 

○ 平成 24 年度に県の機関に配属する任期付職員の採用を、平成 25 年度に市町村

に派遣する任期付職員の採用を、それぞれ開始した。 

○ 県の機関に配属する任期付職員について、これまでに 5 年間の任期を満了した

職員がおり、そのうちの一部は、改めて採用試験を受験し、県任期付職員もしく

は正規職員となった方もいる。 

○ 5 年間の任期を満了する職員全員に対して、県任期付職員の採用試験の案内をし

ているが、受験するか否かは本人の意思を尊重する。 

                                                   
186 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（平成 29 年１月１日現在） 
187 総務省「平成 29 年地方公共団体定員管理調査」（平成 29 年４月１日現在） 
188 総務省「平成 29 年度における東日本大震災及び熊本地震による被災地方公共団体への地方公務員の派遣状況調査等の結果の公表」

（平成 29 年 4 月 1 日時点） 
189 福島県「平成 23 年東北地方太平洋沖地震による被害状況即報 （第 1739 報）」（平成 30 年 3 月 26 日現在） 
190 福島県「平成 26 年度復興交付金事業計画の進捗状況」（平成 28 年３月末時点） 
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○ 任期満了を迎える任期付職員や退職予定の正規職員等について、市町村への紹

介を行っている。平成 28 年度からは、被災市町村との面談会を開催しており、

退職予定・退職済みの正規職員、任期付職員等が分け隔てなく参加できる。ま

た、面談会に参加できなかった職員についても、本人の意向を確認の上、必要に

応じて被災市町村との個別マッチングを行っている。 

応援職員全体について 

働きやす

さの工夫 

○ 市町村派遣の任期付職員を対象に、新規採用研修や状況報告会を実施している。 

○ 応援職員を対象に、メンタルヘルス研修、個別面談、交流会等を実施している。 

○ 県から市町村に対して、他県からの応援職員等を対象に、帰省旅費の制度を設け

ることを推奨している。 

今後の人材確保に向けた課題について 

現状の課

題及び今

後の方針 

○ 土木職、保健師等の専門職が不足している。関連する大学等へ出向いての採用活

動や説明会を実施し人材確保に努めている。 

○ 復興・創生期間の平成 32 年度までは任期付職員や正規職員の採用を始め、他県

等応援職員の受入れなど、多様な方策により、必要な人員の確保に努めていくこ

とにするが、その後は、復興や地方創生の進捗に応じた行政需要や被災市町村の

復興状況を勘案しながら、職員確保の方向性を検討する。 
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参考資料 2-3 ヒアリング結果概要（被災 3 県以外の自治体） 

 

■東京都 

ヒアリング実施日：平成 30 年２月１日（水） 

任期付

職員の

派遣状

況 

開始時期 平成 24 年９月 

現在の 

派遣状況 

【岩手県】岩手県 1、野田村 2、大槌町 2、大船渡市 3、陸前高田市 1 

【宮城県】気仙沼市 1、南三陸町 2、山元町 1 

【福島県】いわき市 2、浪江町 2、広野町 1            合計 18 名 

※平成 29 年 4 月 1 日時点191 

ヒ 

ア 

リ 

ン 

グ 

結 

果 

概 

要 

任期付職員について 

人物像 
○ 民間企業出身者が大半であり、自治体 OB もわずかながら存在。 

○ 出身地は全国さまざまだが、関東近郊出身者が比較的多い印象。 

採用 
○ 募集情報は、都 HP、民間求人サイト、都職員 OB 会でのチラシ配布等により周

知。採用説明会も平成 24 年４月頃に都内で開催した。 

給与・勤務

条件等 

○ 給与は学歴と経験年数により決定。正規職員と同様に昇給がある。 

○ 各種手当、勤務時間、各種休暇制度は、派遣先自治体との協定に基づく。 

○ 年１回、業務報告会を実施。当該業務報告会への出席など、業務報告に係る東京

都への旅費を、帰庁旅費として支給。派遣先自治体の帰省旅費に係る制度を利用

して帰省する職員もいた。 

任期 

○ 採用時に定める任期は１年であり、１年ごとに更新し最長５年まで更新可能。 

○ 平成 28 年度は、８割以上の職員が任期を更新。 

○ 任期の更新時に、他自治体へ異動する場合もあった。 

人材確保

に向けた

取組 

○ 平成 24 年９月に任期付職員を 47 名採用した。当時の被災地支援の一環として

率先して推進したもの。それ以降は採用を行っておらず、任期更新で対応した。 

○ ５年の任期を満了する者に対しては、任期満了 10 ヶ月前に本人の意向を確認し

た。被災自治体に残りたい希望がある場合、適宜被災自治体の任期付職員の採用

情報を提供した。また、現在の派遣先自治体に残りたい希望がある場合は、引き

続き当該自治体で働けるよう、マッチング支援を実施した。その結果、任期満了

者のうち一部は、市町村の任期付職員として採用され、引き続き被災自治体で活

躍している。 

働きやす

さの工夫 

○ 派遣前後に研修を実施したほか、メンタルヘルス講習会を実施した。 

○ 東京都では被災３県に事務所を設置しており、事務所職員が定期的に派遣先自

治体を訪問し、任期付職員への業務面・生活面でのフォローを実施した。 

今後の支援方針について 

現状の課

題及び今

後の方針 

○ 東京都からの任期付職員派遣は当初予定していた５年間で終了し、今後は、正規

職員の派遣や、被災自治体独自の任期付職員の採用を支援することにより、被災

地支援を行っていく。被災３県による任期付職員の採用に対する支援・協力は、

                                                   
191 平成 29 年４月時点で採用・派遣していた職員 18 名は、平成 29 年８月末で全員が最大任期である５年

満了を迎えたため、平成 30 年３月時点における任期付職員数は０名である。 
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今後も行っていく予定。 
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■神奈川県 

ヒアリング実施日：平成 30 年 3 月 5 日（月） 

任期付

職員の

派遣状

況 

開始時期 平成 26 年 3 月 

現在の 

派遣状況 

【岩手県】岩手県 10、岩手県内市町村（宮古市、大船渡市等）22 

【宮城県】宮城県 8、宮城県内市町村（石巻市、気仙沼市等）40 

【福島県】福島県 6、福島県内市町村（南相馬市、富岡町等）21   合計 107 名 

ヒ 

ア 

リ 

ン 

グ 

結 

果 

概 

要 

任期付職員について 

人物像 

○ 最も多く派遣している土木職は、民間企業出身者と公務員 OB が半々程度であ

る。 

○ 神奈川県出身者は 1 割に満たない。他のスキームで被災地の任期付職員等とし

て勤務していた人が、任期満了後に神奈川県任期付職員に応募するケースも多

い。 

採用 

○ 県 HP に採用情報を掲載するほか、ハローワークへの求人登録も行っている。 

○ 採用説明会については、県民センターで例年 2 回開催している。夜や土日に開

催することで、働いている人も参加しやすいよう工夫している。 

○ 翌年度の採用職種・予定人数は、前年度 9 月初旬頃から各市町村を回ってヒア

リングを行い確認している。11 月末頃に募集内容を決定し、12 月初旬から募集

を開始する。 

給与・勤務

条件等 

○ 給与は学歴と経験年数により決定している。正規職員と同様、昇給制度がある。 

○ 各種手当は、基本的に正規職員と同様である。 

○ 住居については、基本的に派遣先市町村が用意している。勤務時間、各種休暇制

度についても、派遣先市町村の規定による。 

任期 

○ 採用時に定める任期は 1 年間であり、1 年ごとの更新で最長 5 年まで更新可能。

9 割以上が任期を更新している。 

○ 毎年 10 月に、任期更新希望の有無についての意向申告を行っている。派遣先市

町村で任期の更新が不要になる場合は、本人と調整の上、他の市町村へ派遣する

こともある。 

人材確保

に向けた

取組 

○ 平成 26 年度から本格的に任期付職員の採用・派遣を開始した。 

○ これまでに 5 年間の任期を満了した任期付職員はいない。今後、5 年間の任期を

満了する任期付職員が出てくる際に、対応を検討する必要があると考えている。 

今後の支援方針について 

現状の課

題及び今

後の方針 

○ 今後も被災地から求めがある限りは派遣を続けたいと考えているが、100 名を

超える任期付職員の採用・人事管理は負担が大きく、派遣人数の精査は必要であ

ると考えている。 
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■京都府 

ヒアリング実施日：平成 30 年２月５日（月） 

任期付

職員の

派遣状

況 

開始時期 平成 26 年４月 

現在の 

派遣状況 

【福島県】福島県 5192   合計 5 名 

ヒ 

ア 

リ 

ン 

グ 

結 

果 

概 

要 

任期付職員について 

人物像 
○ 前職が復興庁市町村応援職員、他自治体任期付職員だった者がいる。 

○ 職員の年代は 50 代から 60 代が中心。 

採用 

○ 府 HP に採用情報を掲載するほか、ハローワークへの求人登録を行っている。 

○ 採用説明会は開催していない。 

○ 採用開始当初は募集期間を設けていたが、現在は通年で募集を行っており、柔軟

な採用活動を行っている。 

給与・勤務

条件等 

○ 給与は学歴と経験年数により決定している。正規職員と同様、昇給制度がある。 

○ 各種手当は、基本的に正規職員と同様である。 

○ 住居については、派遣先自治体である福島県が用意している。勤務時間、各種休

暇制度についても、福島県の規定による。 

任期 

○ 採用時に定める任期は年度末であり、1 年度ごとに更新し最長 5 年まで更新可

能。 

○ 平成 28 年度は全員が任期を更新した。 

人材確保

に向けた

取組 

○ 平成 26 年度に任期付職員の採用を開始した。 

○ これまでに 5 年間の任期を満了した任期付職員はいない。今後、5 年間の任期を

満了する任期付職員が出てくる際に、対応を検討する必要があると考えている。 

働きやす

さの工夫 

○ 京都府庁での業務報告を年 2～3 回程度行い、府との連携強化や職員のフォロー

の機会としている。業務報告に係る旅費は府から帰庁旅費を支給している。 

○ 京都府庁に業務報告等で帰任した際に面談を行い、勤務環境の改善要望等があ

れば派遣先に伝えることで、任期付職員のフォローを行っている。 

○ 京都府からの応援職員は極力同じ場所に派遣してもらうよう福島県に要望して

いる。実際多くの職員が同じ事務所で勤務しており、職員同士でフォローし合い

やすくなっている。 

今後の支援方針について 

現状の課

題及び今

後の方針 

○ 平成 30 年度は引き続き任期付職員を派遣予定。平成 31 年度以降の採用方針は

未定である。 

○ 任期付職員の採用・派遣は、被災地支援を充実させることを目的として開始し

た。京都府から被災地への派遣職員数増加につながっており、被災地の復興支援

に貢献できていると考えている。 

 

                                                   
192 京都府が加盟している関西広域連合では、広域連合を構成する府県がそれぞれ担当する被災県を決めて

支援を行うカウンターパート方式を採用している。京都府は福島県の支援を担当しており、上記方式に則っ

て応援職員の派遣を実施している。 



参考 2 - 62 

■兵庫県 

ヒアリング実施日：平成 30 年 2 月 21 日（水） 

任期付

職員の

派遣状

況 

開始時期 平成 25 年 1 月 

現在の 

派遣状況 

【宮城県193】宮城県 1、宮城県内市町村（石巻市、気仙沼市、南三陸町等）75 

合計 76 名 

ヒ 

ア 

リ 

ン 

グ 

結 

果 

概 

要 

任期付職員について 

任期付職

員の属性 

○ 前職は、兵庫県内の自治体 OB が多い。近年では、他のスキームで被災地の任期

付職員等として勤務していた人が、任期満了後に兵庫県任期付職員に応募する

ケースも多い。 

○ 出身地も、当初は関西圏の人が中心だったが、近年は、関西圏とそれ以外が半々

程度である。 

採用 

○ 募集情報は、県 HP、SNS、県広報番組、ラジオ等で周知しているほか、県内市

町村を通じて退職予定者に周知している。採用説明会は開催していない。 

○ 毎年 9 月頃に被災自治体にヒアリングを行い、翌年度の採用職種・予定人数を

確認した上で、募集を行っている。 

給与・勤務

条件等 

○ 給与は学歴と経験年数により決定している。正規職員と同様、昇給制度がある。 

○ 各種手当は、基本的に正規職員と同様である。 

○ 住居については、基本的に派遣先自治体が用意している。勤務時間、各種休暇制

度についても、派遣先自治体の規定による。 

○ 月に 1 度業務報告会を開催しており、報告会に参加するための旅費を支給して

いる。 

任期 

○ 採用時に定める任期は 1 年間であり、1 年ごとの更新で最長 5 年まで更新可能。

およそ 7 割程度が任期を更新している。 

○ 派遣先市町村で任期の更新が不要になる場合は、他の市町村へ派遣することも

ある。 

人材確保

に向けた

取組 

○ 平成 25 年 1 月から任期付職員の採用を開始した。 

○ これまでに 5 年の任期を満了した任期付職員がいる。そのうちの一部は、他自

治体の任期付職員として引き続き被災自治体で活躍している。兵庫県としては、

再就職の支援等は特に行っていない。 

○ 他のスキームから兵庫県任期付職員に転身を希望する者が採用選考試験に合格

した場合において、合格者が特に特定の市町村での勤務を希望する場合や、派遣

先市町村から合格者に対する派遣要望があった場合は、可能な限り希望に沿う

ように派遣先を調整している。 

働きやす

さの工夫 

○ 派遣前研修の実施、人事課面談の実施（業務の状況や人間関係等を直接確認）、

業務報告会の開催（任期付職員間のネットワークの構築、自宅や家族のところに

戻る機会の提供）、産業医面談の実施（健康状態の把握）を行っている。 

                                                   
193 兵庫県が加盟している関西広域連合では、広域連合を構成する府県がそれぞれ担当する被災県を決めて

支援を行うカウンターパート方式を採用している。兵庫県は宮城県を担当しており、上記方式に則って応援

職員の派遣を実施している。 



参考 2 - 63 

今後の支援方針について 

現状の課

題及び今

後の方針 

○ 来年度以降の任期付職員の採用予定は未定である。被災自治体からの要請数が

減ってきていることもあり、新たな採用は行わず、現在派遣中の任期付職員の任

期更新のみで対応する可能性もある。 

○ 70 名を超える任期付職員の人事管理は負担が大きい。 

○ 任期付職員の採用・派遣は、正規職員の大規模な派遣継続することが困難であっ

たこと、他の自治体においても正規職員に代えて任期付職員の派遣を検討する

動きがあったことから開始した。阪神淡路大震災の際に全国から支援を受けた

感謝の気持ちから、被災県の責務として応援職員の派遣を継続している。 

○ 任期付職員については、毎月の業務報告会で報告書を提出してもらっており、今

後の災害に対する備えに活用できると考えている。特に派遣開始直後の平成 25

～26 年は、被災地の情報収集という点でも有用だった。 

 

 

  



参考 2 - 64 

■大阪府堺市 

ヒアリング実施日：平成 30 年２月 21 日（水） 

任期付

職員の

派遣状

況 

開始時期 平成 25 年度 

現在の 

派遣状況 

【岩手県】宮古市 3 

【宮城県】石巻市 5    合計 8 名 

ヒ 

ア 

リ 

ン 

グ 

結 

果 

概 

要 

任期付職員について 

人物像 
○ 民間企業出身者や自治体 OB など、経歴は様々である。 

○ 年代も 30 代から 60 代まで幅広く分布している。 

採用 

○ 募集情報は、市 HP や広報誌で周知している。 

○ 採用説明会は開催していない。 

○ 毎年 10 月～11 月頃に被災自治体の復興状況及び次年度の必要人員の状況を確

認し、12 月頃に翌年４月１日からの採用募集を開始している。任期途中の退職

など突発的に欠員が出た場合は、それらを補填するために追加で募集をかける

場合もある。 

給与・勤務

条件等 

○ 給与は採用された試験区分により一律で決定している。昇給制度はない。 

○ 各種手当は、基本的に正規職員と同様である。 

○ 住居については、基本的に派遣先市町村が用意している。勤務時間、各種休暇制

度についても、派遣先市町村の規定による。 

○ 業務報告に係る帰庁旅費として、派遣先市町村から堺市役所までの往復の交通

費を、派遣先市町村から支給している。 

任期 

○ 採用時に定める任期は 1 年であり、年度ごとに更新し最長 3 年まで更新可能と

している。毎年、任期の更新意向調査及び勤務実績調査を行っており、その中で

本人の意向や勤務状況をふまえて、翌年度の更新有無を決定している。 

○ 毎年ほとんどの職員が任期を更新し、最大任期の 3 年間職務に従事している。 

人材確保

に向けた

取組 

○ 指定都市市長会や被災地自治体などからの依頼を受け、平成 25 年度から任期付

職員の採用・派遣を行っている。 

○ これまで任期を満了した職員は、定年退職した後にセカンドキャリアとして任

期付職員になった人が多く、再就職に対するニーズがほぼなかったため、任期満

了後の動向を把握することはしておらず、再就職の支援等は特に行っていない。

今後、引き続き被災自治体で勤務する意向がある人がでてきた場合は、対応を検

討する必要があると考えている。 

働きやす

さの工夫 

○ 採用した職員に対して、派遣前に派遣条件等に関する説明会や公務員としての

基礎的な研修を実施している。 

今後の支援方針について 

現状の課

題及び今

後の方針 

○ 事務職は概ね必要な人数を採用できているが、土木職については応募が少なく、

かつ辞退するケースもあるため、十分な人数を確保できていない。 

○ 平成 30 年度は事務職及び土木職を数名採用予定。平成 31 年度以降の採用は、

被災自治体の状況を勘案し判断する予定。 

 



参考 3 - 1 

参考資料 3 平成 30 年 3 月 27 日付け総務省自治行政局公務員部長通知 
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